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は し が き

ここに漸 く 「コモン ・ロー諸国 におけ る受託 者の職務 ・権 限に関す る研究」 と銘 打 って

5編 の論稿 を公 にす るこ とがで きた。 これは平 成5年6月 か らスター トした研究会(「コモ

ン ・ロー受託者研究会」)の 約2年 にお よぶ共 同研究 の成果 であ る。

研 究会 には私 を除 き、 いずれ も若手の気鋭 の研究者(実 務家 を含む)に 御参加 を願 い、

毎 回、熱 のこ もった報告 と討論 を展開 していただいた。年配 とい うこ とで座長 を勤めたに

す ぎない私 としては、内容 の豊か な報告 ・討論 に接 し得 たのみな らず、 この たび成果 を世

に問 うことが で きるにい たったこ とを喜 び、 メンバーの方々 に深 く敬意 を表す るものであ

る。

研 究会 メンバーの共通 した問題 意識は、 第1に 、現行信託法 は何 といって も古 くな り、

現代 におけ る信託取引の需要に適合 していないのではないか、第2に 、特 に コマー シャル ・

トラス トの領域 でその こ とが言 えるのではないか、第3に 、 もっ といえば、財産運用 の方

法が 高度 に専 門化 して きた現代 においては、受託者の職務 ・権 限さらに は責任 を再検討す

る必要 が強 く要請 されて いるのでは ないか、 とい うところにあ り、 そこで、近時判例や立

法 に よ り、受託者の職務 ・権 限 さらには責任 レベ ルにお ける発展が顕著 であるコモン ・ロ

ー諸 国(英 、米、 カナダ、オース トラ リア)の 法状況 を調査 ・研 究す るこ とによ り、 わが

信託法 の理論 と実務 に ささや かな りとも寄与 したい とい う願 いを一同持つに いた り、 それ

をバ ネに作業 に従事 して きた。

収録 した各論稿についての紹介 は省 かせ ていただ くけ れ ども、一読の労 を とって くださ

るな らば、各国において、 どうい う問題が現在大 きな問題 として意識 され、 その解決 に向

けて どのよ うな議論、工夫(法 的構成 をもとよ り含む)が されて いるか とい う、 まさに各

国におけるカレン トな問題 が歴 史的背景 に もふ れつつ明 らかに されてい るこ と、 コモン ・

ロー諸 国の信託法 とい って も、 その中では相 当なヴァ リエー シ ョンが認め られ ること、 し

か し総 じて、受託者の職務 ・権 限 さらには責任 について は時代 の要請に あわせて新 しい規

制が少 な くともな されつつ あ るこ と(そ の形式 は判例 、立法、学説 とい うように様々 では

あるが)、これ らの諸国の動 向はわが信託法の解釈や立法 にあた り示唆す る ところが きわめ

て大 きいこ と(た とえば、 これ までわが信託法 の もとで は解釈上 当黙視 されて きたこ とが
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必ず しもそ うとは言 えないこと、立法 技術 とい う細か い側面に して も学 ぶべ きところが 多

いこ と)を 気づ かれ るであ ろう。

「は しが き」としてはこの程度 で切 り上 げてお こ う。各論稿 がいずれ も、今後 のわが信託

法 の研究 に とり、大 きな推進 力 となるこ とを私 として は期待 してい る。末尾 になって しま

ったが、研究会 の設営にあた り終始 お世話 くださった財 団法人 トラス ト60の 方々 に、 メン

バー一 同に代 わって深 く御礼 申 し上 げたい。

米倉 明
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1は じめ に

わが信託法 は、受託者が信託違 反 をおか した場合 の救済方法 につ き、27条 にお いて、受

託 者の損 失填補 または復 旧の義務 を規定 す る。す なわち、①「管理 ノ失当二 因 リテ信託財

産 二損失 ヲ生 セ シメタル トキ」(27条)、 ② 「信託 ノ本 旨二反 シテ信託財産 ヲ処 分 シタル ト

キ」(27条)、 さ らに③分別 管理義務 に 「違反 シテ信託財産 ヲ管理 シタル場合 」(29条)、 委

託者、 その相続人、受益 者お よび他 の受託者 は、受託者に対 し、損失の填補 または信託財

産 の復 旧を請求す ることがで きる(1)。

四宮教授 は、 この救済の性格 につ き、 それが信託財 産お よび受益 者に対 す る債務不履行

かつ不法行為 的責任 の性格 を有 す る こ と(2)、 「信 託財産 の復 旧」 とは現物 に よ る原状 回

復 である と規定 し、それが認め られ る点 は、 わが民法上 の債務不履行や不法行為 に対す る

救済方法の原則 と比べ て注 目すべ きこ と(3)、 さ らに、教 授 のい う信託 財産 の実質 的法主

体 性論か らして、賠償 は受益者 に交付 され るので な く、信託財産 に編入 される ところが重

要 な特徴 だ と指摘す る(4)。

しか しなが ら、信託違反 をおか した受託 者 を相 手 どっての救済 につ き、 それ以上に、議

論 は発 展す るところが ない。あたか も損失の填補 の内容 は、債務 不履行や不法行為 に対す

る損 害賠償 と同質 の ものであ るか ら、 もはや 民法におけ る議論 を繰 り返す必要 はない と考

えてお られるか のよ うであ る。

本稿 は、 アメ リカ信託法 の代表 的な一判決 と信託法 リス テイ トメン トの記述 を主たる素

材 とし、 アメ リカ法におけ る考 え方 を紹介す るこ とを通 して、受託 者が信託違反 をおか し

た場合 の、受託者 を相手 とする救済方法 につ き、若干の問題提起 を行 うものであ る。 同時

に、近時の信託法第3次 リステイ トメン トにお いて、ア メ リカ法 において も注 目すべ き変

化がみ られ ることも指摘す る。

したが って、本稿 の 目的 は、以下の二点 となる。第一 に、信託違反 に対す る救済 に関 す

るア メ リカ法 のあ り方(少 な くともその重要な一一側 面)を 叙述す るこ と、第二 に、 その こ

とか らえられるわが国の法理へ の視角 を提示す ることであ る。

まず、 ア メ リカの有名な一判例 を紹介 す ることか ら、叙述 を始め る。
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IIロ ス コー の遺 産 をめ ぐる事件

1ロ ス コー事件

ア メ リカの信 託法において、信託違反 に対す る救済の あ り方 につ き重要 な先例 となる事

件の一つ として、次の ような ものが ある。

【事実の概 要】(5)

現代抽象 画の 巨匠 として有名 なマー ク ・ロス コー の遺産 をめ ぐる訴 訟 であ る。彼 は、

1970年2月25日 に死去 した。後には、遺産 として、約800点 の絵画 が残 され た。彼 の遺書

には、遺 言執行 者 として、3人 の知 人の名前が記 されてお り、裁判所 も遺言執行 状(leし

terstestamentary)を4月 に出 して、そ の権 限 を認め た。 ところが、 その後 わず か3週

間内に、遺 言執行者 は二つの契約 を締結 し、 これ らの絵画 の処分方法 を決定 して しまう。

その内容 に疑義が あったために、相 続人であ る故 人の娘 か ら訴 えが提起 された。 この訴え

には、 マー ク ・ロス コー財 団 という公益法 人 も利害 関係 を有 し、 その関係 で、ニュー ・ヨ

ー ク州 の司法長 官(法 務総裁)も 原告 に加 わ った。

遺言執 行 者が 結 んだ二 つの 契約 の概 要 は次 の通 りであ る。第一 の 契約 は、Marlbor-

oughA.G(以 下、MAG)と い うリヒテ ンシュ タイ ンの会社 との間 で結 ばれ、 この会社

へ、絵画100点 が売却 され るこ とになった。20万 ドルは即金、残額160万 ドルは、12カ 月払

い とい う契約で ある。

一方、第二の契約 は、MarlboroughGallery,Inc.(以 下、MNY)と い うニュー ・ヨ一一

ク州 の会社 への販売委託契約だ った。一年 に35点 までの絵画 を、最 高額 で売却す るよ う定

め られていたが、MNYに は、 その5割 が手数料 として入 る仕組 みである。 ところが、過

去 の販売委託契約の例 では、手数料 は1割 だった。

訴訟 で求 め られた救済 として、 まず、遺 言執行者 の解任、次 に、絵 画の処分 の差 止め、

さらにこれ らの契約 の破棄 と、 まだ会社 の手元にあ る絵画 の返還、そ して これ らに加 えて

損害賠償 が請求 された。

1972年6月 、一審 の裁判 官 に よる緊 急 的差 止命 令(TRO,temporaryrestraining

order)、 さ らに 中間的差止命令 が 出 され た。 その後、非陪審 に よる審理 が89日 間続 き、

その結果 、以下の事実 が認定 され た。
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①遺 言執行 者の一人、ReisはMNYの 取締役 で利益相 反 の関係 に あ る。 なおMAGと

MNYの2つ の会社 は、Lloydと い う人が支配 して いる。

②別 の一人、Stamosは 、画家 として、 これ らの処 理 に賛成 す るこ とで別個 の個 人的 な

利益 を得 た。

③第三の遺言執行 者Levineは 、他 の2名 の監督 につ き十分 でなか った(た とえば、独

立 の鑑定人 を依頼 しなか ったこ とな ど)。

そこで、遺言執行 者は解任、差止命令が 出され た後 も違反行為 を継続 した点につ いて は

裁判所侮辱 として それに対す る民事罰金、 さ らに契約 は取消 され、損害賠償 として、判決

時 の価額 を基礎 とす る賠償 が定め られた。

控訴審 も、賠償 額の定 め方 につ き反対意見 はあったが、多数 意見は原審 を維持 し、ニ ュ

ー ・ヨー ク州最高裁へ上告 がな された。

2ロ スコー判決

以下、州最高裁判決の要 点 を紹介す る。 なお本件 は、以上 の事実 に明 らかな ように、遺

言執行者 の責任が問題 とな った事例 であ るが、遺 言執行 者は受託者 と同 じ忠実義務 を負 う

とされてお り(6)、 この判決 は、受託者 の責任 につ いての先例 ともなる こ とを明記 して1お

きたい。

【判決 の要点】

論点 の第一 として、遺言執行者 に信託違 反 を認定 した際の、判断の法 的基準が問題 とさ

れた。遺 言執行者 は、上 告にあた り、本件 は、忠実義務が問題 とされ る場合の 中で、いわ

ゆ る自己取 引(self-dealing)の 事例 ではな く、遺 言執行 者が取 引当事 者の双方 に利害 関

係 を有 す る、いわゆる利益相 反(conflictofinterest)の 事例 で あるこ と、前者の 自己取

引の場合 には、 もはや その事実 だけで信託違 反が認定 される(nofurtherinquirytestが

適用 され る)が 、後者の利益相 反に とどまる場合 は、取 引内容 が不公正 だ とい う立証が な

い限 り、信託違 反にはならない と、先例 を引用 しつつ 主張 した。

しか しなが ら、 ニュー ・ヨー ク州最 高裁は、本件 では、取引の不公正 さ も十分 に立証 さ

れてい ると判断 し、 この主張 を退 けた。 さらに、受託 者が利益相反の関係 にあ る場合、取

引内容 が公正 だ とい う立証責任 は受託者に あると付 言 した。

第二に問題 とされたのが、本稿 の直接の関心 たる、 損害賠償の 内容 の定め方 に関す る点
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である。 そこでは、不 当に売却 して しまった絵画につ き、損害賠償額 を定め るに際 し、先

例 によれば、損害賠償 の算定の基準 時は取 引時 であ り、 その時点での合理 的な売却価額 と

実際の売却価額 に なるはずだ とい う主張が、遺言執行者側か らなされた。実際、控訴審 で

は、 この点で判断が分 かれ、 この立場 を支持す る反対意見が付け られた。

遺言執行 者 は、信 託法の代 表的教科書 であ るス コッ ト教授の著 述 と、信託法 リステイ ト

メン トに依 拠 し、所論 を展開 した。 その うちス コッ トには次 のよ うな記述 がみ られ る。

「受託者が不適切 な価額 で信託財 産 を売却 した場合 、受領 すべ きはず の価額 と実際 に受

領 した価額 との差額 につ いて賠償 す る責任 を負 う。 ただ し、売却 した信託財産 がその後価

値 を増 した分 につ いては、責任 を負わない」(7)。

しか しなが ら、 ニュー ・ヨー ク州最 高裁 は、遺言執行 者側 の主張 を一蹴 し、 これは先例

の読 み方 の誤 りであ るとした。 た とえば、 ス コッ トと リステイ トメン トも、単 に、不 注意

に よ り、低額 で売却 した受託者 につ いて この よ うに記述 して いるので あ り、 それ に加 え

て、忠実義務違反が あ る場合 は格別 であ るとした。

その結果、本件 の ように、 ロスコーの絵 画が、不 当に売却 された時点以降 も価格 を上昇

させ てい る場合 には、売却時 ではな く、判 決時におけ る価格 に基づ く損害賠償 を請求で き

ると判 断 した。

3考 察

以上 に紹介 した判決 は、わが 国の状況につ いて、 少 な くとも以下 のよ うな示唆 を与 える

であろう。

第一 に、27条 にい うところの 「管理 ノ失 当二因 リテ信託財 産二損失 ヲ生 セ シメタル ト

キ」 と、 「信託 ノ本 旨二反 シテ信託財産 ヲ処分 シ タル トキ」が何 を意味す るかは、 それ 自

体大 きな問題 であ るが、仮 にその内容に信託違反 としての軽重があ ると認め るな らば、 そ

こか ら損失填補 の範囲について も、効果が異 なる とす る議論の生ず る可能性 を示唆す る。

あるいは、 そうでな くとも 「信託 ノ本 旨」 に反す る程度 もさまざまだ と考 え るな ら、 同様

に、 それに応 じた損失填補 の枠組 みが考 え られ るであろ う。

端的 にいえば、ア メ リカ法の下 では(あ るいは、 よ り厳密にい って、前掲 のニ ュー ・ヨ

ー ク州判例 の下では)
、単 なる善 管注意義務違反 による売却の結果生 じた損害 につ いては、

売却時 を基準時 とす る賠償額 の算定が なされ るの に対 し、忠実義務違 反が加 わるよ うな信
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託違反については、判決時を基準時 とする算定を行 って、より重い責任を課 している(も

ちろん、この場合、市場価格の上昇する局面が想定されており、以下の議論 もそれ を前提

とする)。

同様に、わが国においても、信託違反の態様に応 じて、損失填補の内容 を吟味するよう

な方向性が考えちれてよい。

第二に、そのことは、わが国で認められる 「復 旧」と 「損失填補」の関係についても、

新たな視角 を提示するであろう。四宮教授がいうように、復旧とは 「不法行為の救済手段

として例外的に認められることのある広義の 「原状 回復」で、行為がなかったら判決時ま

でにおそらく展開されたであろう諸関係 と経済的に等価値であるような状態 を招来するす

べての場合 を含」み、「例えば、株式を失権 させた場合 に同種 の株式 を買い取って信託財

産 とす る、土地 を不当に処分 した場合に相 当の土地 を買い取 って信託財産 とする」(8)こ

とだとすれば、それはまさに、判決時における損害賠償に対応すると考えられる。

すなわち、判決時における損害賠償 として、その時点での株式価額、または土地価額 を

えることができるなら、信託違反をするような受託者にわざわざ購入させ るまでもなく、

請求者である受益者その他が、受託者から得た賠償額でただちにそれらを購入 し、信託財

産に繰 り入れ ることでも十分 である。要す るに、「現物による原状回復」(9)は 、経済的

にみて判決時を基準時 として算定 された損害賠償 と等価である。

では27条 のいう 「損失填補」 とは何か。 この点につ き、四宮教授は、復 旧が損失填補の

次におかれてあることに言及 し、第一次的な救済は損失填補であ り、「復 旧が合理的であ

る場合に限って」(10)、また復 旧が 「社会観念上可能で」(11)ある場合 において認め られ

るとす る。

だが、損失填補の内容 と復旧の内容 との関係は、 これだけでは必ず しも明確ではない。

本稿 で前提 としてきたように、信託違反時と判決時における信託財産の価額を比べて、

後者が高いとすると、復旧(現 物による原状回復)が 認められるのは、判決時を基準に算

定する損失填補が認められる場合で、かつ復旧が 「社会観念上可能で」 ある場合でなけれ

ばならないだろう。

言い換えれば、もしも上記第1点 として述べたように、信託違反の態様 に応 じて、損失

填補の内容 を吟味するような方向性が、わが国においても考 えちれるとすれば、「復旧が

合理的である場合」 とは、単に現物回復が実際上可能だということにとどまらず、重大な

9
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一
信 託違反 に対応す る ような場合 でなければな らない ことにな る。

ア メ リカの第2次 信託法 りステイ トメン トは、 この点 を次 の ように明記す る(12)。

「現物 に よ る回復(specificreparation)が 合理 的か否 か を各 断ず る要素 としては、以

下の ような ものが あ る。(1)信 託の 目的に とって当該財産 が どれだけ重要か、(2)そ の価

値 に対 し合理 的な価額 で、 当該財産 または似 た ような財産 を得 るこ とので きる実 際的可能

性、(3)受 託者が 当該財産 を売却 したこ とについての非難可能性 の程度」。

なお、 このロス コー判決 の分析 においては、 これ まで絵画の市場価値が上昇 した こ とを

前提に議論 して きたが、市場価値が下落す る局面では、ア メ リカにお いて も、異 なる問題

が提示 され るように思われ る。 だが、その説明のためには、信託法 リステイ トメン トの規

定にふれ る必要 があ り、次第 では、第2次 お よび第3次 の信 託法 リステイ トメン トの関連

規定 を素材 に して、 わが信託法へ の示唆 をさらに探 るこ とにす る。
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III信 託法 リス テ イ トメ ン ト

1第2次 リステイ トメン ト

アメリカの第2次 信託法 リステイ トメン トは、受託者の信託違反に対する責任につき、

次のような規定 をおいていた(13)。

§205信 託違反に対する責任(第2次 リステイトメン ト)

受託者が信託違反をおかした場合、受託者は次の責任を負 う。

(a)信 託違反によって信託財産の価値に生 じたすべての損害 または減価に対する賠

償。または、

(b)信 託違反によって受託者が得たすべての利益の返還。 または、

(c)信 託違反がなかったならば信託財産に生 じていたであろうすべての利益の賠償。

この205条 に付されたコメン トによれば、受託者の信託違反に対 し、受益者は、以下の

三つの救済の選択肢 を有する(14)。

第一は、信託財産 を、信託違反の前の状態に復帰させ るような内容の賠償。第二は、受

託者が信託違反によって得た利益 を吐き出させ るような内容の賠償。そして第三が、受託

者に信託違反がな く、 きちんと信託財産の運用をしていれば実現 していたであろうような

状態をもたらすような内容の賠償。

アメ リカ法においては、信託法は、不法行為法 とも契約法 とも独立の別個の領域 とされ

ているが、これら3つ の内容の損害賠償は、アメリカ契約法における信頼利益の賠償(契

約締結以前の状態への復帰を内容 とす る賠償)、 原状 回復利益の賠償(契 約違反者の不当

利得を吐き出させ るための賠償)、 そして履行利益の賠償(契 約が履行 されたならば得ら

れたであろうと考えられる利益 の賠償)に 、それぞれ対応するものと考 えられる(15)。そ

こで、以下においては、信託違反の場合にはややそぐわない語感もあるが、あえてその用

語 を借用 し、上記の(a)に あた る賠償 を信頼利益の賠償、(b)を 原状 回復利益の賠償、

(c)を 履行利益の賠償 と呼ぶ。

リステイ トメントはこれらを次のように例示する。

(a)信 頼利益の賠償－Aは 、Bを 受益者 とし、甲地を信託財産 とする受託者である。

信託条項によって甲地を売却す るこ とが義務づ けられてお り、それを1万 ドルで売
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却 したが、注意 して売却すれ ば、1万2,000ド ルで売却 で きるはず だった。Aは 受

託者 として2,000ド ルの賠償責任 を負 う。

ただ し、 その後、甲地が1万5,000ド ル に騰 貴 して いた として も、Aの 責任 は2,

000ド ルまでである(16)。

(b)原 状 回復利益 の賠償 －Aは 、Bを 受益者 とし、10万 ドルの信託財産 を有す る。信

託条項 に違反 して、Aは 、 その うちの1万 ドル を投機 的な株式 に投資 し、 たまたま

それが あたって2万 ドル で売却 した。Aは 、2万 ドル につ き賠償責任 を負 う(17)。

す なわち、信託財産 にあけた欠損で ある1万 ドルで はな く、 もうけ を含め た2万 ド

ル を賠償す ることを要 す る。

(c)履 行利益 の賠償 －Aは 、Bを 受益者 とし、株式 を信 託財産 とす る受託者 である。

信 託条項に よ り、株 式は売却 してはならない とされ ているに もかか わ らず、Aは こ

れ を1万 ドル で売却 した。判決時 において、株式 は1万2,000ド ルに騰貴 してお り、

Aは1万2,000ド ルの損害賠償責任 を負 う(18)。

ここで、 リステイ トメン トの コメン トは、「受益者 は その救済 につ いて選択 肢 を もち う

る」(thebeneficiarymayhavetheoption)と い う表現 を用 いているが、それは受益 者

の選択が必ず通 る とい う趣 旨ではない。 ア メ リカ法 においては、救済の場面での裁判所 の

裁量の範囲が広 い上 に、 と りわけ信託 法の ようなエ クイテ ィとよばれ る判例 法の分 野にお

いては、受益者 の権利 は、裁判所の裁量の下で行使 され る とされて きたか らである。

2第3次 リステイ トメ ン ト

1990年5月 、ア メ リカ法律協会(AmericanLawInstitute)は 、第3次 信 託法 リス テ

イ トメン トを採択 した(19)。

ただ し、 これに よ り第3次 リステ イ トメン トの策 定作 業が完 了 した とい うこ とで はな

い。 「思慮 ある投資家 のルール」(PrudentInvestorRule)と い う副題が示 す よ うに、信

託財産 の投資 に関す る受託 者への指針 とな る基本原則 の改正の部分(227条 、228条 、229

条)だ けが先行 して採択 ・公表 された ものであ り(20)、全 体 の改訂作業 はなお進行 中であ

る。

しか しなが ら、上記3箇 条 だけ では な く、 その改正 に伴 って変更が求め られ る関連条文

について も最低 限度 の改正 がす でに施 されてお り、その 中に、信託違反 に関す る受託者の
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責任 を定 め る条項、す なわち前述 の205条 が含 まれてい る点が、本稿 との 関連 で は、特 に

注 目すべ きことが らである。

新 しい205条 は以下 のよ うにな ってい る。

§205信 託違 反に対す る責任(第3次 リステ イ トメン ト)

受託者 が信託違 反をおか した場合 、受託 者 は、

(a)信 託違 反によって生 じた、信託 に帰属せ しむべ き利益のすべて につ き、責任 を負

う。

または

(b)信 託財産本体 とそこか らの収益 価値 につ き、信託 の運用が適切 になされていたの

であれば実現 した状態 をもたらす ような金額 につ き賠償責任 を負 う。

これに加 えて、受託者 は、信 託違反に よって受託者が個 人的 に利益 を得 るこ とを妨げ る

ような責任 に服す る。

そこで問題 は、第2次 リステイ トメン トと新 たな第3次 リステイ トメン トの規定 では、

何 が変わ ったのか、そ してそれは なぜか とい うこ とである。

まず、先 の条 項(以 下、新 条項 とい う)を 「受託者が ……」以下 を前 段、「これに加 え

て……」以下 を後段 と表記す る と、後段が、 第2次 リステ イ トメン トの205条(以 下、 旧

条項 とい う)(b)項 と照 応 し、原状 回復の利益 に関 し規定 してい るこ とは明 らかであ る。

ただ し、 旧条項が三つの選択肢の一つ とい う位置づけ を与 えていたの と比べ る と、 ここで

は前段におけ る救済に重畳的 に加 わ るもの とされ ている。

受 託者が信 託財産の運用か ら不 当な利益 を得 るこ とは、何 として も防が ねばな らない と

い う観 点か らすれば、新 条項の定め方の方が合理的で ある。旧条項 においては、少 な くと

も文 言上 、 た とえば受益 者が(a)の 救済 を選択 し、裁判所 もそれ を認め れば、受 託者は信

託違反以前の状態に信託財産 を戻 し、かつ何 らか の利益 を自らに留保す るこ とも可能だっ

たか らである。

次に、新条項 の前段(a)項 は、 その意味が文 言上必ず しも明確 でないが、 その コメン ト

で、受益者 は信託違反の取引を追認す るこ とが可能 であ り、そ うした場合 には、有効 な取

引 として、受託者 は、 それに伴 う信託財産へ の利益 を確 保す る責任 があ る とい う趣 旨だ と

明記 されて い る(21)。
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この ような条項 は、 旧条項 には存在 しなかった。 だが、あ る意味では当然の こ とであ っ

て、第3次 リステイ トメン トで、受益者に よる追 認の可 能な こ とが初めて認め られた とい

うわけではない。

第三に、前段(b)項 は、 明 らか に、 旧条 項の(c)項 と対応 し、 いわゆる履行 利益 の賠償

を規定す る。信託違 反が ないだけ でな く、適切 な運 用がな されていた場合 を想 定 し、その

状態 をもた らす よ うな利益 の賠償 を受託者に義務づ けてい るわけである。

とすれば、 旧条項 と新条項 を比較 して気づ く点は、いわゆ る信頼利益の賠償 に関す る規

定が無 くなってい るとい うこ とである。信託財産 を、信託違 反の前 の状態へ復 帰 させ るよ

うな内容 の賠償 につ き、選択肢が削除 されたのはなぜ か。

第3次 リステイ トメン トにおけ る受託者 の賠償責任 に対 す る考 え方 を、起 草責任 者た る

ホールバ ック教授 は、 「損失 の総合収益(totalreturn)指 標」 と呼 んでいる。 しか も、彼

は、 これが 「責任 の 問題 に関 す る記述 の中で最 も重要 な変更」 であ るに もか か わ らず、

「驚 くべ きこ とに、 プルー デン ト・インベ スター ・ルールの検討過程 で、 その草案につ き助

言 を得、検討 を加 え、承 認 を うる各段階 を通 じ、 ほ とん ど論議 を呼 ぶ こ とがなか った」

(22)と述べ る。 そこで、 まず ホールバ ック教授 の説 明 を聞 く必要が あろう。

3改 正点 の一

カ リフォルニア大学バー クレイ校 ロー ・ス クールの ホールバ ック教授は、今 回の第3次

信託法 リステイ トメン ト改訂作業の総責任者 の地位 にあ る。彼 は、プルーデ ン ト・インベ

スター ・ルー ルを宣 明す る部分が承 認 された後 、今 度の改正 の趣 旨を、別 に論文 の形で公

表 してい る(23)。

それによれば、信託違反 の場合の受託者の賠償責任 について、第3次 リステイ トメン ト

においては、2つ の重要 な改正が なされた(24)。

第一 に、受託者が複数 の信託違反 をおか した場合 で、 一つの信託違反行為 か らは信託財

産に損害 を与 えたが、別 の信託違反行為 か らは利益 をあげた ときには、従 来の第2次 リス

テイ トメン ト213条 は、原則 として、利益 をあげた部 分 はその まま信託財産 に帰属 し、損

失 を与えた部分 は受託者が賠償す る責任 を負 うとしていた。受託者の責任 を厳 し く解 し、

損益相殺 のよ うな考 え を否定 していたのであ る。

理由づ け としては、 もしも損益相殺 を認めれ ば、 いったん信託違反行為 で損 害 を出 した
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受託者 は、 その損失 を埋 め るべ く、 さ らに信託違反 を重ね ることにな りかねない とい うこ

とが いわれ た。 ただ し、信託違反行為が複数 とい うよ りは同一 の もの とみな され る場合 に

は、損益相 殺 を認めてお り、 この場合 には、信託違反 を重ね るインセンチ ィヴがない とい

うこ とが正 当化理由 としてあげ られ た。

新た な第3次 リステイ トメン ト213条 は、条 項の規定 自体 、ほ とん ど変 わ りが ない。 し

か しなが ら、 その コメン ト部分 は、大幅に書 き換 え られた(25)。

ここでは、端的に 旧条項 と新条項 で掲げ られ た設例 を比較 す る。

◇ 旧213条 設例1(26)

Aは 、Bを 受益 者 とし、信託財産1万 ドル を有す る受託者 であ る。信託条項 に よ り、 こ

の金銭は債券 に投資す るよう義務づ け られ ていた。 ところが、Aは5,000ド ル をX会 社の、

残 り5,000ド ル をY会 社 の株式 に投 資 した。X会 社 の株 式は無価値 となったが、Y会 社 の

株 式は騰貴 し、1万 ドルで売却す るこ とが で きた。受益 者Bは 、Aに 対 し、X会 社 の株式

を購 入 した信託違 反 を理 由に5,000ド ル を請求 す るこ とが できる。 さらに、Y会 社 の株式

購 入で得 た収益 は信託財産 に繰 り入れ るよ う求め るこ とがで きる。

要す るに、受託 者は厳 しい責任 を問 われ たので ある。 ところが新条項 の設例 は以下の よ

うな もので ある。

◇新213条 設例1(27)

受託者Tは 、受益 者Bが25歳 に なるまで、15万 ドル を信託財産 として運用す る。信託条

項では、債券 と定期預金 によって運用す るよ う義務づ け られている。Tは 、10万 ドルは適

切 に運用 したが、残 りの5万 ドル は株 式 に投 資 した。1年 後 に株 を売却 す る と、4万5,

000ド ルに しかな らなか った。受 託者 に対 す る賠償請求訴訟 において、5万 ドル を適切 に

運 用 していれば、6,000ド ルの利益 が上が っ ただ ろ うとい うこ とが認定 された。適切 に運

用 した10万 ドル分 か らは、1万2,000ド ルの収益 があった。受託者Tは 、不 適切 な投資 を

したこ とに よる損失 として1万1,000ド ルの賠償 責任 と、 その他 の適切 な投資 か ら得 た1

万2,000ド ルにつ き、信託財産 に帰属 させ る責任 を負 う。

◇新213条 設例7(28)

受託者Tは 、受益者Bが25歳 にな るまで、10万 ドル を信託財産 として運用す る。信託条

項 では、財務省債券 によって運用 す るよう義務づ け られている。大 半の金銭 はその通 り運

用 したが、1万 ドルをX会 社 の、 さらに別 の1万 ドル をY会 社 の株 式に投資 した。信託終

15一

」



■一'

了時点にお いて、X会 社の株式 は損失 を出 したが、Y会 社 の株式か らは収益 を得 た。

X株 か らの損失がY株 か らの収益 を上 回った場合、受益 者Bは 、 この二つ の投資か らの

純損失 につ き、Tに 賠償 を求め るこ とがで きる。逆 に、Y株 か らの収益がX株 か らの損失

を上回った場合 には、受益者Bが 、Tに 請求 で きるのは、純益 につ いて信託財産 に組み入

れ るよう求め るこ とだけ である。 これ らの場合 には、 この ような処理 をして も、受託 者に

よる複数の信託違反 を惹起す るよ うな効果 をもつ可能性 は少ないので、 これ ら二つの信 託

違反は、それ ぞれ独立 した もの としては取 り扱 わない。

新条項の設例7と 旧条項 の設例1を 比べ るな らば、一 見 して、結論が逆にな って いるこ

とが わか る。X会 社 の株 式購入 とY会 社 の株 式購入 とい う二つ の信 託違反 が、新 条項 で

は、同一 の違反 とみなされ て(あ るいは少 な くとも、 これ以上信託違反 を重ね させ るよ う

なインセンチィヴ を与 える別個 の信託 違反 とは みな されず)、 その結果、損益 相殺 が許 さ

れてい る。

しか し、逆 に新条項 の設例1を 見 る と、信託違 反に対 す る損害は、単に違 反行為 に用 い

られた金額 ではな く、 それが適切 に運用 されていたな らば得 たであろ う収益 を含 め た損失

とい うことになってい る。 ここで も、単に信託違 反前 の状 態に復帰 させ る信頼 利益の損害

では な く、適切 な運用 がな されていたならば もた らされた状態 を実現す るよ うな、 いわゆ

る履行利益 の賠償 が求め られているのがわか る。

だが、その点 はす ぐ後 に再度 ふれ るこ とに して、 ここでは、条項 の文言 自体 に変化 は な

いに もかかわ らず、 コメン トにおけ る注釈 の変 更 とい う形で、複数 の信託違 反の際の受託

者の責任 を、従 来 よ りも軽 くしているこ とに注 目すべ きであ る。

ホールバ ック教授 も、次 の ように述べてそれ を認め る。

「第213条 に付 された注釈 は、 この規定の対象 とな る 『損失』や 『利益』 につ いて、前の

リステイ トメン トよ りも注意深 く定義 しようとしてい る。 それは また、違反が別 々の もの

として取 り扱 われ る場合 を明確 に し、一般的には よ り広 く同一・の もの とみ なそ うとして い

る。その目的は、誠実な違反に対 して不必要に懲罰的な取 り扱いをすることを避けると同

時に、違反の区別 を、相殺禁止ルールを支える政策の趣旨に対応させようとするものであ

る。この努力の一部 として、新 しい注釈は、複数の違反が別個のものとして取 り扱われる

べ きか否かを決定するにあたって有益 となるような要因にっいて記述 し、利益による損失

の相殺を認めることが複数の違反の発生を助長するのではないかとの政策判断的な懸念に
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これ らの要 因 を関連づけてい る」(傍 線 は私 が加 えた もの)(29)。

4改 正点の二

今次の リステイ トメン ト改正 で行 われた もう一つ の重要 なポイン トが、賠償 の内容 に関

す る基本的 な考 え方 であ る。 しか も、先 にホールバ ック教 授の指 摘 として紹 介 した ように

(30)、この点が、審議 の過程 でほ とん ど注 目されなか った ことは興味深 い。

ホールバ ック教 授は、新 たな考 え方 を 「損失 の総合収益(totalreturn)指 標」 と呼 ん

でいる。 彼に よれば、

「伝統 的 な政策 と異 な り、第3次 リス テイ トメン トは、プ ラスにせ よマ イナ スにせ よ、

不適 当な投資行 動に対 する受託者の賠償 責任 を総合的 な リター ン との関連 において算定す

るもの としてい る。そ してそれは、ほ とん どの局面において、適切 な投資行動 をしていれ

ば合理 的に期待 されたであろう利益 または損失 との比較 で増減す るよ うな損害 回復 を許 し

てい る。 プルーデ ン ト ・インベ ス ター ・ルールの主要な 目的 は、受託者が不適切 な投資計

画 を採用 し受託 者義務 の重要 な点 を怠 った場合 、市場が上昇局面 で信託財 産 は利益 を得 る

べ きであったのに得 るこ とがで きなかったのであ るか ら、単 に名 目価値 の損失 を避けた と

い うだけ では責任 を免れ ない ことを明確 にす るところにあ る」(31)。

要す るに、信託違反の場合 の賠 償 の範囲 は、信 託違反前 の状 態 を基準 とす るの ではな

く、適切 に運用 していれば実現 したであろ う状 態 を基準 に、損失の有無 を判断す る とい う

こ とである。本稿の言葉でい うな ら、履行利益 の賠償が原則だ とい うことで もあ る。

したが って、市場が上昇局面 にある場合、受託者 は、不適切 な投 資方法 に よ りなが らも

一定の収益 は あげ たが
、実 は、適切 な投資 をしていれば、 よ り大 きな収益 があげ られたは

ずだ と認定 され る と、その分 について責任 を問われ るこ とにな る。 さ らには、前掲 の213

条の設例1に 見 るように、不適切 な投資に よって、 それに向け られた金銭 をすべ て失 った

場合 、その金額 のみな らず、適切 な投資 を していれば得 たであろ う金額 まで上乗せ して、

賠償責任 を負 うこ とになる。

従 来か らこの ような考 え方は存在 した。 しか し、必ず しも実際 にこの よ うなルールが貫

徹 で きなかったのは、適切 な投資 をしていれば どれだけの収益が あが ったのか とい う問い

に、答 え ることが難 しか ったか らであ る。 この損害は、推測 に基づ くもの(toospecula-

tive)で 、原告の立証責任 を十分 に満 たす もの とはいえない と考 え られ るこ とが 多かった
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(32)。

ところが、モ ダン ・ポー トフォ リオ ・セオ リー と呼ばれ る投資理 論の発展 によって、 こ

の ような考 えに基づ く損害 の算定 が、 十分 に可 能 とされ るよ うにな って きた。 この傾 向

は、

「今 日の金融界 の公正か つ適切 な実績 デー タが利 用可能 にな った こ とに よ り、 いっそ う

促 進 され るもの であ り、 その証拠 として、 ここ数年、意欲 的な裁判所 は損害 を算定 す るに

あた り統一的 な方法 をとってそれを実 際に実行 しうるこ とを示 してきた。理論 的には、そ

うした拡張 は、信託財産や受益者 を、信託 が正 し く管理 されていた とすればそ うなってい

たであ ろ う立場 に復 帰 させ る とい う伝 統的 に公 言 され て きた 目的 に適 うもの で あ る」

(33)。

では、第2次 リステイ トメン トに比べて、受 託者の責任 が重 くなったのだ ろ うか?

結論か らいえば、必ず しもそ うとはいえない よ うに考 え られ る。

第一 に、従 来の第2次 リステイ トメン トにお いて も、 いわゆる履行利益 の賠償 を求め る

ことは可能だ った。受益 者が選 択肢(c)項 を選 び、裁判所 もそれ を認め るな ら、 この よ う

な救 済は従前の体 制の下 で も、十分 に可能 だったの であ る。

そこで、む しろポイン トは、信託違 反前の状態 に復帰 させ るよ うな内容 の救済、 いわゆ

る信頼利益 の賠償 とい う選 択肢が消 えた ことの意義 であ る。

それには、市場 の上昇 局面 では な く、下 降局 面 の事例 を考 えてみ るのが よい。た とえ

ば、受託 者が、債券へ の投 資 を義務づ け られていたに もかかわ らず、1万 ドル を株式 に投

資 して、5,000ド ルの損失 を出 して しまった とす る。 この時、債 券市場 も不況 で、仮 に債

券市場で運用 して も5,000ド ルの損失 が出たはずだ と認定 され るな ら、第3次 リステイ ト

メン ト205条 の立場 では、受託者 の賠償責任 は無い こ とに なる。

だが、第2次 リステイ トメン トの205条 においては、受益 者が選択肢(a)項 を選 択 して、

信頼利益の賠償 を求 めた とすれば、5,000ド ルの賠償 が認め られ る可能性が ある。

新条項 は、 この可能性 を排除 したのである。 ホールバ ッ ク教 授 も次 の ようにい う。

「トー タル ・リター ン・アプ ローチは市場上昇局面 にお いて受託者 を免責 しない と同時 に、

市場全体 の下落局面におい て過度に厳 しい措置か ら受託者 を守 るものであ る」(34)。

このアプローチ は、市場 の上昇局面において も、下 降局面 において も、同様 に適用 され

る ものであ り、理論 的に首尾 一貫 してお り、 かつ公正 であ るよ うに見 える。 しか しなが
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「
ら、市場 の上昇局面 において、信託違反 があ って もそれな りに一定 の収益 が あげ られてい

る場合 と、市場 の下降局面で、実 際に損失 が出てい る場合 を比較す る と、信 託違反 を追及

す る受益者 のインセンチィヴは、相 当に異な るといわ ざるをえない。

結局、理論 的な説明は と もか くとして、従 来の第2次 リステイ トメン ト205条 の立場 よ

りも、新条 項は、受託者 を保護す る傾 向にあ ると考 えられる。

一19一

一



寸

IVお わ りに

本稿 において は、 ロス コー事件 とい う1977年 のニュー ・ヨー ク州最高裁判決 を紹介 し、

そこか らわが信託法 におけ る受託者の責任 を考 え るに際 して、何 らかの示 唆 を得 ようとし

た。 さらに、第2次 か ら第3次 へ の改訂作業 が進 む信託法 リステイ トメン トの一 端 を紹介

し、 その方 向 を分析 した。

ロスコー判決 は、現在 もなお、有効 な判例 だ と思われ るが、 もしも絵画 の市場(あ るい

はロスコーの絵 画)が 判決 時 までに どん どん値下が りを続けて いるような場合 であれ ば、

新 たな第3次 リステ イ トメン トの下 では、1977年 当時 とは異 なる結論 が出されたか もしれ

ない。

いずれにせ よ、 これ らの判決や リステイ トメン トで問題 にされたこ とは、わが 国におけ

る同種 の問題にお いて も、 まさに問題 とな りうる ものであ る。

その解決 の方向が、 アメ リカ法の それ と同様 なのか、 あ るいは別異の ものか、 この後 の

議論 の発 展 を期待 したい。
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「

は じめに

ア メ リカの信託法 においては、受託者が 自らの権 限の行使 を第三者 に委任す るこ との可

否 をめ ぐっては、近 時、大 きな変化が見 られ る。す なわ ち、受託者 に よるこの ような権 限

委任(delegation)は 、かつて は原則 として禁 じ られてい たが、 これ に対 して最 近 で は

dlegationを よ り広 く認め る方 向へ とア メ リカ信託法 が動 いて きて いるので ある。 この小

稿 においては、non-delegationか らpro-delegationへ とい うこの ような変化 を概観 す る

ことに したい(1)。

1か つ て の ル ー ルnon-delegationrule

1non-delegationruleの 内 容 お よ び 根 拠

信 託 の 受 託 者 は 、 そ の 任 務 を 自 らの 手 で 執 行 す べ き で あ り、 受 託 者 と し て の 任 務 の 執 行

を 第 三 者 に 委 任 す る(delegate)こ とは 許 さ れ な い と い うの が 、 ア メ リカ 信 託 法 の か つ て

の 原 則 で あ っ た 。 こ の 原 則 は 、non-delegationruleと 呼 ば れ て い る 。

ア メ リ カ 法 律 協 会(AmericanLawInstitute)が1957年 に 作 成 し た 第2次 信 託 法 リ ス

テ イ ト メ ン ト(2)は 、 そ の171条 に お い て こ の 原 則 を 次 の よ う に ま とめ て い る(3)。

Restatement(2nd)ofTrustsSec.171

Thetrusteeisunderadutytothebeneficiarynottodelegatetoothersthedoing

ofactswhichthetrusteecanreasonablyberequiredpersonallytoperform.

受 託 者 は 、 自 ら行 う の が 相 当 な行 為 の 実 行 を 他 人 に 委 任 し な い と い う義 務 を、 受 益

者 に 対 して 負 う。

そ れ で は なぜ 、 従 来 の 信 託 法 に お い て は こ の よ う なnon-delegationruleが と ら れ て い

た の か 。 こ のnon-delegationruleの 根 拠 と し て は 、 一 般 に 、 次 の よ う な 点 が 指 摘 さ れ

る 。

第1の 根 拠 は 、 受 託 者 は 裁 判 所 の 許 可 な し に 辞 任 す る こ とは で き な い と い う信 託 法 上 の

ル ー ル との 関 係 で あ る 。 す な わ ち 、 伝 統 的 に 、 受 託 者 が 交 代 す る場 合 に は 、 関 係 当 事 者 へ

の 通 知 な ど 必 要 な 手 続 を き ち ん と踏 み 、 無 用 の 混 乱 が 生 じ な い よ う な 方 法 で そ の 交 代 が 実
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現 され るよう、裁判所の許可 とい う要件が要求 され てい る。 ところが、受 託者が形式 的に

受託 者に とどま りつつ実質的 には第三者に受託者 の仕事 を全面 的に委任す ることがで きる

とす る と、右 のよ うな要件 を容易 に潜脱で きるこ とになって しま う。 そこで その ような潜

脱 を防 ぐために、non-delegationruleが 採 られて いるのである(4)。

第2の 根 拠は、委託者 が信託 を設定す るに際 しては、受託者 の人柄や能力 を信 頼す るが

ゆえに財産 を託す るこ とを決め るこ とが少 な くない、 とい う事 情であ る。す なわち、受託

者 その人のパー ソナ リティに着 目して信託 を設定 したのに、受 託者が 自ら任務 を遂行 して

くれないのでは、信託 設定 のそ もそ もの 目的が達成 され ない とい う点か らも、non-dele-

gationruleは 根拠づ け られ る(5)。

第3の 根 拠は、delegationに ともな う費用の問題 で あ る。す なわ ち、受託 者が本 来受

託者 のおこなうべ き任務 の一部 を第三者 に委任す る と、 その第三者に支払 う報酬等が信託

財産か ら支払 われ るこ とに な り、その分 だけ信託の運営管理 に要す る費用が大 き くな るこ

とにな る。信託法上 、受 託者は合 理的な費用 のみ を支払 うよ うにすべ き義務 を負 うとされ

て いるが、delegationは 受託者の この ような義務 に反 す るおそれが あ る とい うこ とも、

non-delegationruleの 根拠 とされているのである(6)。

2110n-delegationruleの 下でのdelegation

ところで、non-delegationruleの 下で も、受託 者の任務 を第三者 に委任す るこ とが一

切禁 じられていたわけ ではな く、一定の任務 につ いては委任 が認 め られて いた。

た とえば、non-delegationruleを 定式化 した第2次 信 託法 リステイ トメン ト第171条

は、前述の ように、受託者 が 「自ら行 うのが相 当な行為 の実行(thedoingofactswhich

thetrusteecanreasonablyberequiredpersonallytoperform)」 を他人 に委任す るこ と

を禁 じてい るのであ って、 それ以外 の行為 につ いて は委任 がで きるこ とを前提 として い

る。

そ こで、 どの よ うな行為 につ いてdelegationが 禁 じ られ、 どの よ うな行 為 につ い て

delegationが 認め られ るのかが、 問題 とな る。第2次 信託法 リステイ トメン ト(第171条

に関す るコメン ト)は 、 この点につ き、 明確 な一般的基準 は示 さずに、判 断にあたって考

慮すべ きファ クター をい くっか例示す ると ともに、い くつ かの行為 の タイプ につ きdele-

gationの 可否等 を簡単 に考察す るに とどめてい る。
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すなわ ち・第1に ・考 慮すべ きファクター に関 し、 ある行為 につ いてdelegationが 認

め られ るか否か を判 断す る際に、その行為 に どの程度 の裁量 の行使 が必要 となるか、その

行 為の対象 となる財産が どの程 度の価額 であ りどの ような性質の もので あるか、 またその

財産が信託財産の元本で あるかそれ とも収入 であ るか、 その行為 に必要 な専 門的能 力や体

制 を受託者 自身が有 して いるか否 かな どを考慮すべ きである とす る(7)。

リステイ トメン トは、 第2に 、具体的 な行為 のタイプ をめ ぐっては、①他 人か ら助 言 を

受け るこ と、② 財産 の売却 ・賃貸 ・改良、③投資、④同様 の立場 にあ る他 人(他 の信託 の

受託者な ど)と の協 力な どにつ いて、簡単 に論 じている。本稿 の観点 か らと くに興味深 い

のは、 この うち① と③ であ る。① につ いて、 リステ イ トメン トは、「受託者 は他 人に対 し

てdelegationを す るこ とは許 され ないが、他 人 に相談 を し助 言 を受け るこ とは、受託 者

自ちが最終 的 な判 断 を下す の であれば、許 され る」(8)、 とい う。 また③ につ いて、 リス

テイ トメン トは、 「受託 者は、投 資 を選択 す る権 限 を他 人 に委 ね るこ とはで きない」(9)

と述べ る。

第2次 リステイ トメン トのルールの下 では、以上 の説明か らもわか るように、信 託財産

の投 資に関 しては、受託者は、他 人に投 資の選択 を委 ね るこ とはで きないが、他 人か ら助

言を受けて それ に したが って投資 をして も(最 終 的な判断 を受託者 自身が してい るのであ

れば)か まわないこ とにな っていた。 そこで、実際 には、受託者は、投資顧 問等の専 門家

に投資選 択 に関す る助言 をして もらって、受託者 自身の判断 によってその助 言に したが っ

た投資 をお こなう とい うこ とが広 く行 われ ていた。 これは、 たしかに、受託者 自身の独立

の判 断 を経 る とい う形 をとって いるため投 資権 限 のdelegationに はあた らないが、実 質

的 にみれば、投資に関す る専 門的知識 を有 しない受託者は、投資顧 問の 「助 言」 につ いて

独 立の適切 な判断 を下 すこ とはで きないため、 その助言 をその まま受 け入れ るこ とにな り

が ちであ り、投 資について事 実上 のdelegationが お こなわれ るの と同様 の状 況 を もた ら

していた(10)。

また、non-delegationruleは 、信託法上 の他 の 多 くのルール と同様、信託 設定 にあた

って当事者(信 託設定者)が 反対 の意思 を表 明 し当該信託 の信託条項 に反対の趣 旨が定 め

られた場 合 には、その信託 につ いては適用 され ない。 したが って、delegationを 認め る

信託条項 を有す る信託 については、non-delegationruleの 下 で もdelegationが 許 されて

いたこ とに注意す る必要があ る。
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IIpro-delegationruleへ の 転 換

1delegationの 必要性

さて、近年 ア メ リカ信託 法にお いては、かつ てのnon-delegationruleを 見直 して、

delegationを 認め よ うとす る動 きが活発 にな って きて い る。 この動 きの背景 をなす事 情

としては、 どのよ うな財産が信託 の対象 となるかが時代 とともに変化 して きたこ と、お よ

び、 それに ともなって受託者 の仕事(と りわけ信託財産 の投資 とい う仕事)が 複雑化 ・専

門化 して きた ことを指摘 す るこ とが可能 であろ う。す なわち、かつては信託 の対象 の典型

は家産 としての不動産 であ り、 この不動産 を家族の内部 において伝 えてゆ く手段 として信

託 が利用 され ることが多か った。 この ようなタイプの信託 においては、受託者 の仕事 もそ

れほ ど複雑 ではな く信託財産 の管理 ・運用 につ いて高度 の専 門的知識が要求 され るこ とも

なかった。 ところが、近 年の経済的 ・社会 的変化 に ともない、信託の対象た る財産 は、株

式 ・債券等 の有価 証券(金 融資産)へ とその重点 を移 して きた。つ ま り、受 託者の任務 の

なかで も、有価証券への投資 とい う複雑 で専 門的知識 を要す るものが重要 な地位 を占め る

ようになって きたので ある(11)。

この ような状況の もとで、受託者が、その任務(と りわけ信託財産 の投資 という仕事)

を遂行す るにあたって、専 門家 にdelegationを す るこ とを認め る必要性が強 く認識 され

るよ うになって きた。 もちろん、non-delegationruleの 下 で も、先 に見 た ように、助 言

を受け るとい う形 で専 門家 の助 力 を受け る道は あるが、 そこではあ くまで も受託者が最終

的 に独立の判断 をす るとい う建 前が とられて いるため、投資の適 否が訴訟において争 われ

た場合 には、《受託者 が独 立の判 断 をしたか否か》 が争点 とな る。 しか し、実 態 を直視す

れば、 この よ うな場合 に本 当に問題 とすべ きは、《受託者が投資専門家の選定 ・監督 にあた

って適切 な注意義務 を果 た したか否か》 であろ う(12)。つ ま り、現在 の ように、投資等 に

ついて受託者が専門家に任せ ざるをえない状況 にお いて もなおnon-delegationruleを 貫

こ うとすれ ば、論 ずべ き真 の問題 が正面か ら論 じられ ない とい う欠陥が生 じるこ とにな

る。そ こで、それ よ りもむ しろ、delegationを 認 め た うえ で受託 者の責任 を論 じる方 が

適切 であ ると考 えられ るよ うになったのであ る。

一28



「
2delegationを 認 め るル ー ル の 成 文 化

こ の よ う な 事 情 を 背 景 に して 、 近 年 の ア メ リ カ 信 託 法 に お い て は 、 受 託 者 か ら のdele -

gationを 認 め る 方 向 の ル ー ル が 、 制 定 法(な い し そ れ に 準 じ る 成 文 ル ー ル)に よ っ て 導

入 さ れ て き て お り、 そ の 一 応 の 到 達 点 が 、1992年 に 公 表 さ れ た 信 託 法 第3次 リ ス テ イ ト メ

ン ト(RestatementThirdofTrusts)と 、1994年 に 作 成 さ れ た 統 一 プ ル ー デ ン ト ・イ ン

ベ ス タ 一 法(UniformPrudentInvestorAct)で あ る と い え よ う
。 そ こ で 、 以 下 で は 、

こ の1990年 代 の2つ の 成 文 ル ー ル と、 そ こ に い た る ま で の い くつ か の 成 文 ル ー ル を と りあ

げ て 、non-delegationruleか らpro-delegationruIeへ の 動 き を た ど る こ とに し よ う。

ま ず 、1990年 代 に い た る ま で にprrdelegationruleを 導 入 し よ う と し た 成 文 ル ー ル と

し て は 、UniformTrustees'PowersAct1964、UniformManagementofInstitutional

FundsAct1972、 お よ びERISA(EmployeeRetirementIncomeSecurityAct)の3っ

を あ げ る こ とが で き る 。

第1のUniformTrustees/PowersAct1964は 、 受 託 者 の 権 限 に つ い て 定 め る統 一 法

(13)で あ る が 、 専 門 的 な サ ー ビ ス に 関 し てnon-delegationruleを 廃 し
、 受 託 者 が 、 弁 護

士 、 会 計 士 、 投 資 顧 問 等 を 雇 い 、 彼 ら の 助 言 に つ い て 受 託 者 が 独 立 の 検 討 を加 え ず に 従 う

こ と な ど を 認 め た(Section3(24))(14)。 こ の 統 一 法 は 広 く採 用 さ れ た わ け で は な い が

(採 用 し た の は16州 で あ っ た(15))、non-delegationruleを 定 め た 第2次 信 託 法 リス テ イ ト

メ ン ト作 成 か ら も 間 も な い 時 期 に 、pro-delegationruleを う ち だ し た 成 文 ル ー ル と し て

重 要 な 意 味 を 持 つ(16)。 第2のUniformManagementofInstitutionaFundsAct1972

は 、 慈 善 団 体 の 評 議 会(こ れ は 受 託 者 と同 様 、 受 認 者(fidiciary)で あ る)が 、 投 資 に 関

す る仕 事 を外 部 の 投 資 顧 問 等 に委 任 す る こ と を 認 め た(Section5)(17)。 こ の 統 一 法 は 、

30を 越 え る 州 で 採 用 さ れ た(18)。 第3のERISA(EmployeeRetirementIncomeSecurity

Act)は 、 年 金 基 金 の 運 用 を規 律 す る連 邦 法 で あ る が 、 巨 大 で 複 雑 な 年 金 基 金 の 運 用 に あ

た っ て は 、 投 資 に 関 す る き わ め て 専 門 的 な 知 識 と能 力 が 必 要 で あ る こ と に 鑑 み 、 資 産 の 運

用 ・取 得 ・処 分 を 投 資 マ ネ ー ジ ャ ー に 委 任 す る こ と を 正 面 か ら 認 め た(Section403(a)

(2))(19)(20)。

さ て 、 以 上 の よ う な 状 況 の 下 で 、1990年 代 に は い る と 、 第3次 信 託 法 リ ス テ イ トメ ン ト

と統 一 プ ル ー デ ン ト ・イ ン ベ ス タ 一 法 に よ っ て 、 受 託 者 か ら の 委 任 に つ い てpro-delega-

tionruleが 採 用 され る こ と に な っ た 。
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第3次 信 託 法 リス テ イ トメ ン トは 、 第171条 に お い て 次 の よ う に 規 定 す る。

Restatement(3rd)ofTrustsSec.171

Atrusteehasadutypersonallytoperformtheresponsibilitiesofthetrusteeship

exceptasaprudentpersonmightdelegatethoseresponsibilitiestoothers.In

decidingwhether,towhomandinwhatmannertodelegatefiduciaryauthorityin

theadministrationofatrust,andthereafterinsupervisingagents,thetrusteeis

underadutytothebeneficiariestoexercisefiduciarydiscretionandtoactasa

prudentpersonwouldactinsimilarcircumstances.

受 託 者 は 、 ブ ル ー デ ン ト ・パ ー ソ ン で あ れ ば 受 託 者 と し て の 任 務 の 執 行 を 他 人 に 委 任

す る で あ ろ う よ う な 場 合 を 除 い て 、 自 ら そ の 任 務 を執 行 す る義 務 を 負 う。 信 託 の 管 理

に 関 す る受 認 者 と し て の 権 限 を委 任 す る か 、 誰 に 委 任 す る か 、 ど の よ う な 委 任 を す る

か を 判 断 す る に 際 し て 、 ま た 委 任 し た 場 合 に 受 任 者 を 監 督 す る に 際 し て 、 受 託 者 は 、

受 認 者 と して の 裁 量 を行 使 し、 同 様 の 状 況 に お い て プ ル ー デ ン ト ・パ ー ソ ン が と る で

あ ろ う よ う な 行 動 を す る義 務 を 、 受 益 者 に 対 し て 負 う 。

1992年 に 公 表 さ れ た 第3次 信 託 法 リス テ イ トメ ン トは 、 受 託 者 の 投 資 に 関 す る 規 定 を刷

新 し、 い わ ゆ る プ ル ー デ ン ト ・イ ン ベ ス ター ・ル ー ル を 導 入 し よ う と す る も の で あ る が

(21)、 こ の 第171条 は 、 そ の 一 環 と し て 、 受 託 者 か ら 第 三 者 に 対 す るdelegationに つ い て

も、 プ ル ー デ ン ト ・イ ン ベ ス ター(パ ー ソ ン)と い う概 念 を用 い た 処 理 を導 入 し よ う と し

て い る 。 第2次 り ス テ イ ト メ ン ト と比 較 す る と、 こ の 第3次 リ ス テ イ ト メ ン ト第171条 に

よ る 新 しい ル ー ル の 特 徴 は 、 次 の よ う な 点 に あ る 。

第1に 、 第2次 リス テ イ トメ ン トが 基 本 的 にdelegationを 禁 じ るnon-delegationrule

を採 っ て い た の に 対 し、 第3次 リ ス テ イ トメ ン トは 、 プ ル ー デ ン ト ・パ ー ソ ン がdelega-

tionを す る で あ ろ う場 合 に はdelegationが 許 さ れ 、 場 合 に よ っ て はdelegationを す る こ

と が 要 求 さ れ る こ と さ え あ る と して お り(22)、 は っ き り とpro-delegationruleへ と 方 向

転 換 し て い る。 そ し て 、delegationが 許 さ れ る か 否 か の 判 断 に あ た っ て 第2次 リ ス テ イ

ト メ ン トに お い て 重 要 な 役 割 を与 え ら れ て い た 、 非 裁 量 的(ministerial)な 行 為 か 裁 量

的(discretionary)な 行 為 か と い う 区 分 は 、 第3次 リス テ イ ト メ ン トで は も は や 維 持 さ

れ て い な い 。 す な わ ち 、 第3次 リス テ イ トメ ン トに よ れ ば 、 「第 三 者 に 委 任 さ れ る受 託 者

の 権 限 の 内 容 は 、 非 裁 量 的(ministerial)と 呼 ば れ る 行 為 に 限 定 さ れ る わ け で は な い 。
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ま た 、 あ る行 為 を す る の に 判 断 力 ま た は 裁 量 の 行 使 が 相 当 程 度 必 要 で あ る か ら と い っ て 、

そ の 行 為 を委 任 す る こ とが 禁 じ られ る わ け で も な い 。」(23)と さ れ る 。

第3次 リ ス テ イ ト メ ン トの 第2の 特 徴 は 、delegationに 関 す る 受 託 者 の 判 断 や 行 為 に

っ い て 、 信 認 関 係(fiduciaryrelations)に 基 づ く規 律 が 及 ぶ と い う 点 に あ る。 す な わ

ち 、 受 託 者 は 、delegationを す る か 否 か を 判 断 す る に あ た り、 ま た 、 受 任 者 を選 定 し た

り受 任 者 の 行 為 を 監 督 し た りす る に あ た っ て 、 受 認 者 の 裁 量 に も とつ い て プ ル ー デ ン ト ・

パ ー ソ ン と し て 行 動 す る こ と に な る 。 そ し て 、 そ の 行 動 に 際 し て 裁 量 権 の 乱 用 が あ っ た か

否 か が 訴 訟 に お い て は 問 わ れ る の で あ る(24)。

1994年 に 作 成 さ れ た 、 統 一 プ ル ー デ ン ト ・イ ン ベ ス タ ー 法(UniformPrudentInvestor

Act)(25)は 、delegationを 扱 う第9条 に お い て 次 の よ う に 規 定 す る 。

UniformPrudentInvestorAct,Sec.9

(a)Atrusteemaydelegateinvestmentandmanagementfunctionsthata

prudenttrusteeofcomparableskillscouldproperlydelegateunderthe

circumstances.Thetrusteeshallexercisereasonablecare,skill,andcaution

in

(1)selectingtheagent;

(2)establishingthescopeandtermsofthedelegationconsistentwiththe

purposesandtermsofthetrust;and

(3)periodicaUyreviewingtheagent'sactionsinordertomonitortheagent'

sperformanceandcompliancewiththetermsofthedelegation.

(b)

(c)

(d)

(a)

Inperformingadelegatedfunction,theagentowesadutytothetrustto

exercisereasonablecaretocomplywiththetermsofthedelegation.

Thetrusteewhocomplieswiththerequirementsofsubsection(a)isnot

liabletothebeneficiariesortothetrustforthedecisionsoractionsofthe

agenttowhomthefunctionwasdelegated.

Byacceptingthedelegationofatrustfunctionfromthetrusteeofatrust

thatissubjecttothelawofthisState,anagentsubmitstothejurisdicion

ofthecourtsofthisState.

受 託 者 は 、 投 資 お よ び 運 用 に 関 す る 任 務 の う ち 、 自 己 と 同 程 度 の 技 能 を 有 す
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るプルーデン トな受託者 であれば他 人に委任 す ることが適切 であ るよ うな もの

を、他 人に委任す るこ とが で きる。受託者は、次の行為 に際 して、合理的 な注

意、能 力、 お よび配慮 を尽 くさなければな らない。

(1)受 任 者 を選定す るこ と

② 当該信託 の 目的お よび信託条項 に適合 す る委任 の範囲お よび条件 を定め るこ

と、お よび

(3)受 任 者が どの ような成果 をあげているか というこ とや委任 の条件 を遵守 して

いるか ということをチェ ックす るために、定期 的 に受任 者の行為 を審査す るこ

と

(b)委 任 された任務 を執行す るにあた って、受 任者 は、 その委任 の条件 に従 うよ

う、合理的 な注意 を尽 くす義務 を当該信託 に対 して負 う。

(c)受 託者 は、(a)項 の定め る要 件 を満 た してい る場合 には、委任 を受 けた受任

者 の行 って決定お よび行為 に関 して、受益者 または当該信 託に対 して責任 を負

わない。

(d)受 任者は、 この州 の法律 に従 う信託 の受託 者か ら信託 に関す る任務 を受任 す

るこ とによ り、 この州 の裁判 所の管轄権 に服す る。

この統一 プルー デン ト ・インベ ス タ一法 も、第3次 信託法 リステイ トメン トと同様、受

託者が信 託財産 を投 資す るに際 してのルール をプルー デン ト ・インベス ター とい う概 念 を

キーに して刷新 しよ うとす る試み であ り、delegationに つ いて も上記 のよ うにpro-dele-

gationruleを 導 入 してい る。す なわ ち、delegationを す るか否か、お よび どの よ うな

delegationを す るか は、受託者 が、プルーデ ン トな投 資 をす る とい う観 点か ら決す るも

の であって、delegationす るこ とが 当該信託 の投 資に とって適切 で あ る場 合 には、積極

的 にdelegationが 認め られ るので ある。 この統一 プルー デン ト・インベ スター法にお いて

とくに重要 なのは、受託者 は、受任者の選定 ・監督 等に注意 を尽 くせば、受任 者の行為 そ

の もの につ いては責任 を負わ ない とい うことが明確 に定め ちれてい る点(上 記(c)項)で

あ る。 この こ とに よって、かつ てのnon-delegationruleの 下 では論 じることので きなか

った問題、す なわ ち受託者が受任者 の選定 ・監督にあた って適切 な注意義務 を果 したか と

い う問題 を正面か ら論 じることが で きるようにな るのであ る。
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お わ りに

以上 に見 て きたよ うに、ア メ リカにおいては、受託者の任務 を第三者に委任 す るこ とに

つ いて、原則的に これ を禁 じるかつ てのnon-delegationruleか ら、 これをむ しろ積 極的

に認め るpro-delegationruleへ と、信 託法上 のルールが大 き く動 いて きている。 その背

景 にあ る事情 としては、信託財産 の中心 がかつ ての不動産か ら金融資産へ とシフ トきてい

ること、 それに ともなって受 託者の任務(と りわけ投資 という任務)が 複雑化 ・専 門化 し

て きてい るこ とが指摘で きる。

この ようなpro-delegationruleの 潮 流は、 アメ リカに とどま らず、わが国 をは じめ と

す るその他 の国の信 託法に も、 また、国際 的な信託 の取 り扱 いに も、大 きな影響 を及ぼす

もの と考 えられ る。 そこで、pro-delegationruleに 関 して詳 し く検 討す るこ とは、今 後

の信託法研究の重要な課題 のひ とつ とな るであろ う。 この小稿 にお いてはその ような詳 し

い検討 をおこな う余裕 がないが、 と くに重要 な問題点 としては、次 の ような ものが挙げ ら

れ る。

第1に 、受託者 がdelegationを す る際に果 すべ き義務 が、 よ り具体 的 には何 を意 味す

るか とい うこ とが問題 とな る。す なわち、第3次 りステイ トメン トも統一 プルーデ ン ト・

インベ スタ一法 も、受託者がdelegationを す るか否か を決 し、delegationの 内容 を決め、

受任者 を選定 し監督 す るに際 して、一定 の義務 を負 う としてい るが、 これ らの成文ルール

においては、その義務 の 内容 は、 「プルー デ ン ト」 または 「合 理的」 とい う抽象 的な レベ

ル で記述 され るに とどまる。今後 は、 よ り具体 的 なレベ ルで、 どの ような場合 に どの よう

な義務が あるかにつ き ア メ リカでの判例の今後 の展 開に注 目しつつ 検討す る必要

が あろ う。

第2に 、受託者 がdelegationを お こな うに際 して、 と くに受益 者保護 の ため に、受益

者 に対す る通知 な ど、一定 の方式 に したが った手続 を必要 とすべ きか どうか とい うことが

主 として立法論 の観点か らであるが 問題 とな る(26)。

第3に 、受託 者か ら権 限委任 を受 けた受任者は どの ような責任 を負 うか とい う問題 があ

る。す なわち、pro-delegationruleの もとでは、一 般に、delegationを した受託者 の負

う責任 はnon-delegationruleに おけ る よ りも限定 的に解 す るこ とにな るが す なわ
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1
ち、受託者 が受任者 の選定 ・監督 について注意義務 を尽 くせ ば受任 者の行為 その ものにつ

いて は責任 を負わ ない もの とされ るが 、それ では、受任 者 自身が信託(ま たは受益

者)に 対 して責任 を負 うのか、負 うとすれば どの ような性質の責任 をどの範 囲で負 うのか

が、 と りわけ受託者 が責任 を負 わない よ うな場合 に、問題 とな る。 この点 に関 しては、

pro-delegationruleを 採用す る諸成文 ルー ルの間に必ず しも一致が見 られ ない。す なわ

ち、統一 プルー デン ト・インベ ス タ一法 は、受任者が信託 に対 して義 務を負 うと定 め るが、

その義務 の内容 は、委任の条件に従 うべ く合理 的な注意 を尽 くす義 務であ るとす る(第9

条(b)項)。 これに対 して、 い くつ か の州 の立法 にお いては、受任者 が、 自分 が あ たか も

受託 者 にな ったか の よ うな責 任 を受 益 者 に対 して負 う とい う趣 旨を定め る ものが あ る

(27)。また、第3次 リステイ トメ ン トに はこの問題(受 任者 ・受益者 に対 す る責任)に 関

す る明確 な規定 が見 られ ない。 この よ うな状 況か らもわか るよ うに、受任 者 の責任 の性

質 ・内容 ・範 囲等 につ いては なお検討 の余地 が大 きい。 この問題が受益 者保護 と密接 に関

連す ることを考 えあわせれば、 この点の検討 は今後 の重要 な課題であ る とい うべ きであろ

う。

〔注 〕

(1)こ の 問 題 に つ い て 詳 し く論 じ る最 近 の 論 文 と し て 、JohnH.Langbein,ReversingtheNon・
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て 、 ア メ リ カ法 律 家 協 会 が 、 法 の 内 容 を 条 文 の 形 式 に ま とめ て解 説 を付 し た も の で あ る。 リス テ イ
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か ら30年 代 に か け て 作 成 ・公 表 さ れ(第1次 リ ス テ イ トメ ン ト)、1950年 代 か ら、 そ れ を 改 訂 し、 あ
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会 、1991年)727～728頁 参 照)。
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「

1は じ め に

本書全体 のテーマは、 コモン ・ロー ・カン トリーにおけ る信託受託 者の権 利 ・義務 であ

る。

その中で、私 は、 イギ リス を対象 国 として選 び、次の三つ のテーマについて論 じよう と

思 う。

一つ は
、そ もそ もどの よ うな場合 に受託者 としての権利 ・義務が生 ずるか、即 ちExpress

Trustは どのよ うな場合 に成立す るか、 とい うテーマ である。

二つめ は、Trustを 設定す る とい うcovenantを 、委託者に対 してenforceす る権 利 ・義

務が受託者 に存す るか否か、 とい うテーマ である。

三つめ は、FixedTrust,DiscretionaryTrustに ついて、受益 者 を特定 す る義務が、受

託者 に どの程度存す るか、 とい うテー マであ る。
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IIど の よ うな 場 合 にExpressTrustが 成 立 す る か

1PolicyReason

ExpressTrustの 成否についての判例 の歴史 を見 る と、同様 な事例 であって も異 な る結

果 になっているこ とが 多々あ り、背景 に何 らかのPolicy=政 策的な配慮 がなければ説明 し

辛 い、 とい うのが オ ックス フォー ド大学 ・リンカー ン ・カレッジのサ イモン=ガ ー ドナー

講師の説 である。

これ らのpolicyと してあげ られ るの は以下 の ものである。

①FacilitativeApProach

(委託者 の意図 をな るべ く尊重 しよ うとい う主義)

②EconomicLiberalism

(財産 は信 託財産 として固定 されず、な るべ く自由経済市場に出 回るべ きであ る、とい

う主義)

③ModernFamilyPolicy

(婚姻外の男女 の関係 もあ る程度尊重 し、特 に女性 の財産権 を保護 す るとい う主義)

④bene丘ciary'srights

(受益者 の権利 をなるべ く保護す る)

⑤DynasticPolicy

(財産 は、子々孫々に伝 えてい くべ きものであ る)

これ らの政策 的配慮 が背景 になければ説明で きない事例 として、信託成立の場合の立証

責任の問題があげ られ る。

通常、私法関係の挙 証責任 としてはbalanceofprobabilityの 方が一般的 であ り、信託

の事例 で もReSnowdon((1979年)(1)で は、証 明責任の程度 としてこち らが用 い られた。

しか し、Panlv.Constance(1977年)(2)で は、信託の事例 ではClearEvidenceRule

とい う、 よ り厳格 な証 明責任 が課 された。Jonesv.Lock(1865年)(3)と い う先例 に則 っ

て このRuleが 用い られたのだ った。

Jonesv.Lockで は、父親が £900の 小切手 を二 度めの結婚 で生 まれた9ケ 月の息子に与

えると宣言 した後す ぐに亡 くな り、「全 ての財産 を1度 めの結婚 でで きた子供 たちに与 え
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る」 とい う内容の遺言状 が残 された。裁判所 は、信託 を赤ん坊の ために設定 した と言 える

だけの"absolutelyde血nitelanguage"を 欠 くとして、 £900の 小切 手 をも前婚 の子供 た

ちの もの としたのであ る。

これに対 して、Paulv.Constanceの 事例 では、妻 と正式に離婚 しないまま別 の女性 と

9年 間暮 らしていた男性 が、 自己名義 の預 金 口座 に、愛人 と共 に当て たビンゴの懸賞金 を

入れておいた後、死亡 した事例 であ ったが、裁 判所は正式 な妻 でな く、愛人の方 を保護 し

た。

同 じClearEvidenceeRuleに 則 りなが らJonesv.LockとPaulv.Constanceが 逆 の結

論 に なったのは、前者 の時代 にはEconomicLiberalism、 即 ち、財産 はなるべ く信託財産

として固定 しないで自由経済市場 に 出回 らせ るべ きであ るとい う政策 的配慮が あったのに

対 して、1950年 代以降には、非婚 の家族 の扶養義務 を も重視 す る風潮(ModernFamily

Policy)が あ ったため、 とガー ドナー講師は分析 す るのである。

2]RulesofCenstruction

も ち ろ ん 、ExpressTrustの 成 否 は 、PolicyReasonだ け に よ っ て 定 ま る の で な く、 基

本 的 に は 特 定 の 場 面 で 、 委 託 者 が 信 託 を設 定 し よ う と す る 意 思 を発 見 す る こ と が で き る か

否 か に か か っ て お り、こ れ を統 制 し て い る の が 、"RulesofConstruction"ま た は"Presump-

tion"と 呼 ば れ て い る も の で あ る。

こ れ ら は 、 次 の6通 り の 場 面 に 分 け て 説 明 さ れ る。

①precatorywords

②apParentpurposetrust

③failedlegaltransfer

④contractforthirdparties

⑤presumptionofresultingtrust

⑥presumptionofadvancement

そ れ ぞ れ に つ い て 、Pro-trustかAnti-trustか 、 ま た 、1で 述 べ たPolicyか ら 見 る と好

ま し い か 否 か に つ い て 表 で 表 す と、 以 下 の よ う に な ろ う。
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FacilitativeApproach

EconomicLiberalism

ModernFamilyPolicly

beneficiaryrights

DynasticPolicy

(*但 し⑤ ⑥ は 現 在neutral)

以 下 、 夫 々 に つ い て 説 明 を加 え る。

(1)recatorwords

①

Anti

O

O

O

O

②

Anti

×

○

○

○

③ ④

AntiAnti

△ △

⑤

Pro

×

×

○

⑥

Anti

×

precatorywordsと は 、 そ れ が 存 す る場 合 に 信 託 設 定 の 意 思 は な い も の と み な さ れ 、 単

な るmoralobligationが あ る に す ぎ な い か 、 そ れ さ え な い 単 純 なabsolutegiftと み な さ

れ て し ま う 言 葉 の こ と で あ る。

"con丘dence"
、"hope""desire""suggestion"、"request"等 が 代 表 的 なprecatoryword

と さ れ て い る 。

Lambev.Eames(1871年)(4)やReAdams&theKensingtonVestry(1884年)(5)

は 、precatorywordsの た め に信 託 の 設 定 が 有 効 と さ れ な か っ た事 例 で あ る 。

precatorywordsに 対 す る 裁 判 所 の 態 度 に は 変 遷 が あ り、19世 紀 半 ば ま で は 、expression

ofdesireさ え あ れ ば 信 託 の 成 立 に は 十 分 で あ る 、 と い う緩 い 解 釈 を行 っ て い た 。

し か し、 エ ポ ッ ク ・メ イ キ ン グ な 判 決 と な っ た 前 述 のLambev.Eames(1871年)を 境

に 、precatorywordsを よ り厳 格 に 解 釈 す る よ う に な っ た 。"tobeatherdisposalinany

wayshemaythinkbest,forthebene丘tofherselfandherfamily"と い う未 亡 人 へ の 遺

言 を 、 信 託 で な く彼 女 へ のabsolutegiftで あ る、 と判 示 し た の で あ る 。

ReAdamsandtheKensingtonVestryで も 、"untoandtotheabsoluteuseofmy

dearwife,Harriet…infulloo顧4θ ηcθthatshewilldowhatisrightastothedisposal

thereofbetweenmychildren,eitherinherlifetimeorbywillafterherdecease."(イ

タ リ ッ ク筆 者)と い う文 言 に 基 づ い て 、absolutegiftと 判 示 し た 。

し か し、Comispeyv.Bowring-Hanbury(1905年)(6)で は 、 ま た 少 し 緩 め 、 総 合 解 釈

と い う方 法 を採 る よ う に な っ た 。 即 ち 、precatorywordsの 存 在 だ け で は 信 託 は 不 成 立 に
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は な らず ・ 用 い ら れ た 他 の 全 て の 言 葉 を も総 合 的 に勘 案 し て も信 託 を設 定 し よ う と い う意

図 が 看 取 で き な い 場 合 に の み 、 信 託 の 成 立 を 否 定 し よ う、 と い うの で あ る。

背 後 に あ るpolicyと し て は 、

① 財 産 は 、 自 由 に 流 通 す べ き で あ る 、 ② 取 引 に か か る コ ス トは 最 小 限 に 抑 え られ るべ き

で あ る、 と い っ たEconomicLiberalismや 、Bene丘ciary'sProtection(と くに 未 亡 人)

が 考 え ら れ よ う。

(2)AarentPuroseTrust

PurposeTrust(目 的 信 託)と は 、 受 益 者 が 特 定 さ れ て い な い が 、 一 定 の 目 的 に 従 っ て 設

定 さ れ る 信 託 で あ り、 そ の 目的 がcharitable,で あ る、 即 ち 公 益 信 託(CharitableTrust)

が 成 立 す る 場 合 以 外 は 原 則 的 に 無 効 と さ れ る(詳 細 に つ い て は 拙 稿 『イ ギ リス 信 託 法 に お

け る受 託 者 団 体 の 財 産 帰 属 形 態 とcy-pres理 論 』信 託179号 、1994年8月25日 発 行 を参 照

さ れ た い)。

従 っ て 、"referringpurposeismerelyanexpressionofthemotive"な の で あ り、

"whereachievingthepurpose
wouldinfactbetosomeperson'sbene丘t,sucha

dispositioninnormallytakenasconferringanabsoluteentitlementuponthatperson"

と さ れ る の で あ る 。

ReSanderson'sTrust(1857年)(7)で は 、 以 下 の よ う に こ の 原 則 が 明 示 さ れ て い る
。"If

agrosssumbegiven,orassignedforthatgift,thecourtalwaysregardsthegiftas

absolute,andthepurposemerelyasthemotiveofthegift ,andthereforeholdsthatthe

gifttakeseffectastothewholesumorthewholeincome,asthecasemaybe."

ReAndreuisTrust(1905)(8)で は 、 幼 児 を持 つ 遺 言 者 の 遺 言 内 容 が"forortowards

theireducation;…asbeingnecessarytodefraytheexpensesofall
,andthatsolelyin

thematterofeducation"と い う も の で あ っ た 。 子 供 連 が 成 長 し、 教 育 が 終 了 した 段 階 で

の 剰 余 金 を ど う扱 う か 、 と い う 問 題 に つ い て 裁 判 所 は 、 こ れ は 、absolutegiftで あ る か ら、

成 人 し た 子 供 連 が 等 分 に 受 け 取 る べ き だ 、 と判 示 し、 信 託 の 成 立 を否 定 し た 。

こ れ に 対 して 、ReAbbottFundTrust(1900年)(9)で は 、2人 の ろ う あ 者 の 老 婆 の 生

活 扶 助 の た め に 友 人 が 基 金 を作 っ て2人 の 生 活 費 に 充 て て い た が 、2人 の 死 後 、 こ の 基 金

を ど う す る か 、 と い う こ と が 問 題 に な っ た事 例 で あ る 。

裁 判 所 は 、 こ れ を 、例 外 的 に 有 効 なpurposetrustが 成 立 した 事 例 と判 示 し、た め に 基 金
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は2人 の 死 後resultingtrustと してdonorた ち に 返 還 さ れ る の で あ っ て 、 老 婆 た ち の

estateを 構 成 す る 訳 で は な い 、 と し た 。

ReOsoba(1979年)(10)に お い て は 、遺 言 者 の 未 亡 人 に 、家 の 所 有 権 が 、"forhermainte-

nanceandforthetrainingofmydaughteruptoUniversitygradeandforthe

maintenanceofmyagedmother…"と 託 され た ケ ー ス が 、absolutegiftと し て 判 示 さ れ

て い る 。

ReAndrewの ケ ー ス とDeAbbottFundTrustの 結 論 が 異 な る こ と に つ い て は 、 余 り

説 得 力 が な い 。お そ ら くは 、 前 者 はdoneesが 生 き て お り、分 配 す る こ と に 意 味 が あ る の に

対 して 、後 者 はbene6ciariesが 死 亡 し て お り、分 配 不 可 能 と い う実 際 的 な 理 由 に 基 づ く判

決 の 違 い と考 え て よ い で あ ろ う。

こ のApprentPurposeTrustを 信 託 設 定 意 思 と 矛 盾 す る もの とみ な す ア プ ロ ー チ は 、政

策 的 に 見 る と、facilitativeapproach}こ は 相 反 す る(委 託 者 の 意 図 を 実 現 し な い 点 で)が 、

EconomicLiberalismやBene丘ciary'sProtectionに は 資 す る も の と 言 う こ と が で き る。

(3)FailedLegalTransfer

信 託 設 定 よ り も、 法 律 上 の 権 利 を 完 全 に 移 転 す る 場 合 の 方 が 、 要 式 性 が 厳 格 で あ る こ と

が しば しば あ る 。例 え ば 、土 地 の 所 有 権 移 転 に はdeedの 授 受 が 必 要 だ が 、信 託 設 定 に は 普

通 の 署 名 入 り文 書 で 十 分 で あ る。

で は 、 甲 が 乙 に あ る 財 産 に 関 す る 法 律 上 の 権 利 を 完 全 に 移 転 し よ う と し た が 、 要 式 性 を

欠 い た が た め に 失 敗 し た場 合 、 セ カ ン ド ・チ ョ イ ス と し て 、 乙 の た め に 甲 が 信 託 を 設 定 し

た と み な す べ きだ ろ うか 。

判 例 法 は 一 貫 し て こ れ を 否 定 し て い る。

Jonesv.Lock(1865年)(11)で は 、 子 供 に 小 切 手 を与 え よ う と し た が 、 裏 書 し て い な か

っ た し、Richardsv,Delbridge(1874年)(12)で は 、 孫 に 、 不 動 産 のLeaseholdを 与 え よ

う と し た が 、 要 式 性 の 点 で 失 敗 し た 。 裁 判 所 で は 、 ど ち らの ケ ー ス も信 託 の 成 立 を 否 定 し

て い る 。

``Iftheintendedfulltransferfails
,thefrustratedtransferoristakennottohave

intendedtocreateatrustfortheputativetransfereeassecondbest"(13)と い う の が 現

在 の 判 例 法 で あ る。

しか し、ReRose(1952年)(14)と い う、 こ れ に 一 見 相 反 す る判 決 が あ る。 こ こ で は 、 贈
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与 の 対 象 と な っ た の は 株 券 で あ るが 、 そ の 会 社 が 名 義 書 換 の 手 続 を 完 了 す る ま で は 移 転 の

効 力 が 有 効 に 生 じな い の で 、Legaltransferはfailし た 。 し か し 、secondbestと して 信

託 が 成 立 す る と判 示 さ れ た の で あ る 。

理 由 と して は 、formalityの 要 件 を 欠 い た の はtransferorで は な く、 落 度 はtransferee

の 方 に あ る か ら、 と して い る 。

し か し 、 ガ ー ドナ ー 講 師 は 、considerationが あ る場 合 は 、formalityを 欠 く た め だ け に

法 律 上 の 譲 渡 が 認 め ら れ な い 場 合 は 、信 託 の 成 立 を認 め る べ き で あ り、considerationの な

い 、 た だ の 贈 与 の 場 合 は 認 め る べ き で は な い 、 と し て い る(15)。

(4)Contractforthirdarties

契 約 は 、 当 事 者 同 士 し か 拘 束 し な い 、 と い うPrivityRuleは 、 契 約 書 上 の 第 三 者 が 履 行

請 求 す る の を 妨 げ て き た 。

し か し、 古 い 判 例 に は 、 信 託 の 成 立 を 認 め て い る も の も あ る 。

Lloydsv.Harper(1880年)(16)で は 、 ロ イ ズ の 会 員 で あ る 父 親 が 、 ロ イ ズ のmanaging

committeeと 、 息 子 が 会 員 に な っ た 暁 に は そ の 債 務 を保 証 し て くれ とい う 契 約 は 、 有 効 と

さ れ て い る。

こ の 判 決 は 、 商 取 引 に 関 す る も の だ か ら例 外 扱 い だ 、 と す る見 方 も あ る が 。

ま た 、ReFIavell(1883年)(17)で は 、2人 の 共 同 経 営 者 が 、 ど ち らか が 死 ん だ ら そ の 未

亡 人 に 年 金 を 支 払 う と い う約 束 を し た が 、 有 効 と さ れ た 。

しか し、 こ れ ら の 判 決 は 古 す ぎ て 今 は 生 き て い ず 、傍 論 と し て と は い え 、privityruleを

理 由 に 信 託 の 成 立 を否 定 し たGreenv .Russell(1959年)(18)が 、 現 在 の 判 例 法 と さ れ て い

る。

こ のPrivityRuleは 一 見 、取 引 の 安 全 に 都 合 が 良 い よ う に 見 え る が 、強 制 力 の 点 でEco-

nomicLiberalismと は相 反 す る 、 と い う問 題 点 が あ る。

(5)PresumedResultinTrust

こ れ は 、 次 の よ う な ル ー ル で あ る 。

"Whereonepersong
ratuitouslytransferspropertytoanother ,heexpectsthe

recipienttoholditontrustforhim"

こ れ は 、 財 産 は 子 々 孫 々 に 伝 え て い くべ き もの だ 、 と い うDynasticRuleに は 沿 っ て い

る が 、FacilitativeApproachに もEconomicLiberalismに も反 す る と 言 え る だ ろ う。
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しか し、 こ の ル ー ル の 適 用 は 少 な く な っ て き て お り、Fowkesv.Pascoe(1875年)(19)

で は 、老 婆 が 、grandson・in-lawと も言 え な い 若 い 男 性 に 対 して 行 っ た 贈 与 をabsolutegift

と解 釈 し、 信 託 の 成 立 を 否 定 し て い る 。

(6)Prεsumti{〕nofAdvancement

こ れ は 、PresumptionofResultingTrustの 例 外 で あ り、 父 か ら子 、 夫 か ら妻 へ の 譲 渡

の 場 合 は 、absolutegiftと み な す 傾 向 が あ っ た 。 前 者 は 、DynasticPolicyか ら、 後 者 は

既 婚 女 性 の 権 利 を保 護 す る と い うModernFamilyPolicyに 基 づ く も の で あ っ た 。

し か し 、 こ のPresumptionofAdvancementの 役 割 、 意 義 は変 化 して き て い る 。

即 ち 、19世 紀 半 ば に は 、moraldutyが な くて もrelationshipofaffectionが あ れ ば

absolutegiftと み な す 傾 向 が あ り、 母 か ら 子 へ の 譲 渡 も、 そ の よ うに み な さ れ た 。

ま た 、 前 述 のPresumptionofResultingTrustの 適 用 を排 除 す る た め に 、 こ のtheory

がcounter-presumptionと して 用 い ら れ た 、 と い う 点 は 見 逃 せ な い 。 し か し、Fowkesv.

Pascoe(20)の よ う な 判 決 が 出 て 、PresumptionofResultingTrustの ル ー ル 自体 が 否 定 さ

れ て か ら は そ の 必 要 も な くな っ た 。

そ れ 故 、こ のPresumptionofAdvancementは 一 見 後 退 し た か の よ う に 見 られ た 。実 際 、

Bennetv.Bennet(1879年)(21)で は 、母 か ら子 へ の 譲 渡 の 例 で 、PresumptionofAdvance-

mentは 否 定 さ れ た 。 実 質 的 に も 、FacilitativeApproachか らす る と 当 事 者 の 意 図 の 実 現

こ そ が 重 要 な の で 、 こ の ル ー ル は 否 定 す べ き で あ ろ う。 判 例 も そ う い う傾 向 に な りつ つ あ

り、 少 な く と も 夫 か ら妻 へ の 譲 渡 に 関 し て は 、 こ の ル ー ル は 完 全 に 否 定 さ れ た(Pettittv.

Pettitt(1970年))(22)。 現 在 で は 父 か ち 子 へ の 譲 渡 の 場 合 も疑 わ し い 、 と さ れ て い る 。
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IIICovenant

次の テーマは、委託者が行 った、信託 を設定す るとい う約束(Covenant)をenforceす

る権利 ・義務が受託者 に存す るか、 とい うもので ある。

こ こでは、受益 者の権利 ・義務 につ いて も併せて論ず ること としたい。

ここで、委託者 を甲、受託者 を乙、受益 者 を丙 とす る。

こうしたcovenantの 問題 は、既 にあ る(existing)財 産について も勿 論 あるが、特に問

題 が起 きるのは、現在 は な いが、将来 相 続等 に よって得 る予 定 に な って い る(After-

Acquired)財 産 につ いてであ る。

かつ て、典 型的だったのは、marriagesettlementの 中で設定す る信託 であった。娘が結

婚す る時、両親は持参金 に信託 を設定 し、娘(妻)の 生存中は娘 を、 その死後 は夫 を、 そ

の死後 は子供 を受益者 とす る。 その暗 しば しば結婚す る娘 は、婚姻 中相 続等に よって取得

す る財産 もその信託財産 として追加 す るとい うdeedに 署名す る。

この ように して、後に取得 した財産(After-acquiredproperty)の 去就が問題 となって

くるの である。

受益者 である丙の立場は、3通 りが考 え られ る。

1つ は、甲に何 らかの見返 り(consideration)を 渡 してい る場 合。ここで言 う"considera-

tion"は 、通常commonlaw上 で用 いるそれ よ りは広 い概 念 である。た とえば、marriage

settlementの 受益 者たる夫 に とっては結婚す るこ と自体 がconsiderationと なる。

2つ めは、considerationは 支払 っていないが、甲か ら直接 約束 を受 けた者=partyvo1-

unteerの 場合 である。

3つ め は、considerationを 支 払 って いず、甲か ら直接約束 を受 けてい る訳 で もない者=

non・partyvolunteerの 場合 であ る。

丙が、 甲に履行 を請求 できるか否か につ いては、以下 の ような表 に表す ことが できる。
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丙の立場

Property

①Considerationあ り

②Partyvolunteer

③non-partyvolunteer

existing after-acquired

O

Pullunv,Koe(1913年)(23)

○

○O

Cannonv,Hartley(1949年)(24)

O

FIetcherv,Fletcher

(1844年)(25)

×
RePrice(1917年)(26)

ReKay(1939年)(27)

ReCook(1965年)(28)

(1)considerationが あ る場 合

existingに つ い て も 、after-acquiredに つ い て も 、乙 、丙 が 訴 え る ま で も な く、 当 然 に 丙

に 帰 属 す る 。after-acquiredに つ い て は 、doctrineofconversionに よ る も の で あ る。

リー デ ィ ン グ ・ケ ー ス に な っ たPullunv.Koe(1913年)で は 、marriagesettlementに

お い て 、 £100以 上 の 財 産 を婚 姻 中 に 得 た 場 合 は 信 託 財 産 に 追 加 す る 、 と い うcovenantが

あ っ た 場 合 で あ り、 丙 は 子 供 で あ っ た 。

(2)partyvolunteer

乙 も丙 も 当 事 者 と し てenforceで き る 。equitableremedyで な く、commonlawremedy

で あ る。

Cannonv.Hartley(1949年)で は 、 娘 の 離 婚 に 際 し、 父 親 が 、 後 に 彼 が 相 続 す る で あ

ろ う財 産 に つ い て 彼 女 の た め に 信 託 を 設 定 す る と約 束 し た 事 例 で あ っ た が 、娘 は 、common

law上 こ のcovenantをenforceで き る、 と裁 判 所 は 判 示 し た 。

``Inthepresentcasetheplaintiff
,althoughavolunteer,isnotonlyapartytothe

deedofseparationbutisalsoadirectcovenanteeundertheverycovenantuponwhich

sheissuing.Shedoesnotrequiretheassistanceofthecourttoenforcethecovenant

forshehasalegalrightherselfsoenforceit.Sheisnotaskingforequitablereliefbut

fordamagesatcommonlawforbreachofcovenent."

(3)Non・partyvolunteer

existingpropertyに つ い て は 、乙 の 名 でcommonlawremedy,丙 の 名 でequtyremedy

－48一



が 可 能 で あ る と い うの がFletcherv.Fletcher(1844年)の 結 論 で あ る 。

思 う に 、covenantに は 、3つ の 形 態 が 考 え ち れ る。

①ltbelongsbene丘ciallytocovenanteeswithnotrust

②Itisheldontrustforcovenantor=settlor

③ltisheldontrustforbene6ciary

① ② ③ の 中 で 、plausibleな の は ③ の み で あ る 。 な ぜ な ら、① とす る と、 こ の よ う な 権 利

は 、 受 託 者 の 義 務 と両 立 し な い し、 ② とす る と、 委 託 者 が 、 自 ら 不 利 に な る よ う な 契 約 を

す る は ず が な い か ら で あ る。

after・acquiredpropertyに つ い て は 、Fletcherv.Fletcherの 判 決 の 適 用 は な い 、 と い

う一 連 の 判 例 が あ る。

RePryce(1917年)は 、"Equitywillnotassistvolunteer."を 理 由 と し て 適 用 を否 定

し た が 、 こ の 理 由 は3つ の 意 味 で 誤 っ て い る と い うの が ガ ー ドナ ー 講 師 の 説(29)で あ る。

④ ま ず 、equityremedyがavailableで な い と して も 、commonlawremedyは 存 在 す

る は ず で あ る 。

⑤Equityがvolunteerをassistし な い な ら、existingpropertyに つ い て も 同 じ結 論 に

な る は ず で あ る が 、 そ うで な い の はFletcherv.Fletcherと 矛 盾 す る こ と に な る 。

◎covenantがbene丘ciaryの た め にheldさ れ て い る と い う 点 で は 、existingproperty

とafter-acquiredは 同 一 の は ず で あ る。

実 は 、Fletcherv.Fletcherがafter-acquiredproperty{こ は 適 用 さ れ な い 、 と し て い る

の はFletcherv.Fletcher自 体 で は な く、ReCook(1965年)が 勝 手 に そ う解 釈 し た だ

け 、 と も考 え ら れ る 。

実 際 に 、Davenportv.Bishop(1843年)(30)や 、Lloydsv.Harper(1880年)(31)の よ

ざ

っ に 、after-acquiredpropertyに っ い て も 認 め る方 向 の 判 決 も出 て き て い る 。

但 し、 後 者 に つ い て は 、 前 述 し た と お り、 商 取 引 に 関 す る も の で あ る か ら例 外 で あ る、

と い う考 え 方 も あ る 。

こ れ らの 判 例 を、PolicyReasonか ら 説 明 す る と、Fletcherv.Fletcher(1844年)や

Davenportv.BishoP(1843年)は 、 い ず れ も、ModernFamilyPolicyの 出 現 前 の 事 例

で あ り、既 婚 女 性 に 自 ら財 産 を 管 理 させ た く な い 、 と い う今 は 既 に な いPolicyが 背 景 に あ

る よ う に 感 じ ら れ る。

一49一



1

ま た 、

し う る。

Lloydsv.Harper(1880年)は 、EconomicLiberalismと い うPolicyか ら説 明
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IV受 益者を特定する義務

privateexpresstrustの 成 立 の た め に は 、 三 大 特 定 性 の 原 則 が 存 在 す る。1つ は 、 委 託

者 の 意 図 の 特 定 性(こ れ は 本 稿 のIIで 検 討 し た)、2つ め はsubjectmatterの 特 定 性 、3つ

め は 受 益 者 の 特 定 性 で あ る 。

本 章 で は 、 受 益 者 の 特 定 性 の 問 題 を採 りあ げ 、 そ れ に ま つ わ る 受 託 者 の 義 務 の 問 題 を併

せ て 論 ず る こ と とす る 。

ま ず 第 一 に 、 受 益 者 が ど の 程 度 特 定 さ れ て い れ ば 信 託 と し て 有 効 に 成 立 す る か 、 と い う

問 題 に つ い て 論 ず る 。

信 託 の 種 類 に よ っ て 用 い る テ ス トが 異 な るが 、 大 き く分 け て 、AllenTest(ま た はBar-

lowTest)と 呼 ば れ る も の と、McPhailTestと 呼 ば れ る もの に 二 分 で き る 。

そ れ ぞ れReAllen(1953年)(32)、ReBarlow(1979年)(33)、McPhailv.Doulton(1971

年)(34)か ら取 っ た もの で あ る。

AllenTest(BarlowTest)と は 、"Ifitispossibletosaythatoneormorepersons

qualify,eventhoughtheremaybedi伍cultytosayofotherswhetherornotthey

qualify."と い っ た テ ス トで あ る。 つ ま り、 甲 に つ い て 、 受 益 者 の 資 格 が あ る か な い か 判 定

で き れ ば 、 乙 や 丙 に つ い て 判 定 で き な くて もか ま わ な い 、 と い う テ ス トで あ る。

こ れ が 適 用 さ れ る の は 、individualfixedtrustま た はconditionprecedenttrustと 呼

ば れ る も の で 、 あ る条 件 を満 た し て い る 人 に 順 に分 配 す れ ば 受 託 者 の 義 務 は 尽 く さ れ た こ

とに な る、 と して い る。

McPhailTestと は 、

"IfitispossibIetosaythat
anyindividval`soγ`sηo;amemberoftheclass."と

い う テ ス トで あ り、 どん な 人 物 に つ い て も受 益 者 の 資 格 の 有 無 に つ い てyes
,noの 判 定 が

で き な い と い け な い 、 とい う 基 準 で あ り、"isorisnot"testと も呼 ば れ る 。

こ れ は 、 丘xedtrustの 内 で も 、 あ る 特 定 のclassに 属 す る 人 々 を 受 益 者 と す るgroup

丘xedtrust、 お よ び 、 全 て のdiscretionarytrustに 適 用 され る 。

第 二 に 、 受 託 者 に 、 受 益 者 金 貝 の リス ト作 成 す る 義 務 が あ る か 否 か 、 即 ち 、 受 益 者 の 全

容 が 解 明 さ れ る ま で は 信 託 の 元 本 や 収 益 の 分 配 に 着 手 で き な い の か 否 か 、 が 問 題 と な る。
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こ の"Tocompletealist"義 務 を 打 ち 出 し た の はIRCv.BroadwayCottageTrust(1955

年)(35)で あ っ た 。

前 述 のindividua1五xedtrustに つ い て は 、conditionprecedentを 満 た す 人 に 順 に 分 配

し て 行 け ば 事 足 り る の で 、 も ち ろ ん リ ス ト作 成 義 務 は な い 。

しか し 、group丘xedtrustの 場 合 は 、 受 益 者 の 数 が 特 定 で きな い と、 そ れ ぞ れ の 取 り分

も特 定 で き な い た め 、 リス ト作 成 義 務 が 課 さ れ る 、 と い う の が 判 例 法 で あ る。

discretionarytrustに つ い て は 、 全 て の 場 合 に つ い て リス ト作 成 義 務 が 課 さ れ る、 と い

うの が1971年 ま で の 判 例 法 で あ っ た 。

しか し、 前 述 のMcPhailv.Doulton判 決 に よ っ て 、 あ る タ イ プ のdiscretionarytrust

に つ い て は 、 リス ト作 成 義 務 は 課 さ れ な い こ と とな っ た 。

即 ち 、discretionarytrustは 、Burroughタ イ プ とBadenタ イ プ に2分 す る こ とが で き

る。

前 者 はBurroughv.Philcox(1840年)(36)に 因 ん だ も の で あ る。"todisposeofallmy

realandpersonalestatesamongstmynephewsandnieces,ortheirchildren,eitherall

tooneofthemortoasmanyofthemasmysurvivingchildshallthinkproper."と い

う遺 言 内 容 の 示 す と お り、familyを 対 象 と した 小 規 模 なdi§cretionarytrustを こ の タ イ プ

に分 類 す る。

後 者 は 、ReBaden(No2)(1973年)37に 因 ん だ もの で あ る。"toorforthel)ene丘tofany

oftheof五cersandemployeesorex-ofHcersorex-employeesofthecompanyortoany

relativesordependantsofanysuchpersons."と い っ た 大 規 模 な グ ル ー プ を 受 益 者 とす

る タ イ プ で あ る 。

MePhailv.Doulton(1971年)以 降 は 、 後 者 に つ い て はlist作 成 義 務 は な い 、 と し て 実

務 に 多 大 な 影 響 を 与 え た 。

今 日で も、discretionarytrustをfailさ せ な い た め 、 とい う政 策 的 配 慮 か ら か 、 よ ほ ど

小 規 模 なclassで な い と、Burroughタ イ プ に は 分 類 せ ず 、受 託 者 を 救 済 す る と い う傾 向 が

判 例 法 に は 見 ら れ る。

以 上 を 図 示 す る と以 下 の よ う に な る。
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fixed

trust

discre-

tionay

trust

individual

fixedtrust

groupfixedtrust

Burroughtype

(family)

Badentype

(large)

有効性のテス ト

〈Allen>

〈Barlow>テ ス ト

<McPhail>テ ス ト

``iSOriSnOt"teSt

<McPhail>テ ス ト

〈McPhai1>テ ス ト

リス ト作成義務

×

○

〈Broadway>

○

〈Broadway>

×

〈McPhai1>判 決 以 降
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V終 わ りに

以上、受託者の権利 ・義務 を中心にイギリス信託法に関する判例の動向を考察 してきた

が、その背景に様々な政策的配慮があることが理解できる。それが、殊に、委託者の意図

の実現や現代的家族形態の保護を重視する方向に動いていることは望ましい傾向 と言える

のではないだろうか。
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r

1序 論

今 回の講演 では、 我が国カナダにおけ る信託法分野におけ る制定法 の役割 につ いてお話

しす るこ ととし、我 が国の信託法 を構成す る改正 と近代化 とい う二つ の部分 につ いての関

係 について皆様方 と一緒 に考 えて いきた い と思い ます。

しか しなが ら、 このような題 材 を取 り上 げてお話 しする場合、 カナ ダを含め たコモ ン ・

ロー の法域 に属す る国々の弁護士や法律 家が 「コモン ・ロー」 とい う言葉 を使 った場合
、

実際 どの様 な意味で これ を使 ってい るか とい うこ とを、先ずは っき り理解 してお く必要が

あ ります.こ の 「コモ ン ・ロー」 とい う言葉 は、実 に様 々な意味に使 われてお ります。前

回の講演[信 託173号(平 成5年)73頁 以下]で は、 コモ ン・ロー法系 と大 陸法系 との区別

や 、 コモ ン ・ロー法域 と大陸法域 との間の区別 につ いてお話 しをしま したが、 その場合 に

は、大 陸法系 とはローマ法 を母体 とす る法体 系の ことを、 また コモン ・ロー法域 とは イギ

リス、即 ちイ ングラン ドに発 生 した法体系 の ことを言って いるこ とに な ります。更に私 た

ちは、 イギ リス法 の法体 系について話 してい る時 も、 「コモ ン・ロー 」 とい う言葉 をよ く使

いますが、 その場合 は、 二つ の別 の判例法 の体系 を区別 して使 ってい ることにな ります
。

その 内の一つは、11世 紀 に国王 によってイギ リスのロン ドンに設置 された王立 中央裁判所

で体 系化 された判例法 であ り、 この裁判所 ではイングラン ド全土 で行 われていた習慣法 と

しての全 イギ リス国民に共通、即 ち 「コモン」で ある法律 を適用 して裁判が行 われてい ま

した。 その後14世 紀 になって国王に よって大法官裁 判所が設 置され ま した。 この大法官裁

判所 の役割 は、前 回の講演で説明 した通 り、その当時におけ るコモ ン ・ローの適用 を緩和

す るこ とにあ りました。即 ち、大法 官裁 判所 の 目的 は、 コモン ・ロー裁判所 が下 した判決

の内容 を見直 して補完す るこ とに よっていわゆる 「エ クイテ ィー」 又は 「衡平 」 を実現す

るこ とに あ りま した。 このため大法官裁判所 は 「エ クイテ ィー裁判所」 または 「衡平法裁

判所 」と呼ばれ るようにな り、 この大法官裁判所が下 した判決 の積み重 ねによって、 「信義

誠実」 とか 「良心 に恥 じない行動」 とか、 「当事者 間におけ る公正 な取 引」 とい うよ うな問

題 につ いて も判例法体系 としての別 の体 系が成立 した訳です。 これに よって 「コモン ・ロ

ー」 と 「エ クイティー」が平行 して存在 す ることにな
ったの です。

今 回の講 演で信託法関係 の判例法 につ いてお話 しをして いる時は、何世 紀に も亘 る歴史
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を通 じて今 日に至 る迄 エ クイテ ィー裁判所 を通 じて営々 と築 き上げて きた判決 の積 み重ね

に よって成立 した判例 法の ことを言 っているこ とに な りますので、 ご承知 お き下 さい。私

達が単 に 「判例 法」 と言 う場合 は、何世紀 に も亘 って裁判官が営々 と築 き上 げて きた先例

を基に した法律 一般の ことを言っている と同時に、 コモン ・ロー裁判所 によって築 き上 げ

られ た判例法か、 エ クイテ ィー裁判所 によって築 き上げ られ た判例法 の必 ず どち らか ら一

方 だけ を意味す る言葉 として使 っている訳ですので、 コモン ・ロー法体系 に馴染 みのない

人々 に とっては、「判例 法」とい う言葉が使 われ るの を見 た り、聞いた りした場合 は、実際

に どの ような文 脈で これが使 われてい るか とい うこ とを正 しく理解 す るこ とが大切 です。

もしこの区別 を忘 れて しまい ます と、講演 を聞 いて もなにが なんだか判 らな くなって、混

乱 して しまい ますので、 ご注意下 さい。

今 日、信託法 という法体 系は、殆 ど判例法に依 存 してい るとい う点において、 コモン ・

ロー法域に属 す るどの国や 州において も、特異 な存在 となっています。14世 紀 以来 イギ リ

スの裁判官達 は、殆 ど独 自に、信託法 とい うもの を判例法 の形 で発展 させ てまい りました。

そ もそ も 「信託 」 とい う概 念は、専 ら他人の利益 のため に財産 を使用収益す るこ とを目的

として財産 を管理 運用す る ということを約 して財産 の所有権 の譲渡 を受 けた者 に対 してこ

の約束の履行 を法律 的に義務づ け る手段 として、 国王裁判所 の裁判官達が考 え出 した仕組

みです。 この種 の約束が なされた場合 はこれ に対 して法律的 な保護 と救済 を与 え ようと裁

判所が決心 した時点 で、我々が今 日信託 として理解 してい るものが実質的 に誕生 した訳で

す。一度裁判所が そ うい う立場 に立 って いて くれ るとい うことが判 れば、「専 ら誰それの利

益 のために使用収 益す る」 とい う場合 におけ るその 「誰 それ」 に該当す る者、即 ち受益者

は、約束 をした方の者が その約 束 を守 らなか った場合 は、 その約束の履行 を求め て訴 え出

ることが できるよ うに なったのです。現在のア メ リカ合衆 国の建国の礎 となった人達 が16

世紀 か ら17世 紀 にか けて イギ リスか ら初め て海 を渡 ってア メ リカ大 陸 に入植 して きた当

時、彼等 は衡 平法 の一部 として信託法 を一緒 に持 ち込 み、新大陸の植 民地 で もこの法律 を

適用 した訳です。 その後18世 紀末 に行 われ た独立宣言 に よ り現在のア メ リカ合衆 国が成 立

した訳 ですが、 当時 この独 立に加 わった13の 州 には、既 にいずれ も独 自のエ クイティー裁

判所制度や、エ クイティ一一に関す る事項 を管轄下 に置 くとい うこ とを明言 してい る裁判所

制度 が既 に存在 してお りま した。ア メ リカ合衆 国成立後 の18世 紀末にイギ リスか ら北米大

陸に入植 して きた人達の 内で特 に北緯49度 以北 に入植 していた人達が コモン ・ロー を自分
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達 の法制度 として採用 したカナ ダの諸州 を成立 させ た訳ですが、 その際 に もこれ等の入植

者達 は既 にイギ リスか らコモン ・ロー と衡 平法の両方 を持 ち込 んで、 コモン ・ローの領域

に属 す る争いや 、エ クイティーの領域に属す る争い を裁 くため の裁判所 として、独 自の裁

判所 を発展 させ てい ました。 その暫 く後18世 紀 も19世 紀 に近づ いた世紀末 に、 オー ス トラ

リア とニ ュー ジー ラン ドにおいて も同 じような こ とが起 こ りました。この ように、コモン ・

ロー を継受 した国では何処 で も、 イングラン ドの裁判官の手に よって発展 させ られてきた

衡平法 と信託法 を一 緒に継受 しま した。

18世 紀後半のア メ リカ合衆 国の独立 に加 わった各地の植 民地は、始 めか ら自分達 の問題

は 自分 達 で解決す るとい う非常 に 自主独立の気運 に富んでお り、 そのためア メ リカ合衆国

におけ る衡 平法の発 展は、 ほぼ イングラン ドにおけ るそれ と同 じ路線 を歩 んだ とい うもの

の、 アメ リカ独 自の色合 い を強 く出 した もの とな りま した。尚、ア メ リカは、 コモン ・ロ

ーが未 だ非常 にテクニカルな色彩 の強い ものに留 まってい る一方、 エ クイテ ィー の方 は具

体的 な法律 とい うよ りは未 だ法理 とか法 原則 の色彩が強い ものに留 まってい る時期 に既 に

イギ リス との憲法上の繋 が りや文化 的な繋 が りを断 ち切 って しまっ たので、爾 来数世紀 に

亘 ってアメ リカにおけ るエ クイティー の取 り扱 いは、 イギ リス本土で広 まってその復 旧英

連邦諸 国へ広 まっていったエ クイテ ィー の伝統 とはか な り違 ったもの とな ってお ります。

アメ リカでは信託法 は常に州法 の領域 に属す る事項 として取 り扱われてお ります。今 日ア

メ リカには州、準州、特別 区等 を合 わせ ると50以 上 の異 なった法域 があ る訳ですか ら、エ

クイテ ィーや信託 について も、その数 だけ別々 の法律が あ るというこ とにな ります。 これ

等の州 の中には コモン ・ロー 法域 に属す る州 もあ ります し、 スペ イン法の影響 を受けた と

ころもあ ります し、 フランス法の影響 を受けた州 もあ ります ので、 それ ぞれ違 った伝統 を

持 ってい ることにな ります。 コモン ・ロー法域 に属 す る州 の中には信託法 を法典化 してい

るところも幾つか あ りますが、 イギ リス本国や 旧英連邦加盟諸 国の場合 と同様 に、法典化

せ ずに専 ら判例法 の領域に留めて いる ところもあ ります。それ故、先 にお話 ししたように、

州法 の領域 に属す る事項につ いてば らば らとなってい る50に およぶ州や、準州や、特別 区

の法律 にあ る程度 の統一性 を持 たせ ようと目指 してい る全米統一州法審議会の役割が重要

とな って くる訳です。

これ に反 して英連邦加盟諸国、特に これか ら私 がお話 ししようとしてい るカナ ダ、オー

ス トラ リア、ニュー ジー ラン ドでは、今 世紀 中盤迄 は イギ リスの判例法や制定法 の影響 を
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強 く受けてお りました。 これ等 の国々ではその独 立以来、信託法 につ いては、 イギ リスの

判例法が 自由に先例や法 的根拠 として裁判の中で引用 されてお り、信託法 に関 しては、今

日で もカナダ、オー ス トラ リア、ニ ュー ジーラン ドの三 国では、他 の法律分 野 と比べ て も、

イギ リスのそれに非常 に似 てい ると言 って差 し支 えな いと思い ます。何故 そ うなったか と

い うこ とは、論題 として も非常 に面 白いものだ と思 い ます。 しか しなが ら、 イギ リスの先

例 を引用す るとい う英連 邦加盟諸 国の裁判所の傾 向に はこの ところ下降現象が見 られ、 カ

ナダにつ いて言えば、 この下 降現象 は1920年 代 か ら始 まった と言 ってよいで しょう。 カナ

ダでは既に1939年 に イギ リス枢密院の司法委員 会へ の上告 とい う制度 を廃止 してお ります

し、1970年 代 以降 カナダの裁 判所 がイギ リスの判例 を引用す る度合 いは極端 に少 な くなっ

て きて お り、 自国の判例法 の方 を優先 させ るように なって きてい ます。 カナ ダ と比べ ます

と、 オース トラ リアやニュー ジー ラン ドでは、今 日で もイギ リスにおける判例や学説がか

な りよ く引用 されてお ります し、法律の専門書の 中で もイギ リスの判例法が よ く取 り上げ

られて いますが、オース トラ リア も、1980年 代 に入 ってか ら、イギ リス枢密院の司法委員

会 の上告 という制度 を廃 止 してお ります。ニュー ジー ラン ドでは この上告制度は引 き続 き

存続 していますが、 これ も何 時迄 のこ とで しょうか。

私が 申 し上げた いのは、判例法 の発展 と制定 法の制定の面で連合 王国の法技術 を引 き続

き踏襲 してい る国であ る英連 邦加盟諸国 では、依 然 として イングラン ドや ウェール ズにお

け る信託法の伝 統が注 目されて、話題 に もなって いますが、 コモ ン ・ロー を継承 した旧英

連邦加盟諸国の中で も特 にカナダで顕著 に見 られ る傾 向ですが、世 界的 な民族主義的 な風

潮 を反映 して、 イギ リスの判例や イギ リスで発展 させ られ た制定法上 の概念 に背 を向け る

傾 向が近年見受 け られ ます。そ うは言 うものの、英連邦加盟諸 国におけ るエ クイティーの

伝統 は、依 然 と してア メ リカ合衆 国におけ るそれ と大変趣 を異に してお ります ので、 カナ

ダの判例法や 制定法については もとよ り、オース トラ リアやニュー ジー ラン ドにおけ る判

例法や制定法につ いて大学の先生達が話 しをして い る時 は、 イギ リス風 の考 え方や イギ リ

スの判例法の線に沿 った信託法 の制度や信 託法につ いての論理 的 なアプロー チの仕方 を念

頭 において話 しをして いるのだ とい うこ とを、信託法 を学ぼ うとす る学生 は頭 に入 れてお

く必要が あ ります。 多 くのア メ リカの州 におけ る信託法 は、実体 的にはイギ リスにおけ る

それ と非常に よ く似 てお りますが、 アメ リカの裁判所 は長期 に亘 ってイギ リスの影響 を受

けないで きましたので、ア メ リカの多 くの州 では、信託 につ いてはかな り独 自の伝統 とア
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ブ ローチ を築 き上 げて きてお り、特に昔か らイギ リス とは全 く違 った独 自の判例法 を発展

させ て きてい るだけでな く全 く別個独 立の制定法 を持 ってい るエ クイティー の分 野 では、

特に そ ういった色彩が強 く出て います。
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IIイ ギ リスの受託者法

こん なことを言 うとびっ くりす るか も知 れ ませ んが、 イングラン ド この場合 におけ

るイングラン ドとはス コッ トラン ドとアイル ラン ドを除いたイ ングラン ドとウェール ズの

こ とを言い ますが では、実 に19世 紀 まで信託関連 の制定法は何一つ無か ったのです。

ルー イン(Lewin)著 の 「信託(Trusts)」 や、 アンダー ヒル(Underhill)及 びヘ イ トン

(Hayton)共 著の 「信託 および受託者に関す る法律(LawofTrustsandTrustees)」 に

も書か れて いる通 り、 それ まで イギ リスにおけ る信託関連の法律 は全て大法 官裁判所 の判

例 と財務裁判所のエ クイティー部 におけ る判例 だけで成 り立 っていたのです。 イギ リスに

はい ままで法典化 され た信託関連 の法律 とい うものは無 い とい う話 を先程 しましたが、英

連邦加盟諸 国の場合 も、法典化 された信託 関連 の法律 を持 っていた国 は何処 に もな く、法

典化 を試みた国 も皆無 であ り、現在で も法典化 された信託 関連 の法律 を持つ国は何処 も在

りませ ん。前 回お話 しした通 り、法典 化 された信託 関連 の法律 を持 っているのはア メ リカ

合衆国の幾 つかの州 だけです。

成文 法化 された信託 関連 の法律が無か ったために、 イギ リスの衡平法裁判所 では、18世

紀か ら19世 紀の前半 にかけて、特 に信託の手続や実務 の分 野で、非常 に複雑 で煩 わ しい手

続が判例の形で発展 させ られて きました。信託関連の法律の改革の必要性 を主張す る人々

に とって、実体 法 としての信託 法は特 に問題 ではな く、成文法化が急務 であ ると考 え られ

ていたのは、信託 をめ ぐる争い を処理す る大法官府所属 の二つの裁判所であ る大法 官裁判

所 と記録長官裁判所(CourtoftheMasteroftheRolls)で の事件処理 の規範 とな る手続

法 と実務 を規律す る法律の方だ ったのです。大法官府裁判所 におけ る審理 は、 ス ローで、

費用 も嵩 むの で、評判が悪 く、文豪チ ャー ルズ ・ディケンズの手 になる小 説 「荒涼館 」 を

読んだ ことのあ る人はご承知 だ と思 いますが、 この小 説は、大法官裁判所 に訴 え出た人が

経験 した裁判所 の審理 の超 スローぶ りと、その訴訟費用 の高 さを痛切 に皮 肉った小 説です。

その ため、その後20年 間に これ等 の問題 を対症 療法的に処理 す るための手段 として寄せ集

め の制定法が幾つ か作 られ ましたが、遂に19世 紀の半ばにな って、 ようや くイギ リスにお

け る初めての受託 者法 ともい うべ き制定法が陽の 目を見た訳です。

制定法 としての 「1850年受託者 法」 は、信託の受託者に よって保有 されてい る信託財産
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たる動産や不動産を他に譲渡 し易 くすることを目的とした法律で した。 これは現代でもよ

く見 られることですが、立法府側が、「信託」というような個別的な実体法上のテーマを取

り上げるよりは、司法改革 というようなより大 きなテーマに取 り組 もうとしているために、

この制定法その ものは、信託の受託者について定めた法律 としてだけでな く、抵当権者に

よる抵当不動産の譲渡等に関する事項 も一緒に取 り上げた法律 として制定されたのです。

この法律の立法 目的は、一個の信託につき複数の受託者が任命されているのに、 これ等の

受託者が長い間全然会合 を開かなかった り、これ等の受託者が実際何処に居 るのかさえも

判 らな くなってしまったり、受託者の中には死亡 してしまった者がいるのにその後任者が

任命 されなかったり、後任の受託者の任命方法が定め られていないために新たな受託者や

後任の受託者の任命が全 くできなかった り、信託設定の原因書面に定められている内容が

不十分だった りしたために不都合が生じているような場合におけるその解決手続を改善す

ることにあ りました。1850年 受託者法の中には信託の受益者が精神病に罹って法律上の無

能力者となったり、信託の受益者が未成年者であるために信託が果たして受益者の利益 と

なるように正 しく運営されているかどうか、受益者の利益が守 られているかどうかを判定

できな くなってしまっているというような場合 を想定 した規定 も盛 り込む予定で したの

で、この法律はすべての信託が必ず適切に管理運営されるよう保証することを目的とした

手続法 として制定されました。この法律は非常に威力を発揮 しましたので、その後制定 さ

れたいろいろな受託者法はいずれ も1850年受託者法によって着手された作業を更に発展 さ

せたものであると言えます。先程申し上げた通 り、1850年 受託者法は、ヴィクトリア朝時

代の偉大な自由改革期の初期 である1830年 頃から始まった場当た り的な各種の立法を改正

して一本化 したものですが、後 日連邦加盟諸国の信託関連の法律の伝統の礎 はこの法律が

制定された1850年 に打ち立てられたのです。その後1860年 代に入 ると、受託者法は一層の

発展を遂げ、受託者の任命、退任および辞任に関する手続や、財産の法律上の所有権 を容

易に信託の受託者に譲渡 したり、信託の受託者から更に第三者に譲渡できるよう手続が整

備 されました。現代の信託関連の法律の中でも依然 として 「立派な受託者法」 と呼ばれて

いるものが幾つかあ ります。「1888年受託者法」、「1893年受託者法」および 「1925年受託者

法」がそれです。1925年 受託者法は、イギリスにおける受託者法 を一一本化 した一番新 しい

法律ですが、この法律は今 日でも信託に関する事項を規律する基本的な制定法 として依然

存続 しています。
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現在 までいろいろな受託者法が制定 され ましたが、受託者法の歴史を見てみます と、そ

の殆 どが1850年 受託者法の性質 をそのまま受け継いでいることがよく判 ります。それは、

判例法に実体的な変更を加えるというのではな く、む しろ信託の管理運営をや り易 くする

ために判例法を補充 していくという性質です。イギリスにおける一番新 しい受託者法であ

る1925年受託者法を見ていただ くと判ると思いますが、この法律は私人の行為や裁判所の

命令による信託の受託者の任免やその退任について定めていると共に、信託の管理運営に

伴って発生す る種々の問題の処理方法について定めている他、信託事務の遂行や手続に関

して裁判所が信託の受託者に協力できるよう、裁判所に種々の権限を与えています。更に

1925年受託者法には、信託の受託者がその事務 を執行するに際して必要 とする財産処分権

や管理権が信託設定の原因書面中に定め られていない場合に備えて、信託の受託者に対 し

て認めるべき標準的な財産処分権や管理運営権に関する規定が盛 り込 まれています。1888

年以来イギリスの議会は一貫して信託の受託者をして土地や株式 ・公社債の所有権者 とし

ての義務を十分果たせ るようにするためには、信託の受託者に対 して十分な権限を与える

必要があるとの考 え方に立ってお り、そのため議会の中には信託の管理運営に関する受託

者の権限を強化する法律の制定を求める傾向が次第に強 くなってきています。19世紀後半、

特に大凶作に見舞われた1880年 代から1890年代にかけては、信託の受託者が信託財産たる

農園を運営 したり、鉱山を経営した り、長期借地権の設定を行った り、信託財産たる土地

を担保にして資金を調達 してこの資金 を使って信託財産たる土地を開発 しようとしても、

受託者に必要かつ十分 な権限が与えられていないことが明らかになってまい りました。 こ

れに対して議会側は、 もし信託設定の原因書面に必要な権限が定め られていないのであれ

ば、立法をもって必要な権限を与えようとした訳です。即ち、信託の受託者 とすれば、信

託設定の原因書面中で十分な権限が与えられていな くとも、受託者法の規定によって必要

な権限が認められるということになったのです。そのため、受託者法に定め られているよ

うな権限の全部又は一部 を信託の受託者に与えた くないというような信託設定者は、その

理由が何 であれ、その旨を信託設定の原因書面中に明記しなければならないことになりま

した。

ここで皆さんに気がついて頂 きたい点は、この立法が実質上授権法的性質 を有する立法

であったとい う点です。制定法 としての受託者法は、遺言信託の形で信託を設定する人や、

生前信託の形で信託を設定 しようとす る人達に信託設定の原因書面中に定め る規定をどう
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しろこうしろということを目的 としたものではな く、 よくあるように、信託設定の原因書

面中に十分な規定が盛 り込まれていない場合には、いずれにせよ信託の受託者に協力す る

権限が裁判所に認め られている訳ですから、 よしんば信託設定の原因書面上信託の受託者

に十分な権限が与えちれていないからといって、折角 しっかりとした管理運営方針である

と自負できるような信託の管理運営方針 を持 っているにも拘わらず、わざわざこの管理運

営方針の実施 を断念させて、費用 と時間をかけて裁判所にいって裁判官を説き伏せて裁判

官の協力を得 るというような面倒なことをしな くても済むようにす ることを目的 としたも

のです。現在でも、信託設定者の中には、自分の住んでいる屋敷を信託財産化 して も、こ

れを売却することを信託の受託者に一切認めず、自分の死後は残された配偶者や子供や孫

達のためにこれを引き続 き信託財産 として維持 してい くよう特に定めてお く人がいます。

自分の住んでいる屋敷が先祖代々か ら受け継がれてきたもので、非常に思い入れがあると

いうのがその理由かもしれません。本人 としては屋敷を他人の手に渡 してもらいたくない

と心配 している訳ですが、 自分の死後残された家族が死んだ り、結婚 したり、離婚 した り

して、家族のそれぞれの置かれている状況が変わってしまうこともあり得るということ迄

は考えが廻らなかった り、将来税制が変わって しまって屋敷のような不動産を家族の為の

信託財産 として残してお くのがむしろ税法上不利 となるようなことがあるか もしれないと

いうことまでは考 えていない訳です。このような例は決 して珍 しいことではな く、このよ

うな例があるか らこそ、信託設定者が特に信託設定の原因書面上でこれと異なる定めをし

ていない限 り、信託の受託者に対 して信託財産の処分権 を認めるような内容の受託者法の

存在が必要 となるのです。今 日でも信託設定者の意図についてはこの様な配慮がなされて

お り、その結果、1925年 受託者は信託財産についての受託者の売却権については何の定め

もあ りません。 しか しながら、逆に、制定法 としての受託者法に信託財産の売却処分に関

す る受託者の権利に関する規定が抜けていた り、受託者には信託財産の売却処分権は一切

認めないという明示の規定が信託設定の原因書面中に盛 り込まれているような場合は、今

日の信託の受託者は、信託の変更について定めている制定法の規定に従って、裁判所に信

託財産の売却処分 を認めるよう求める申立ができるようになっています。この種の制定法

は1957年 に出現 したものであり、その後カナダの多 くの州で制定された受託者法にも採 り

入れられていますが、この種の制定法の規定により信託財産の売却処分権 を信託の受託者

に認める方が信託の受益者に とっても一番良いということを申立人である信託の受託者が
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証明すれば、裁判所は信託設定の原因書面中定められている権限や条件の変更を命 じられ

るようになりました。

現代のイギリスでは、信託関連の法律全体は本質的には従来通 り依然 として判例法の世

界であるということが言えます。イギリスの信託関連の法律 を見てみれば、これが法典化

もされておらず、成文法化 もされていず、依然 として17世 紀以来裁判所の裁判官が下 した

判決の集大成が法律そのもの となっていることがお判 りになるで しょうし、イギリスにお

ける信託関連の法律について何か書いたり、言ったりす る場合は、必ず裁判所の判例の積

み重ねによって形成されてきた信託関係の法の原理原則 を解説 したり、論評 した大学の教

授や著名な法曹実務者の手になる専門書の記述内容 を引用 しなければならないことになる

筈です。イギ リスでは、裁判所さえも、個々の具体的な事案について信託関連の実体法が

どうなっているかを判断す る場合は、やは りこれ等の書物を播いている訳です。このよう

な現象は、英連邦加盟諸国全体に共通 して見 られる事象です。従って信託関係の立法 とい

うことになれば、これは必然的に、今 日の受託者法的な立法 とならざるを得ないことにな

る訳ですが、制定法の役割はあ くまでも判例法 としての信託関連の法律の手続面 を補完 し、

改善するだけに留まらざるを得ないことになります。

連合王国と同国の受託者法についての話はこれ くらいにして、次に連合王国の一部 を構

成 していながら、法制度的にはコモン ・ロー制度 と大陸法系の法制度が渾然一体 を成 して

いるスコットランドには独 自の 「スコットラン ド受託者法」という制定法がありますので、

これについて一寸触れておきたいと思います。実はスコッ トラン ドだけではなく、連合王

国の一部を構成している北アイルラン ドには九つの県があ り、これらはいずれもコモン ・

ロー法域に属 しています。この北アイルラン ドにも独 自の 「北アイルラン ド受託者法」 と

呼ばれる制定法があり、連合王国の一部ではな く独立 したアイルラン ド共和国にも実は制

定法としての独 自の受託者法が存在 します。前回の講演では、 コモン ・ローの法域に属す

る国々では遺言による財産の処分や家族承継的不動産処分か ら、商業的信託、産業的信託

および年金信託に至る迄のいろいろな場面で信託 という概念が利用されているということ

をお話 ししたと思いますが、これ等の受託者法の条文はいずれも抽象的な表現になっては

いますが、実はこれ等の法律は信託の伝統的な利用方法を念頭に置いて制定されたものな

のです。信託の伝統的な利用方法 とは、家族の所有している財産 をどう子々孫々に受け継

がせていくか というエステイト・プランニング的な利用方法のことを言います。19世 紀に
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制定 されたいろいろな受託 者法 はいずれ も、基本的 には、富豪が その財産 を自分 の家族 の

ため に どう保 有 させ 、使用収益 させ、 これ を処分 させ るか につ いて定 めた個 人の信託 とし

ての遺言信託や生前信託 を想定 して生 まれた ものです。 イギ リスの1925年 受託 者法 には依

然 としてこの色彩が残 って います し、ス コッ トラン ドや北 アイルラン ドや アイル ラン ド共

和 国で制定 された受託者法 も同 じような内容 となっています。制定法 として これ等の受託

者法 はいずれ もあ らゆる種 類の信託に適用 で きるような形 にはなってい ますが、実 は必ず

しも全 ての種類 の信託に適用 されてい る訳ではないのです。1925年 受託者法には、年金信

託や 商業 的な信託 につ いて何 等の定め もあ りませ んので、 コモン ・ローの法域 に属す る旧

英連邦加盟諸 国におけ るこの種 の信 託についての立法につ いて知 りたければ、 これ等の国

におけ る六法全書 に相 当す る制定 法全書 を幡 か なければ な らない こ とにな ります。 コモ

ン ・ロー法域 に属す る我が国 におけ る信託 とい う法律上 の概念 のあ らゆる利用形態 を予め

想定 した上で、 この信託の手続面 を規制す るための補助 的な役割 を果 た した り、受託者に

とっての権 限 を認 め るこ とを目的 とした形での制 定法 を一本化 して制定す る とい うこ とは

事実 上不 可能に近 い と思 い ます。幸 い とい うべ きか、今 までに制定 された受託者法 はいず

れ もこの様 な壮大な 目的は掲 げていませんが、 これか らお話 しす るように、実 は逆に、制

定法 としての信託関連 の法律 を改正 してい くには、現在実 際に世 の中に存在す るあ らゆ る

種類 の信託 を網羅 しろとまでは言 わない迄 も、 その大部分 を網羅で きるよ うにす るには ど

うすべ きか という問題 が生 じて きてい ます。これは大変深刻 な問題 であ り、もしかす る と、

ここ数年の 内に 「信託法」を教 え るため の講座 としての独 立 した講座 がな くなって しまい、

信託 とい う概念は、エステ イ ト ・プランニングに関す る法律や石 油やガスの掘 削に関す る

法律 に至 る迄の諸々の法律 に関す る講座や教科書 の中で個別 的に取 り上げ るテー マに成 り

下 がって しま うか もしれ ませ ん。
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IIIカ ナ ダ に お け る信 託 関連 の法 律 一一独 立 の法 域 と して の州

カナ ダでは、憲法の規 定に よ り、信託 関連の法律 は各州 や準州 の法域 に属す る事項 に規

定 されて います。 しか しなが ら特 に 「財産権お よび市民的権 利」に関す る事項 は、 それ ぞ

れの州 にお いて代 わって権 限 を行使す る国の専属管轄事 項に指 定 されてお ります。各州 に

は、 その領域 内におけ る信託 関連 の法律 に関す る事項については、独 自の立法権が認め ら

れていますので、 その意味では、法域が二層構造 となってい る と言え ます。 カナ ダには、

オンタ リオ州 を筆 頭にプ リンス ・エ ドワー ド ・ア イラン ド州 に至 るまでの9つ の州が コモ

ン ・ロー法域に属 してい ますが、 カナダにはその他 に も、 その北部 にユー コン準州 とノー

スウエス ト準州 という2つ の準州が あ ります。 これ等の準州 に対 しては、信託関連 の法律

に関す る事 項につ いては実質上 自治が認め られてい ますが、憲法上 、形 の上 では、 オタワ

か ら直接指導監督 を受 け るようになっています。 この ように、カナダには、 コモン ・ロー

法域 に属す る法域 としては、9つ の州 と、2つ の準州の計11の 法域 があ るとい うこ とにな

ります。 カナ ダには もう一つ12番 目の法域 として、ケベ ック州 があ りますが、 ケベ ック州

におけ る 「財産権 および市民的権 利に関す る法律」とは、大 陸法 を意 味す る事 にな ります。

ケベ ック州には 「フ ィデュシー(Fiducie)」 と呼ばれ るものがあ りますが、 これが恐 らく大

陸法上の信 託に相 当す る概 念にあたる と思 います。 しか しなが ら、 このフィデ ュシー は、

1879年 以来存在 してい るものですが、現存す るこの フィデュ シー が果 た して大陸法 の法典

か ら直接導 き出 された法概 念であ るのか、 それ ともコモ ン ・ロー法域 におけ る信託 とい う

法概 念が ヒン トとなって生 まれた ものであるか とい う点 を巡 って、 いろいろ議論が なされ

ています。この よ うな議論に どの ような メ リッ トが あるのかは別 として、ケベ ック州 では、

既 に新 しい民法典 が議会 に上程 され て、全 ての立法手続が完 了 し、近 々公布施行 され る運

びになってい ますが、 この新 しい民法典 の中にはフ ィデュ シー につ いて定め た新 しい規定

が含 まれてい ます。 しか しなが らこのフィデュ シー とい う制度 は、 ケベ ック州特有 の もの

ですので、 ここでは これ以上詳 しく触れ ないこ とに します。

カナ ダでは、各州や準州 には、 その領 域 内におけ る信託 関連 の争 いを管轄す る裁判所 と

して、 それぞれの州独 自の 自己完結型の裁判所 制度 と組織 を持 っていますが、判例法 とし

ての信託関連の法律上 の問題 につ いては、最終 的には、 カナダの最 高裁判所が信託関連の
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法律 に関す る全 ての管轄権 を有 してい るこ とにな ります。 その結果、 それ.それの州や準州

の裁判所は、他 の州や準州 におけ る先例 に拘束 され る必要は あ りませんが、 カナダにおけ

る信 託関連の法律 は、州や準州が異 なって も、結果的に は殆 ど大差 ない内容 の もの となっ

てお ります。 そ うは言 って も、信託関連の法律 が積 極的に活用 されて いる州 であ るオ ンタ

リオ州 とアルバー タ州や、 オンタ リオ州 とブ リティッシュ ・コロンビア州 との間で も、信

託関連の法原則 の解釈 に若干 の差が見 られ る場 合 も出て きます。例 えば、所得税法上 の登

録 退職貯 蓄制度 に積 み立 て られ ている資産に対 して債権 者は 自己の債権 を満 足させ るため

に掛 か っていけ るか どうか とい う問題 について、ブ リテ ィ ッシュ ・コロンビア州 とオンタ

リオ州 の裁判所 はそれ ぞれ若干方 向の異 なった判断 を下 して います。 しか しなが ら、全体

としてみれば、 カナ ダの それ ぞれの州や準州 の裁判所は、信託関連 の法律 につ いての判 断

に関 しては、大体 においてお互 いに同 じ路線 に従 っている と言 って良 いで しょう。コモン・

ロー 法域 に属す る9つ の州 と2つ の準州 はそれ ぞれ独 自の制定法 としての受託者法 を持 っ

てお り、 それぞれの域 内にお いて はこれ を適用 して、信託 を巡 るい ろいろな問題 を処理 し

てい る訳ですか ら、 カナ ダ国 内には合 計 して11個 の異な る制定法 と しての受託者法が ある

ことにな ります。実例 を上げ て説明 します と、 ブ リティッシュ ・コロンビア州 で制定 され

た受託 者法は、 ブ リティッシュ ・コロン ビア州 内で適用 され るだけで あり、 ノー スウエス

ト準州 で制定 された受託者法 は同準州 内で適用 され るだけ というこ とにな ります。

こんなに も数 多 くの制定法 としての受託者法 があ ります と、一見 す ると、 カナダに住 ん

でい る人々 は信託関連の法律 に押 しつぶ されそ うにな って生活 してい るように聞 こえるか

もしれ ませ んが、 これは、次に説明す る二つの理 由に よ り、決 して そんなに重苦 しい もの

ではあ りませ ん。先ず第一に、 カナ ダにおけ るコモン ・ロー法域 に属す る州や準州 では、

オー ス トラ リアやニ ュー ジー ラン ドにおけ る場 合 と同様 に、19世 紀 以来、信託 に関 しては

イ ングラン ドや ウェー ル ズを模範 としてこれ に従 うとい う傾 向が認 め られ る とい う点 で

す。1850年 に受託者法の形で先ず イギ リスで成 立 し、その後1888年 受託 者法お よび1893年

受託者法 によって培 われて きた伝統は、1925年 に これ等の制 定法 を統合 して出来た1925年

受託者法 に も一部受け継がれ ていますが、 この伝統 はカナダの コモ ン ・ロー法域 において

も受 け継 がれてお ります。実際問題 と して、1950年 代 までは、「大英 帝国の立法」は、 自動

的にカナ ダの コモン ・ロー法域に属 す る各州に よってその まま受け継がれていた、 と一一般

に言 われてお りま した。 その ため、当初 においては、カナダの コモン ・ロー法域 に属す る

一71一



各州や準州によって制定された受託者法の間には、かなり似ている点がありましたし、現

在でも類似点は依然 として残っています。二番 目は、カナダの各州や準州における信託関

連の法律は、理論的には殆ど似通 っているために、ある州や準州で成立 した受託者法のあ

る特定の条文の意味についてその州や準州の裁判所で何 らかの判断が下されます と、他の

州や準州で成立 した受託者法に盛 り込 まれている同じような規定について似 たような事案

が出てきます と、当該他の州の裁判所 も、先に述べた州の判例 の影響 を強 く受ける可能性

があるという点が指摘できます。

一方カナダの各州において制定 された受託者法は
、1850年 にイギリスで成立した受託者

法の場合 と同様に、いずれも各州の生い立ちを反映したもの となっています。沿海州 とし

て知 られる三つの州、即ち、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州およびプ リンス・

エ ドワー ド・アイラン ド州の受託者法は、遺産の管理 と信託に関する現地の制定法から発

展 してきたものです。このような遺産の管理に関す る法律 と信託関連の法律 との関係は、

初期におけるオンタリオ州で制定 された受託者法にも見受け られます。カナダの各州で19

世紀に発生 した信託関連の法律の成文法化の動 きは、1860年 代のオンタリオ州 を筆頭に始

まったものですが、これによって成立 した受託者法は、いずれも農業 を基幹産業 とす るそ

れぞれの州の特質を反映したものとな りました。当時のオンタリオ州の信託関連の法律の

大部分は、遺言に関する規定 と、オンタ リオ州南部所在の大規模人口密集地における家族

承継的不動産処分に関する規定が中心 となっていました。従 って、各州で制定 された受託

者法はいずれ もイングラン ドやウェールズの受託者法の規定を模範に した訳ですが、それ

と同時に、農園経営者や小 さな都市部で商売を営んでいる自営業者のニーズも取 り入れた

ものとなりました。ブ リティッシュ ・コロンビア州は、オンタリオ州 より遅れて、19世 紀

半ばに州に昇格 した訳ですが、同州の現在の受託者法を見ても、遺産の管理に関す る規定

ではやはりかな りオーバーラップする部分がありますが、沿海州3州 やオンタ リオ州の受

託者法に見られるような、州そのものの成立の背景 はその州における受託者法の特徴や性

質に影響 を及ぼしているというような形跡は認められません。 中部草原地帯に位置するマ

ニ トバ州、サスカチュワン州およびアルバータ州3州 の場合は、制定法 としての受託者法

の成立は比較的新 しい為、 どちらかというと、イギリスの1888年 受託者法や1893年 受託者

法に範をおいているという形跡が強 く認められます。

ただ今 申し上げたことか ら、カナダにおける制定法 としての受託者法の現状について一
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言 い うとすれば、 カナダの各州や準州 におけ る受託者法は、 いずれ も歴 史の影響 を大 き く

受 けている と言 っていいで しょう。 どの州や準州 の受託者法の場合 にも、過去 か ら受 けた

影響、特に遺産管理関係 法の影響が顕著に見受 け られ ます。 しか しなが ら、お察 しの通 り、

制定法 としての受託 者法の近代化 の速度 は、州毎 に異 なってお ります。私の考 えでは、現

在 カナ ダで一番 進んだ受託 者法 を持 ってい るのはマニ トバ州 だ と思 います。 マニ トバ州 の

受託者 法か ちは歴史の遺 物 ともい うべ きものは全 て一掃 されてお り、近代的 な信託 関連 の

法律 に とっての最大の懸案事 項であ った遺産管理 の問題 は、受託者法の その ものの中に設

け られている受託者に対す る授権規 定に よって処理 され るようになっています。 これ と対

局的な位 置にあるのがブ リティッシュ ・コロン ビア州の受託者法 です。 ブ リティッシュ ・

コロンビア州の受託者法の場合は、1910年 に最後 の改正が行 われて以来 その後一切 改正 さ

れてい ませ ん。 ブ リティ ッシュ ・コロンビア州 の受託者法 の規定 の殆 どは、何 十年 も改正

の手が加 えられていない とい うだけの理由で、現在 では殆 ど機能 しな くなって しまってお

り、制定法 としてはか な りボ リュー ムのある法律 であ りなが ら、訴訟において も、信 託の

管理事務 において も、 その うちの僅か な規定 しか発動 され ない とい う全 く奇妙 なこ とにな

って います。各州や各準州 におけ る受託者法 も、最終 的には、時代 のニー ズや要請に あっ

た ものにな らなければな らない と思 いますが、それが何 時実 現す るのか とい うことに な り

ます と、各州や準州 の政府 が抱 えている政策上 の優 先順位 の問題 となって きて しまいます

が、 カナ ダの各州や準州 におけ る受託者法 は、今 まで どの よ うに変遷 して きたか は ともか

くとして、一つ確 かに言え るこ とは、 これ等の受託者法は いずれ も、 イギ リスや オー ス ト

ラ リアやニュー ジー ラン ドにおけ る場合 と同様 に、本質的 には皆同 じように、授権法 的な

性質 を強めて きた とい うこ とです。 しか しなが ら、遺言に よって信 託 を設定 しようとす る

場合 の遺言者その他 の信託 設定者 は、依 然 として 自分が良 い と信 じた規定が あればこれ を

自由に信託設定の原因書面や 遺言の中に これを採 り入れ られ るよ うになってい るので、 そ

の意 味においては、我が国の判例 法や制定法 では、信託設定者 の意思が絶対 とまでは言わ

な くて も、依然 として支配的な力 を持 っている と言 えま しょう。
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IV改 正および近代化

カナダの各州や準州の制定法全集を一寸見ていただければ、殆 どどの州や準州の場合 も、

制定法 としての受託者法改正に際 しては、それぞれの領域内で事業活動 を行っている信託

業者に対 して信託財産の投資運用先 として認め られる投資物件の範囲を次々と拡大 してき

ている傾向にあるということに恐らく気づかれることでしょう。特に沿海州3州 の受託者

法については、この種の法改正が顕著に見受けられます。これは、これ等3州 の受託者法

の場合は、昔からの信託の受託者が信託財産 を投資して運用する場合に利用できる投資先

が一定の範囲のものに限られてお り、信託設定者や遺言者が特に受託者法上の投資先規制

の拘束を受ける必要がない旨の意思表示を特にしていたことが立証されない限り、この投

資先制限規定を無視できないことになっていた為です。

カナダの各州や準州の受託者法にこの種の投資制限規定が採 り入れられたのは、18世 紀

の中頃に起こったサウス ・シー ・カンパニー(SouthSeaCompany)と いう会社の倒産事

件がその契機 となりました。同社の破産による被害を受けた り、怖 じ気付いた多数の投資

家が出て きた為に、イギ リスの裁判所は早速対応策 を打ち出しましたし、最後には信託に

余 り関心 を持たなかった立法府もようや く重い腰を上げました。この倒産事件では、信託

業者が非常に投機性の高い株に投資して信託財産 を運用 していたということが明るみに出

たために、同社の破産を契機にして、いわゆる 「裁判所公認投資物件一覧表」ともいうべ

きものが出現 してきた訳です。これはどのようなものかと言います と、信託の受託者は、

大法官裁判所が承認 した銘柄の公債にしか信託財産を投資してはな らない というもので

す。その後に成文法化された受託者法では、遺言信託 ・生前信託の別を問わず、信託設定

者より特に幅広い投資権限を認め られていない限 り、信託の受託者は、法律に添付されて

いる別表中に記載されている一定の種類の株式や公社債にしか信託財産を投資できないこ

とになり、法律上認められている信託財産の投資物件を別表として法律に付属させ るとい

う考え方がカナダの各州や準州における受託者法にも採 り入れられた次第です。但 し、マ

ニ トバ州の場合は、この投資先一覧表方式か ら完全に脱却しています。マニ トバ州の場合

は、投資運用先 として認められている物件 を法定す る形ではな く、「1真重原則(プ ルーデン

ト・マン・ルール)」 という原則を採用 してお り、いずれはこの 「慎重原則」がカナダの全
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ての州や準州の受託者法に採 り入れちれることになると思います。 しかしながら、カナダ

の各州においては、受託者法の一部として信託財産を投資 ・運用する際に法律上認め られ

る投資先物件を法定 してお くという方法は、昔か ら国や州政府の傘下の公社にとっては、

自分たちが発行 した州債や国債だけを投資物件に指定する事ができるという誠に結構な効

用を持っていたという事実があ ります。勿論現在ではその ようなことは沿海州3州 でもな

くな りはしましたが、この一事 をみましても、カナダの各州や準州がカナダ全体の利益 よ

りは、 自分の州や準州の利益 を優先させ るという形で成文法 としての受託者法を見ていた

かが良 く判ると思います。

現在のアメリカにおける制定法 としての受託者法の規定を見てみます と、投資先物件 を

法定す るという方式に変えて、「慎重原則」を重視する他に、近代的な 「ポー トフォ リオ理

論」に移行していることが判 ります。「ポー トフォ リオ理論」の下では、信託の受託者が信

託財産 を正 しく投資運用しているかどうかを判断す るに際 しては、信託が保有 しているポ

ー トフォ リオ全体 を見て、信託が保有 している総資産の範囲内で受託者が如何に リスクを

よくバ ランスさせているかを見ることになります。受託者法に定め られている投資物件以

外の 「慎重に選択された投資物件」にも信託財産を投資して運用 してもよいことを信託設

定者が受託者に認めている場合に、果たして受託者が 慎重に投資を行っているかどうかを

判断するに際 して昔から使 われている判定方法 として、信託の受託者が信託財産 として保

有 している個々の投資物件をよく吟味 して、これが果たして 「慎重要件」 と 「最少 リスク

要件」を満たしているかどうかを判定するという方法があ りますが、この判定方法は、依

然 としてカナダの各州および準州で採 り入れられています。ポー トフォリオ理論の下では、

信託設定者は、希望すれば、何時で もこの制定法上のこの要件の適用を免除することがで

きることになっており、その利点の故に、ポー トフォ リオ理論はカナダで も採用されるよ

うになってきており、生前信託の設定者や遺言信託の設定者の中にもその信託設定の原因

書面の中でこのポー トフォリオ理論の採用を認める人達が出てきています。いずれにせ よ、

この近代的なポー トフォリオ理論の出現は、我が国における制定法 としての受託者法に と

っては、我が国における信託関係の法律実務 を補完 した り近代化す るもの とは程遠 く、む

しろ法律そのものの近代化が疎かにされていることに因って、信託関係の法律実務 その も

のの質を低下 させていると言えます。正直に言います と、現代のポー トフォリオ理論 とい

うものは、投資家の間でも一一部議論の的 となってお ります し、我が国の信託機関の一部か
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らは反対さえ出ております。しか しながら、我が国の主要な州における信託の法律実務は、

実際には既にそれぞれの州の受託者法によって認められている範囲の先を行 ってお ります

ので、将来の課題は、間違いな く、制定法 としての我が国の信託関連の法律を真に実務に

役立つ ものとす る事であり、容認できるような実務面の展開を阻害するようなものであっ

てはな りません。

アルバ一 夕州 とマニ トバ州の両州でも、受託者法の成文化によって信託関連の判例法に

変更が加えられております。この変更により、ある種の信託については、信託の設定期間

満了時に受益者達が勝手に信託 を清算して信託の残余財産を受益者間で分配することを禁

じています。「ソンダース対ヴォーティエ(Saundersv.Vautier)事 件」の判例で確立さ

れた原則 として、信託の受益者は、信託財産につ き確定的な権利を有している者であると

条件付 き権利 しか有 していない者であるとを問わず、その全員が成人に達 してお り、法律

上の完全な能力者である場合で、その全員の合意が得 られた場合は、信託の受託者に命じ

て、信託設定の原因書面に定められている信託の本来の存続期間の満了前で も、信託財産

を受益者に引き渡すよう命じることができると共に、引渡 しを受けた信託財産については、

受益者の判断に従ってこれを自由に受益者間で分配できるという原則があ りますが、この

原則に従います と、信託設定者の意図は全 く無視 されることになりますので、生前信託の

場合であると遺言信託の場合であるとを問わず、信託の設定者や信託設定者の依頼 を受け

て遺言や信託設定の原因書面の作成に携わる弁護士は、このような原則を振 りかざされて

受益者に勝手な振る舞いをされないように、慎重を期する必要があ ります。そのためには、

信託設定証書や遺言を作成する場合には、必ず信託の受益者の中に未成年者や将来生 まれ

て くる子供連を含めてお くようにす る事が肝要です。この種の受益者は代替受益者として

指名 しておくのが普通です。 こうしておけば、受益者全員が必ず しも確定できないことに

なるだけでな く、受益者全員が法律上の能力者であるという要件が満たされないことにな

りますか ら、先に申し上げた原則は適用できないことになります。

しか しなが ら、イギリスでは1957年 以降、カナダの各州や準州ではその後において、未

だこの世に生まれていない者が受益者の一員 として指定されていたり、法律上の無能力者

が受益者 となっているような信託の受益者は、信託設定の原因書面の規定に変更を加えた

方が受益者全員のためになると判断した場合は、裁判所に法律上の無能力者たる受益者や

未だこの世に生まれていない受益者の為の代理人 となって もらって、信託設定の原因書面
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中に定められている規定を変更することにつき承諾を与えて欲 しいとの内容の申立を裁判

所に行えるようになりました。制定法によるこの法改正は、信託設定者の意図を見境無 く

無視するようなことを防止 し、信託の運営が弾力的に行えるようになった反面、特に信託

に とって不利益 となるような税制改革が行われた場合にこの不利益 を避けるために信託の

受益者側が信託設定証書の規定を手直 しできるという点において、非常に歓迎され、上手

く機能しています。数年前にアルバ一夕州 とマニ トバ州では、信託設定証書や遺言書の作

成にあたる本人やその弁護士が 「ソンダース対ヴォーティエ事件」の判例によって確立さ

れた原則の存在をとか く見過ごして しまう為、信託設定証書や遺言に定め られている規定

を変更しようとする受益者はいずれにせ よ裁判所にその承諾 を求めてくるという事例が多

いことに着目して、同事件の判例によって確立された原則そのものの適用を全面的に止め

てしまった方がよいと考 えました。この原則の存在 をうっか り見過 ごしてしまうというこ

とになると、信託の設定者や遺言信託の場合における遺言者が実際に何を望んでいたかに

よっては大変不幸なことになる可能性がありますし、ましてや信託設定者が希望 していた

ことが無視 されることになってはなおさらです。そこでアルバー タ州 とマニ トバ州では、

法改正により、特定の信託についてだけでなく、全ての信託につき、信託設定の原因書面

に定め られている規定を変更 しようとしたり、信託 を終了させ ようとす る場合、信託の受

益者は必ずこれにつ き裁判所に申し立てて、裁判所の承認を得なければならないようにし

たのです。裁判所に行けば、審理の過程において、信託設定者の意図が果たしてどのよう

なものであったかや、受益者 となっている家族のニーズに照 らして全ての関係当事者にと

って最善の対応策が何であるか どうかを裁判官が正 しく見極めて くれる筈だと考えた訳で

す。確かにこの法改正は非常に上手 く機能 してはいますが、当初考 えていた程効率的に運

用されているとは言えないと思います。恐 らくこれは裁判官の大部分が依然として、信託

の受益者は、その全員が法律上の能力者でありかつ受益者 として確定 している場合は、 自

分達の思い通 りに信託 を終了させ ることができるという判例法上の立場に固執 しているか

らだと思います。その結果裁判所は、やや もすると、受益者や受託者を含めた関係者全員

が信託設定の原因書面に定め ちれている規定を変更した り、信託を終了させたがっている

としてその旨の申し立てを受けると、それ以上詳 しく調べずに、簡単に信託設定の原因書

面の規定の変更や、信託の終了を認めてしまう傾向があります。いずれにせ よ、アルバー

タ州 とマニ トバ州の両州においては、非常に興味のある法改正に踏み切った訳ですが、カ
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ナ ダの それ以外の州や準州 では、 ソンダー ス対 ヴォー ティエ事件 の判決 によって確立 され

た原則に従 って信託の受益者全員が法律上 の能力者 であ りかつ受益 者 として確定 している

場合 は、 その全員の承 諾があれば、信託 を終 了させ るこ とがで きるとの立場 に立っている

訳 ですか ら、アルバー ター とマ ニ トバ両州 におけるこの法改正 は、 カナ ダの他 の州や準州

にお いては議論の的 となってお ります。
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Vオ ンタ リオ州の1984年 信託関連 の法律 白書

次 にオ ンタ リオ州の法制改革審議会が1984年 に発表 した信託関連 の法律 白書にっ いて一

寸話 をしてお きま しょう。 この 白書は全2巻 か らなる書物 で、 この 中には制定法 としての

すべ ての受託者法が網 羅的に取 り上げ られて、論 じられてお り、過去か ら現在 に至 るまで

の受託者法 の課題や、 現代 におけ る受託者法の あるべ き姿、受託者法が果 たすべ き役割等

が論 じられています。 幸いに して私 自身は、 この審議会 が この 白書の作成 に当たって いる

大部分 の期間 中、この 白書作成 プ ロジェ ク トの責任 者 として名誉 あ る地位 に任 じられてお

りました。私 の 口か ら言 うの も手前 味噌の よ うですが、 この 白書は、受託者法 と信託関連

の法律の 中に 占める受託者法 の位 置に関 して発表 された 白書 としては、1945年 以来最 も内

容 的 に充実 した ものである と言 ってよい と思い ます。実際 この 白書は、19世 紀 中盤に制定

法 としての受託者法が誕生 して以来、受託者法 とその地位 と役割 を本格的 に論 じた 白書 と

して は、数 あ るコモン ・ロー法域 に属 す る国や州 の中で も、最初 の もの であると言って よ

いで しょう。 この白書 は、英連邦 に属す るすべ ての国 で も大変評判 となってお ります し、

私 の 口か ら言 うの も何 ですが、21世 紀の受託者法 のあるべ き姿 につ いて大変示唆 に富んだ

数 々の提 言 を分か り易 く述べ た書物 ですので、是非一読 され るこ とをお勧 め します。

今 回の講演の残 りの時間 を使 って、 皆さん と一緒に この 白書の 内容 を読 んでみ て、 オン

タ リオ州 の法制改革審議会 が何 を考 えているのか を、説明す るこ とに します。法制改革審

議会 は1968年 か らこの 白書 の作成 に取 り掛か っていた こ とは、皆 さん もご承知の こ とと思

います。私が同審議会の委員長 に任命 され たのは1972年 の ことですが、1984年 に よ うや く

白書発表 に漕 ぎ着 け られ たのです。追 い追いお話 ししますが、 そ こに至 る までの十数年の

間 に、審議会 としては論議すべ き事項や提言の対象 とすべ き事項 につ いては、い ろい ろな

角度か らの審議が行 われ た訳 です。

審議会 が最初 に取 り組んだ課 題 は、受託者法 の制定 ・改訂 をいつ まで も続けてゆ く必要

が あるか どうか という問題 で した。既に説明 した とお り、受託者法 は、 その成立以来、常

に もう一方 にある膨大な判例 法 を補 完す るとい う性質や、授権 法的性質 を有す る法律 とし

て存在 して きた訳ですが、信託 の実務 に大 きな変化が生 じる都 度受託者法 の見 直 しと改正

が出来 て きた訳で もないので、受託 者法 はあ くまで も信 託が らみの過去 の手続上 の問題や
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実務上の問題を解決できるだけであり、今 日解決 を必要 としている問題については何の役

にも立っていないという声も世の中には確かにあります。しか しながら、審議会 としては、

信託の管理運営を手助けできるという権限は何時の時代にも裁判所にとっては必要な権限

である筈であると考 え、そうだとすれば、それだけで受託者法の存在理由はあると判断し

た訳です。信託の管理運営を巡 る法律問題に関 して信託の受託者は裁判所のア ドバイスや

命令を仰げるのが当然ですし、信託違反行為 にっいては厳格な責任が認められている以上、

条理に従って行動 したにも拘わらず信託に損害 を与えてしまった受託者については、その

損害につ き責任を負わせ るのが酷であると特に認め られるような場合は、受託者の責任の

全部または一部 を免除する権限を法律により裁判所に認めてお く必要があると思います。

更に、審議会は、信託財産についての所有権 を取得 してこれを保有する権限や法律上有

効な行為 として第三者に対 して信託財産を譲渡す る権限を信託の受託者に認める必要があ

るとの認識に立っています。コモン ・ローの観点からすれば、信託の本質はあ くまでも、

信託財産については、信託の受託者が、その絶対的所有権者 と同 じように、これを保有し、

処分することにあ り、信託財産についての包括的な処分権 を受託者に認めているところに

こそ信託の概念の価値がある訳です。今 日では、遺言信託 も生前信託もその殆 どがタック

ス ・プランニング型の信託 となってお り、従 って、これ等の信託設定の原因書面の内容は

一番新 しい税法の規定に対応できるようになっていなければならないことについては
、審

議会 も十分理解 していますが、審議会側は、個人レベルのエステイ ト・プランニングの分

野では、大多数の信託設定原因書面については、信託設定者が信託設定の原因書面中で特

に排除の意思表示 をしていない限 り、制定法上信託の受託者に認め られている権限を活用

できるような形で信託設定原因書面を作 っておいた方が得策ではないか との考 えに立って

います。受託者の立場からすれば、自分達が行使 している権限が制定法に定め られている

通 りの表現では信託設定原因書面中に明記されていれば、少なくとも信託設定原因書面に

定め られている受託者の権限に関する規定の意味をわざわざ裁判所の手を煩わ してまで

云々される虞はなくなるので、好都合で しょうし、このようにしておけば、信託設定原因

書面も長たらしいものにしな くて済みますし、結果的には受託者の仕事 もや り易 くなる筈

です。従 って、審議会 としては、両方の顔を立てた訳ではあ りませんが、制定法 としての

受託者法の存在は引き続き必要であるとの結論を打ち出 した訳であ り、その結果審議会 と

しては、次の課題 として、制定法 としての受託者法のあるべ き姿 を検討することになった
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訳です。

この点に関して、審議会は、考 えられる道として、次の二つの道を検討 しました。第一

の道は、世紀の変わり目を迎えて、信託関係法 を一一本化 して受託者法 として法典化す ると

いう道です。第二の道は、従来通 り受託者法 を授権法的 ・補完法的性質の法律 として存在

させてゆ くという道です。審議会 としては、法典化すれば諸々の信託関係法を一一本の法律

に纏められることにな り、そうすれば、信託関連の法律の利用者に とってはこの一本化さ

れた法律を規範として仕事 を行えばよいという利点があると考 え、その点についてはカリ

フォルニア州やルイジアナ州 を始め とするアメリカ合衆国の諸州で行われた法典化の作業

に感心 していたのですが、最終的には、受託者法を我が国の伝統である授権法的 ・補完法

的色彩の法律 として今後 とも存在させてゆ く方がよいとの結論に達 した訳です。審議会は、

この結論に至った理由 として、幾つかの理由を掲げています。信託関連の法律の不明確な

点を明確化 したり、信託関連の法律に変更を加える必要が生 じたときは制定法 としての受

託者法を新たに制定したり、改正するのが従来か らの手法ですが、審議会 としては、 もし

も判例法が十分かつしっか りしたものであるとすれば、わざわざ信託関連の法律 を法典化

してこれを判例法 と置き換えるということは、法的安定性を損なうことにしかなちないの

ではないか と考えたのです。 これは非常に説得力のある議論です。確かに、判例法 として

の信託関連の法律が十分理解 され、揺るぎないもの として確立されているのに、わざわざ

成文法化 したりすると、信託関連の法典の中に書かれている規定の実際の意味を巡って訴

訟が起 きて くる可能性が常にあ ります。法典化されると、これによって従来の判例法が変

えられてしまったのではないか とか、逆に法典そのものが判例法の方 を堅持するという色

彩の強いものだったりすると、信託法典中に定められているある事柄が問題になった りす

ると、それに関連する別の事項について信託法典の他の部分に定め られている規定 とどう

す り合わせ をしてゆくのか という問題が生 じてきます。これ等の問題は、国や州毎に独 自

の先例拘束主義や制定法の伝統を持 っているコモン・ロー法域に属する国や州においては、

信託関連の法律の法典化にどれだけの意味があるのかを考える上で、起こってきて当然の

ものです。実はこれと同じような問題は、何年か前にイギリスの法律委員会が遂に契約法

の法典化を断念した際に、イギ リスの法律専門誌上で盛んに議論 されてお りました。

おそらくオンタリオ州の法制改革審議会は、 もし信託関連の法律の法典化に踏み切った

としても、結局は判例法 としての信託関連の法律のうちのかな りの量を受託者法から削ら
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ざるを得な くなることに気がついて、受託者法 を我が国の伝統である授権法的 ・補完法的

色彩の法律 として今後 とも存在させてゆ く方がよいとの結論に落ち着いたものと思われま

す。同審議会の調べた範囲では、受託者法の守備範囲を拡大 して営利目的の信託やビジネ

ス ・トラス トまでをもカバーするような法律 としているような国や州は世界中どこを探し

てもなく、多少な りとも受託者法の守備範囲 を拡大 して公益信託までを受託者法の守備範

囲の中に取 り入れようと考えているところも、 きわめて少ないという結果がでています。

勿論問題は、信託関連の法律を成文法化す るとなると、 ビジネス ・トラス ト、営利を目的

とした信託、年金信託、公益信託、制定法上の信託のそれぞれがどうしても別個の条文 を

必要 とすることにな ります。信託の受託者の地位の法律上の位置づけや、その地位に伴 う

権限に関す る規定は、受託者の任命、退任および解任に関する規定や、個人的な信託や家

族信託の受託者に認め られる権限規定等 とは全 く性質 を異にするものです。それだからこ

そ、受託者法は細かな具体的条文か らなる法律 となっているのであり、信託関連の法律全

体 を一本の法典に纏めてしまっても得 るところは少な く、む しろ失うものの方が多いと考

えたのでしょう。

この事 を念頭に置いて、審議会は次に受託者法でカバーすべき事項をどの範囲までとす

るかの検討に入 りました。審議会が最初に頭 を痛めたのは、受託者に課 されている信認上

の義務の問題であ り、この点について制定法 を以て判例法に手を加 えた り、判例法のあい

味な点を明確にした りす る必要があるか どうかという問題でした。審議会のメンバーは、

この際信託の受託者が負うべき注意義務の範囲とその主旨をはっきりとさせ るいいチャン

スであると考えていたので、この問題に関 しては、先に述べた信託関連の法律全体の法典

化は断念す るとの決断とは一応別扱いとして、成文法化の道を選ぶとともに、従来より論

争の的になっていた無報酬で受託業務 を引き受けているアマチュアの受託者と比べて業 と

して受託業 を営むプロの信託業者には高度の注意義務 を課する必要があるのではないかと

いう点をカバーした条文を盛 り込むことにしました。審議会 としては、この点については、

当然差異を設けるべ きだとの認識に立った訳です。これは当面はオンタリオ州だけでの制

定法による判例法の手直しということにな りますが、 コモン ・ロー法域に属するカナダの

他の州や準州でも同じ道を歩むことになるでしょう。信託の受託者は、信託の健全運営の

観点から特に認められる場合以外は、その業務 を他に委任 してはならないという原則があ

りますが、審議会では、この原則の是非 も検討 し、信託の受託者は、信託設定原因書面中
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において特に委任が認められていない限 り、裁量権 を行使 して特定の受益者だけに信託財

産から支払いを行 うべ きかどうか というような重要事項についての決定権 を他人に委任で

きないようにするのが望 ましいとの答 申を行ってお ります。審議会では、信託の受託者の

個人的利益 と受託者 としての義務 との間に利益相反関係が生 じた場合における原則にっい

ても検討を加え、この点についても従来の法原則に風穴 をあけることになるような興味あ

る改革を加 えるのが望ましいとの答申を行 っております。信託の受託者の個人的な利益 と

受託者 としての義務が衝突することはよくあることですが、この場合でも引き続き同人に

受託者としての業務 を行わせ た方が受益者全体のためになるという場面も実際よくありま

す。この種の人は得てして特定の事業に優れた知識 と手腕を持ってお り、たまたま同人を

受託者に任命 しようとしている信託が同人と同じような事業を営んでいる場合には、同人

を受託者に任命すると、同人の個人的利益 と信託の利益 とが衝突するような場面では、同

人が自分の個人的利益の方を優先 させ るか もしれないというリスクが確かにあっても、信

託の受益者全体の利益のためには、敢えて同人を受託者に任命 した方が得策だ という場合

も十分考えられます。この点について審議会は、既に信託の受託者に就任 している者がこ

の種の利益相反行為を行お うとしたり、この種の利益相反関係に立つ可能性のある者が信

託の受託者に就任 しようとする場合は、予め裁判所に申し立てて、裁判所の許可 を得させ

ようとするのが望 ましいとの答 申を行 ってお ります。勿論裁判所 とて万能ではなく、この

種の申し立てを受けても、すべての事実関係を掌握できる訳ではないので、知 らずに許可

を与えてしまうと、不幸な結果になってしまうという危険も決 してない訳ではありません。

その結果、審議会 としては、このような利益相反関係が存在する場合でも、申し立てを許

可する権限を裁判所に認め るのが望 ましい とする一方で、このような権限を裁判所に認め

れば、結局原則的には、多くの信託の管理運営の円滑化につなが るとして、 しっか りと言

い訳の道を確保 した訳です。

審議会は、信託の受託者の基本的な信認上の義務の問題から、次に受託者の任免および

退任の問題に目を向けてお ります。今 まで申し上げてきたとお り、受託者の任免および退

任の問題は、常に制定法 としての受託者法で取 り上げられてきた問題であ り、今回の審議

会における検討に際しても、当然問題 となりました。審議会 としては、わざわざ裁判所の

手 を煩わせなくとも、信託の受託者の手で追加受託者や受託者の業務 を代行する職務代行

者 を任命 した り、受託者の退任や辞任を認めたり、受託者が病気に罹った り死亡した場合
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の後任の受託者を任命 した りできるように受託者の権限を出来るだけ拡大 し、以て受託者

が欠員 となって信託の管理運営に支障を来すことがないようにしたいと考えた訳です。他

の多くの州や準州でもそれぞれの受託者法に定め られている受託者の任免および退任関係

の規定にはいろいろ手を加えなければならない点が多々あります。この点については、審

議会が出した白書の第3章 に非常に詳 しく論 じられていますので、これを是非お読み くだ

さい。この点について審議会は、信託の受託者達がわざわざ費用と時間を掛けて裁判所の

手を煩わせずに効率的に信託の管理運営に当たれ るようにするにはどうす るのが一番 よい

のか という点に主眼をおいてお ります。

審議会は次に信託の受託者の信託事務の管理運営権の見直 しをしています。私の考えで

は、白書のこの部分の最大の成果は、その第4章 にあるように、信託事務につ き信託の受

託者に認め られる各種の管理運営権を列挙 したことです。ここに列挙されている権限は、

いずれ も信託設定の原因書面の作成に当たったことがある人なら誰でも馴染みの深いもの

ですが、今 回個人的な信託や家族信託の受託者に一一人一人に認められ る基本的な管理運営

権 としてここに列挙されている権限には、一つの共通 したテーマが認められます。信託財

産か ら生ずる利益について受益権 を有す る受益者 と信託の基本財産につき受益権 を有する

受益者 との間で信託の収入 と支出をどう分配 し、費用 を分担させ るようにすべ きかととい

う点に関 しては、審議会はここでも、19世 紀当時か らある細かな原則にとらわれて信託の

事務が滞 らないよう配慮する一方で、今 日的状況の下で受益者間に不公平が起 きないよう

に衡平の原則にかなった信託運営ができるように、受託者に十分な裁量権が確保 されるよ

う慎重に配慮 しています。厳密にいえば、19世 紀当時か らある細かな原則の殆 どは今 日的

状況の下で妥当しな くなってお り、今 日的問題に対応するには時には全 く役に立たないも

のもあります。そこで審議会は、お得意の解決方法で、信託の受託者がその職務 を正 しく

遂行するための資質を熱意 とを兼ね備えていることを信頼 して、受託者に裁量権 を認める

ことにしたのです。

信託の受託者に認め られている信託財産に関する権利を発生させた り、移転 した り、消

滅 させた りするような権限については、審議会は、扶養権や、前払い権や、イギ リスでよ

く知 られている保護信託で対応しています。審議会では、信託の受託者間における分担金

の負担や損害補償についても検討 を加えるとともに裁判所の命令による信託の変更や解除

についても検討 を加えた上、ここでは、アルバ一 夕州やマニ トバ州で既に説得力ある見解
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「

として支持 されている 「裁判所 に よって信託事務 の管理運営権 を変更 で きる範囲 を拡大 し

て 「ソー ンダース対 ヴォー ティエ事件」 の判決に よって打ち立て られた原則が適用 できる

よ うな場合に もその範囲が及ぶ よ うにす る時期 に きてい る」とい う見解 を採用 してい ます。

「ソー ンダース対 ヴォー ティエ事件」の判決に よって打 ち立て られた原則 は、信託設定者の

真 の意 図を見極 めて実現す るとい う点か らは、米国の信託 関連 の法律政策 と同様 に、疑問

視 されている向 きも無 きに しもあ らずですが、税制 の大幅 改革 に直面 して困って しまって

信託 を終 了させ たい と考 えてい る依頼者 をなん とか助 けたい と考 えてい る弁護士の立場か

ら見 れば、依然 として極め て貴重 な原則 である との認識が多 くの法律実務 家の間に定着 し

てい るので、審議会 の今 回のこの提 言は、 トロン トでは大 きな論争 の的 となったこ とだけ

を正 直につけ加 えてお きましょう。最後 に、審議会 は公益信託 に も言及 してい ますが、 こ

の分野の問題は後 日審議会 に よる全 面的な調査が完了す るまで棚 上げにす るよう答 申 して

お ります。

白書 の中で提示 されているいろい ろな新 しい考 え方について も論 ず ることが 出来れば幸

いなのですが、 白書 を自分 自身の 目でお読み いただければ、裁量分 配信託(Discretionary

AIIocationTrust)と い う考 え方 と、パーセ ンテー ジ信託(PercentageTrust)と い う考

え方 は、今 まで実務面 で も殆 ど見 かけない非常 にユニー クな考 え方ですが、複数 いる信託

の受益者各員 に対 して認 め られてい る受益権の 内容が互 いに どの ように異な っていよ うと

も、 この複数の受益者全員 を衡平 の原則 にか なった方法で扱 うには、信託財産 の運用収益

や値上 が り益 という信託財産 の管理 費用や税金 を受益 者全 員の間で ど う分 配 し、分担 させ

るべ きか とい う問題に対応 した もので あるこ とに気付 かれ るで しょう。私 の考 えでは、信

託財産 に関す る権利 を発生 させ た り、移転 した り、消滅 させ た りす るような権 限につ いて

論 じた この章 は白書の中の数 あ る章 の 中で も最 も面 白い章だ と思い ます。 ともか くアイデ

アが斬新 ですか ら、 これ を活用 すれば、オンタ リオ州の受託者法は必ずや英連邦加盟諸国

の中で も最 も近代的な もの とな るに相違 あ りません。

ところでオンタ リオ州法 制改革 審議会 が信託関連の法律 白書 を発表 してか ら既に早や8

年(1992年 当時)が 過 ぎましたが、オ ンタ リオ州政府当局が未だに 白書の内容 を実行 に移

していないの は残念です 。法律 を改正 しようとす る場合 に常 について 回る問題 に政権交代

の問題 があ り、新 たに政権 の座 に就 い た政党 にはその党独 自の政策優 先順位 が あるのが普

通 です。オン タリオ州 の信託 関連の法律 白書 も同 じ目に遭 っています。 白書が発表 された
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当時の政権はその後間もなく政権の座 を降 り、前の政権 とは異なる主義主張を唱える別の

政党が政権の座に就いておりますが、白書の内容そのものは、オンタリオ州の法曹界によ

る検討に付 されてお り、オンタリオ州法曹協会に設けられた特別委員会のた ぐい希な委員

長の指導の下、同委員会か らは、白書の内容に対する法曹界の反響について纏めた貴重な

報告書が発行されてお ります。問題は目下オンタリオ州政府の下で詳しく検討されている

筈であ り、現在のオンタ リオ州政府当局 自身も州内における遺産管理のあ り方についての

白書を発表 しているので、これ等両白書の内容が実施に移 され る可能性 もあ ります。
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VI結 論

コモン ・ローの特定分野についての法典化の時期がきているのかそれとも同分野におけ

る制定法の役 目はあ くまでも判例法 としての実体法を補完す るだけのものに留めてお くべ

きかは、個人個人の見解に属すべ き事柄だとは思いますが、私個人の見解 としましては、

信託関連の法律の分野においては、英連邦加盟諸国における制定法 としての受託者法の役

割はあ くまでも授権法的性質 と判例法を補完する性質の法律に留 まるべ きだと思います。

信託の受託者は制定法 としての受託者法を成文法化 された信託関連の法典 と見なせ るよう

でなければならないという議論は確かに説得力のある議論ではあ りますが、私 自身として

は、このような考え方はどうもコモン ・ローの伝統の世界における制定法の役割 と一寸違

うのではないかと思います。この点についての専門書の出版が必要であるというのであれ

ば、私 も無条件に賛成ですが、信託の受託者の仕事の手助けになるような学殖に富んだ専

門書や手引書の出版は学者や実務家の役割だ と思います。 コモン ・ロー法域に属する世界

各地の国や州等において判例法 としての信託関連の法律が強い力を持ち続けてこられたの

は、判例法一般に言えることですが、その時代特有の問題やその時代の実務上の要請 を反

映 した法律判断が下せるような完ぺきな柔軟性が裁判官に認め られていたか らに他ならな

いと思います。制定法 としての受託者法を時代に遅れないように近代化 してゆ くだけでも

大変な仕事です し、法律家の手になる判例集や判例解説書が担っている役割を制定法に肩

代わ りさせ るべ きではない という強硬な意見の持ち主 も多数います。いずれにせ よ、授権

法的性質 と判例法を補完する性質の制定法を以てすれば信託関連の法律の うち改革や近代

化 を必要とする分野の改革 と近代化は十分出来 る筈であり、それ と同時に、裁判所におい

ても法律事務所においても、信託の管理運営 をや り易 くするような書類の作成や手続の効

率化が促進される筈です。私 としては、コモン ・ロー法域に属する州や国々はいずれもこ

の問題に正 しい取 り組み方をしていると見ております。法律がらみの問題につきこのよう

な見方ができるのはむしろ稀 と言うべ きですが、私 としては、過去においても現在 も、よ

くできている制定法としての受託者法は、時代の要請にあわせて適宜改正してゆけば、十

分その役割を果たしてゆけるものと考 えてお ります。

逆に、現在の制定法そのものも決 して十分なものではな く、信託関連の法律に改正を加
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えなければ な らない場合や、制定 法に判例法 を補完す る役割が演 じられる余地が あ るとす

るな らば、政令や省令等 を もっと活用すべ きだ との強力 な意見 もあ ります。政令 は既 に州

政府の 閣議了解 を得 てお り、州の副総督の名 で公布 されています。巷 間言われてい るよう

に、確かに これ は手 っ取 り早 くかつ弾力性 のあ る方法 であ り、 この ような方策 を講 じてお

けば確かに今 後行 われ る補完的な立法 は現在 のまま行 うよ りはよ り近代 的な もの とな るで

しょうが、 この問題 を考 える際は、各人各様 の考 えが あ ると思 いますが、大 陸法系 の法典

は時代 にマ ッチ しない もの とな って しまってお り、抜本的 な改正が必要 だが、,成文法化 さ

れた法典 を改正す る となる とその手間暇 は大変 な もの となる との話 をよ く大 陸法学 者か ら

聞かされますが、大陸法 の国の法律 家に とって も、 コモ ン・ロー法域の法律 家に とって も、

この問題の解 決 は どうも容易な らざるもの のよ うです。

しか しなが ら、 オンタ リオ州の法制改革審議会 が1984年 に信託関連の法律 白書 を出 して

か ら8年 が たった今(1992年 当時)に なって私 の見 るところ、 コモン ・ロー法域 の国や州

における信託関連 の法律 に関す る限 り、 同審議会 が成 し遂 げた仕事は、 この分 野の法律 に

関する最大の業績 の一つ である と言 ってよい と思 い ます。 同審議会が打ち出 したア イデア

は受託者法の果 たすべ き役割についての考 え方 の面 において も、 同法の改正 と近代化 に関

す る提 言の面 において も、想像 力に富んだ ものであ った と言えるで しょう。実 際、お読み

になれば分か るとお り、 白書の巻末には審議会 の提 言 してい るすべての改正 点 を盛 り込ん

だ全 く新 しいオンタ リオ州受託者法の草案 が掲載 されてい ます。今 日に至 るまで、私 は同

審議会 の起草 にな るこの草案は非常に進 んだ、素 晴 らしいものであると評価 してお り、今

後 もこの評価 を変 え るつ もりは あ りませ ん。勿論 この草案 に も欠点がないわけでは あ りま

せ ん。 た とえば、投 資に関す る 「慎重原則」 の良い面 を無視せ ずに、近代 的な 「ポー トフ

ォ リオ理論」 を取 り入れ るこ ともで きたのではないか と思い ます し、 白書発 表の後に審議

会 が行 ったアンケー ト調査 で も特に それ以上傾聴 に値 す るような ものは出て こなか った と

思い ますが、信託 の受託者 の個人的利益 と受託者 としての義務 の間に利益相 反関係が生 じ

るような場合 には裁判所 に申 し立てて許可 を取 らせ るように した らどうか という審議会の

提言は、 その意 図す るところは正 しくとも、果 た して うま くゆ くものであ るか ど うか とい

うことにな ると、私 としては もう一つ 自信 が持 て ませ ん。裁 量分配信託 とかパーセ ンテー

ジ信託 とい うような もの を取 り上げ るのは受託 者法の役 目ではない とい う議論 もあ りま し

ょっし、 この ような ものは実務家 として弁護士 の仕事 として残 しておけば よいのだ とい う
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考 えもあ りましょう。私見では、これ等は確かに欠点 といえば欠点に相違ありませんが、

小 さな欠点に留 まるもの と思います。

しか しながら、カナダ としては、従来の伝統に従って、信託関連の法律分野の制定法は

授権法的な性質 を持ったものだけに留めてお くべ きか、それ とも新たに審議会を設置して

信託関連の法律の法典化 を目指すべ きかは、この際敢えて皆さん一人一人の判断に委ねた

いと思います。皆さんの考 えはおそらく法典化の方に傾いているのではないかと思います

が、今 日の講演が、コモン ・ローの伝統の中にあって、何故我々が裁判官の手による発展

が期待 されている理論法学 を重視 しているかを理解する上で多少 とも助けになれば幸いで

す。裁判官は十分 な法律実務の経験を積んだ老練の弁護士の中から選ばれる人達です し、

事実に裏付けられた能力と学殖 を是非法廷でも発揮 して もらいたいと期待すると同時に、

法曹の一翼を担 う立派な先輩 として尊敬 している訳です。信託関連の法律 を巡る今・日的問

題 としては、信託財産の投資運用先 を選択す るに際 し信託の受託者は社会要因や政治要因

を考慮に入れるべ きかという問題や、信託 口座を管理しているために信認上の義務 を負っ

ている銀行や信託会社は、信託の受益者の信頼を裏切 った場合はどこまで責任 を負 う必要

があるか という問題や、公益の拡大 を図るという大義のためには法律上政治的圧力をかけ

ることも許されるかという問題等、一寸考えただけでも大きな問題がた くさんありますが、

このような訳で、我々としては、これ等の問題の解決 を裁判官に期待 したいわけです。信

託関連の法律のように何世紀にも亘って裁判官の手で時代に即 した形で発展させ られてき

た法律分野では、授権法的性格を有する法律の制定を以て社会のニーズに対応してゆくと

いうのが立法府の正 しい対応の仕方であると見るのが自然だと思いますが、皆さんはどう

お考 えでしょうか。

[注]本 原稿 は、 ヴ ィ ク トリア大 学(カ ナ ダ)のDWM.ウ ォー ター ズ教 授 が平 成4年10月29日 に(財)

トラス ト60に お いて行 った講 演 を新 井 の責任 で翻 訳 した もの を基 に、 そ れ を敷 桁 し、若 干 の解 説 を

加 えなが ら執筆 した もので あ り、講 演形 式 を残 して い るの もその ため で あ る。
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1は じめ に

(1)オ ー ス トラ リアは、1986年 に イン グラン ドの枢密院 司法委員会へ の上訴権 を最終

的に廃止 し、制度上 はオー ス トラ リア法 とイン グラン ド法 とは完全 に別個 の もの となっ

た。 しか しなが ら、法統一 の制 度的 な保 障はな くなって も、 オー ス トラ リアを含む コモン

ウェルス諸国の法が イングラン ドにおけ る判例 ・立法 の強 い影響下 にあ るこ とは変わ りな

く、 イングラン ド法 と比べ て特色の あるオース トラ リア信託法の問題 を探す こ とはかな り

困難であ る。

しか し、他方 で、最近では、 オー ス トラ リアの判例(あ るいはカナ ダの判例)が イング

ラン ドの判例 に影響 を与 える とい う現象 も生 じつつ あ る(1)。 その原因 としてはい くつか

の ものが考 えられ るが、仮 に同 じ内容 の法が支 配 してい るとして も、今 までにない事例 が

イングラン ドの裁判所 よ りもオー ス トラ リアやカナダの裁判所 に係属す るこ とは十分 にあ

りうるの であ って、む しろ当然 とい うべ きか もしれ ない(2)。 信託 法の領域 にお いては、

事 業信 託(tradingtrust)に 関す る問題が その例 となる。

(2)こ こにい う事 業信 託 とは、 「信託条 項の定め によ り、受託者 の保有す る信託財産

が事 業の執行 のため に用 い られ る」信 託(3)を 指 してお り、 同様 の信 託 はアメ リカ合衆 国

に もイングラン ドに も見 られ る。 そ して、ア メ リカ合衆 国における ビジネス ・トラス トに

つ いては、 これ まで もしば しば詳 しい紹介 ・検討 が行 われ て きた(4)。 しか し、 ア メ リカ

法 とイングラン ドー オース トラ リア法 とでは、その規律 にか な りの差 異が見 られるの であ

り、後者の法系における事 業信 託 につ いて不十分 なが らも紹介 を行 ってお くこ とには一定

の価値 が あろう。 アメ リカ法だけ でな く、 コモ ン・ロー諸 国の法全体 に検討 の幅 を広げ る、

とい うのは、本研究会の重要 な 目的の ひ とつ なのであ る。

(3)と は いえ、本小稿 において、 オー ス トラ リアの事業信託 につ いて、全般 的な紹介 を

す るこ とは できない。 オー ス トラ リアの事 業信託 においては、 資本金 のご くわずか な名 目

的 な法人が受託者になるこ とが 多い、 とい う事 態か ら生 じる問題点 のい くつか につ いて、

事例 を中心 としなが ら、簡 単 な紹介 をす るに とど まる。具体 的 には、事 業信 託 の受益 者
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'竿

は、受託者たる法人の取締役に対 して個人責任 を追及できるか、 という問題 と、事業信託

の取引の相手方たる債権者は信託財産 を自己の債権の引き当てにできるか、 という問題で

ある(5)。

この2つ の問題の共通の背景 となっているのは、事業信託においては法人が受託者 とな

ることが しばしばあることである。そして、その法人 も当該事業信託において受託者とな

る目的で設立されるのであり、資本金は名 目的な額 となっている。

以下、2つ の問題を順に検討 してい く。
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II事 業信託の受益者 は、受託者た る法人の取締役 に対 して

個人責任 を追及で きるか

1問 題の所在

通常、信託において信託財産が濫用された際に受益者に認め られるのは、受託者の責任

を追及することである。しかし、事業信託においては、当該法人の責任を追及しても得 ら

れるところがない。1(3)で 説明したように、資本金は名 目的な額 なのである。 そこで、

当該法人の取締役の責任 を追及できないか、 ということになって くるが、事業信託の受益

者は受託者たる法人の株主 とは限らないので、株主 として取締役の責任 を追及す ることは

できない。そこで、信託受益者 としての資格で受託者たる法人の取締役の責任 を追及 し得

ないか、が問題 となって くる。

2信 認関係

まず、通 常の信託 の事例にお いて、受益者は どうして受託者の個 人責任 を追及 できるの

か。 これは、受託者が受益者に対 して信 認義務 を負 うか らである。 そ うす る と、 当該取締

役 が受益者 に対 して信認義務 を負 う といえれば、受益者 は受託者 たる法人の取締役 の責任

を追及 しうるこ とになる。

しか し、原則 としては信認義務 の存在 は否定 され る。

「受託者会社 が受託者 としての資格 で保有 してい る財 産 に関 して、受託 者会社 の取

締役が、信託受益者 に対 して信認義務 を負 うとい うことを確立 してい る先例 はない。」

(Hurleyv.B.G.H,NomineesPtエLtd.(1982)1A,C.L.C.387(未 見))

の である。

3他 の法律構成

そこで、学説上は、他の法律構成によって受益者が受託者法人の取締役の責任を追及す

る可能性がないか、検討されている。代表的なのは、取締役に対して擬制信託の受託者と

しての責任 を追及 してい く方法である。

擬制信託の成立が認め られる場面は数多 くあるが、その うちの一つに、「信託違反の財

産処分について、それが信託違反であることを知った上で協力した場合、その協力者は処
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分 された財産につ き擬制受託者 として責任を負う」(6)と い う類型がある。仮 に、受託者

法人の取締役が当該法人の した信託違反につ き、「それが信託違反であることを知った上

で協力 した」 といえる場合には、擬制受託者 としての取締役の責任を受益者が追及 しうる

ことになる。そして、取締役は当該法人の行っている取引行為について知 っていると考え

られるし、かつ、当該法人の代理人としてそれに協力 しているわけだから、ほとんど常に

擬制受託者 としての責任を追及できそうである。

ただし、違反 となる事実の認識で足りるか ・法的に違反であることを認識 している必要

があるか、単なる違反で足 りるか ・不誠実かつ詐害的な意図が必要か、等について、仮に

厳格な解釈が とられるならば、取締役の責任追及はそれだけ難 しいものとなる。このあた

りは、未だ判例上、解釈が十分に確立 しているとは言えないようである(7)。
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III事 業信託の取引の相 手方たる債権者 は信託財産 を自己の

債権の引 き当てにで きるか

1問 題の所在

信託財産の権原は委託者か ら受託者へ移転 している。しか しなが ら、その財産は受託者

の個人財産を形成せず、受託者の個人的な債権者はその財産 を自己の債権の引き当てには

できない。これはよく知 られていることである。それでは、受託者が信託の執行 として契

約関係に入った場合、その債権者は信託財産 を自己の債権の引き当てにできるだろうか。

一見、このときは当該債権者は信託財産から弁済を受けられそうだが、実は、これも原則

的には否定 される。「信託財産は法人格 を有せず、法がそれを責任 を負う主体 としてみな

すことはできない。」(8)の であ り、受託者のみがその債務について個人的に責任 を負 う

のである。受託者 として行動 しているときには違いが出そうだが、「一般的かつ基本的な

命題 として、 コモン ・ローは受託者 を、付加的なあるいは限定された法人格 を有するもの

として認めない。」(9)の である。

ところが、先に述べたように、事業信託の受託者は名 目的な資本金 しか有 しない法人で

ある場合が多 く、受託者が負いうる個人責任には限度がある。そこで、い くつかの方法が

検討されることになる。

2受 託者の有す る信託財産 か らの補償請求権への代位

す でに述べ たように、受託者 は、信託の遂行 として債務 を負った場合 に も、 みずか ら個

人的 な支 払義務 を負 う。 しか しなが ら、受託者 は信託財 産 にそれ を求償 す るこ とが で き

る。 そこで、債権者 が この求償権 に代位 して、 そこか ら弁 済 を受け るこ とが で きないか、

が問題 となる。

この問題 については、VacuumOilCo.Pty.Ltd.v.Wiltshire(1945)72C.LR.319で

次の ように明確 に判示 されてい る。す なわ ち、

「遺言執行 者が事業 の執行 に よ り生 じさせ た責任 は彼 の個 人的 な債務 であ り、相 手方

た る債権者 は遺産 について直接 の求償権 を有 しない。 しか し、遺産につ いて権利 を有

す る者 を拘束す る権限の下で遺言執行 者が行動 した場合 には、遺産につ いての権 利者

の権利 は、遺言執行 者がその義務 と権 限 を適切 に履行 したこ とによって生 じた責任 に
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ついて遺産 に求償 してい く権利に劣後す るこ とにな る。遺言執行 者 は、受益 者その他

類似す る者が 当該財産 につ いて有 す る権利 に優先す る担保権 を、当該資産 について有

す るのである。 しか し、死亡者の債権者の権利 は……遺言執行者の担保権 に劣後す る

ことが あってはな らない。遺言執行者 がその事業 の執行 の過程 で債務 を負った相 手方

である債権者は、遺 言執行 者の個 人的責任 をあてに して取 引を して いるのだか ら、遺

産 につ いて直接の権利 を有す ることはないが、 エ クイティにお いて、遺言執行者 の有

す る求償権又 は担保権 に代位す ることがで きるのである。 この原理は、ExparteEd-

monds((1862)4DeG.F&J.488,at498)で 簡略 に示 されている。すなわ ち、 『事業

の執行 を指示 されて いる遺言執行者や信託受託者 は、執行 に用 いるよう指示 された財

産か ら補償 を受 け る権利 を有 し、当該取 引の債権者 はその権利か ら利益 を受 け る資格

を有す る……』」

しか しなが ら、 この補償請求権へ の代位 は、常 に有効 な方法 では ない。 まず、要該取 引

が当該信託 において認め られ ている取引でな くてはな らない。 当該取引が信託違 反の もの

であ るときには、受託者 はその取引か ら生 じた債務 の弁済 に要 した費用に信託財産 に求償

す ることが できない。 これ は、取引の相手方が そのこ とにつ いて善意で あって も同 じであ

る。 また、受託者 は上記の補償請求権 を有す る一方 で、信託違反行為 に よって信託財産 に

損害 を及ぼ した場合 には信 託財産に対 して補償義務 を負 う。 そ して、 この とき、補償請求

権 は補償義務 を差 し引 いた額 でのみ成立される と考 え られている。 したがって、仮 に当該

取引 自体が信託違反 の もの でないときも、別 に信託違反が あ り、受託 者の求償権 が全体 と

して成立 して いない ときには、代位す る対 象が欠 け ることに なるの である(10)。 さ らに、

当然のこ とであるが、信託財産が補償請求権 を満 たす に十分 でない こ ともあ る。実際、債

権 者が補償請求権 にまで代 位 しようとしている ときとは、す なわち事業信託が失敗 した と

きなのであるか ら、信託財産が もはや十分 でないこ とが 多いの であ る。

3受 託者の有する受益者に対する補償請求権への代位

受託者が補償請求権を有するのは、信託財産に対 してだけではない。受益者が直接に受

託者に対 して補償義務 を負 う場合 もある。この補償義務の成立のためにはい くつかの要件

が存在するが、仮にその要件が満たされれば、受益者に対する補償請求権への代位が考え

られることになる。 しか し、受託者の受益者に対す る補償請求権 を認めたHardoonv.
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Belilios[1901]A.C,118は 、受益 者が1人 のケースであ り、かつ、判決は確定的 な受益

権 を有 しない受益 者、 た とえば裁量信託の受益 者に対す る補償 請求 を否定 していた。そ う

す る と、受益 者が通常複数 であ り、かつ、裁量信託 の形 態 をとって いるこ とが 多い事業信

託においては、受託者 の受益 者に対す る補償 請求権は認め られないのではないか、 したが

って、債 権者 もそれに代位 す るこ とが できないのではないか、 とも思 われた。

これについていちお うの解答 を示 したのが次の判決であ る。

J,W.Broomhead(Vic.)Pty.Ltd.(inliq.)v.J.W.BroomheadPty.Ltd.[1985]V.

R.891.

〔事実〕X社(J.W.Broomhead(Vic.)Pty.Ltd.)は 、Y1か らY5の5つ の会社 を

受益 者 として設定 された信託の受託者 であ り、 当該信託の趣 旨に従 って1976年4月30

日か ら建築 業 を営 んでいた。す なわち、事業信託 であ る。各受益者 の権利 はユニ ッ ト

数 で定 め られ てお り、Y1は42%、Y2は10%、Y3とY4で24%、Y5は24%で あ っ

た。

事 業 は うま く行 かず、1977年9月6日 にX社 は清算手続 に入 ったが、債権 者に弁

済す るためには、約65,000ド ルか ら70,000ド ルの 間で不 足が あ った。 そ こで、X社

は、Y1か らY5を 相手取 って、信託 の執行 によって生 じた負債 額 の うち信託財 産 で

まか なえない分の支払 いを求め て訴 え を提起 した。

〔判 旨〕「そこで次 に、Hardoonv.Belilios[1901]A.C.118で 適用 され た原理 に基

づ いて、原告が主張 してい る補償請求権 を有す るか を検討 す る。一般 原理は次の とお

りである。す なわ ち、受託者 は信託 の執行 によって生 じた責任 について補償 を受 け る

権利 を有 し、 この権利 は信託財産 に対 してだけでな く、能力者であ る受 益者に対 して

もエ クイティ上強制 が可能 であ る。 この原理 の根拠 は、信託 か ら利益 を受 ける受益 者

は、受託者 自身が負担 を引 き受 け るべ きであ るこ とを示す十分 な理 由 を挙げ られない

限 り、負担 を負わねばな ちない、 とい うこ とである。」

Hardoonv.Beliliosは 受益者 が1人 の事例 であったが、 その原理 は複数 の受益者

が 存在す る場・合に も適用 され る。 また、Hardoonv.Beliliosに お いては、裁量信託

の受益権 のよ うに、完全 な利益 ではな く、 限定 された利益 に しか有 しない受益者 に対

しては、受託者が権 利 を有 しないかの ように判示 されてお り、 これは そ うであ るべ き

だ と考 え られ る。 しか し、 「本件 の受益者 は完全 な受益者 であ ると考 え られ る。本件
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の信託証 書は、信託 が終 了す るまでの毎年、 当該年の利益のすべ て を、有す るユニ ッ

ト数 の割合 に応 じて受益 者 に支 払 うべ きこ とが定 め られ ていたの であ る。 …… そ し

て、複数の受益 者が利益 についてそれ ぞれ独 立の権 利 を有す る場合 には、信託財産 か

らの利益 について一定割合 の利益 を享受す る受益者は、受託者 自身が負担 を引 き受 け

るべ きであ るこ とを示す十分 な理 由を挙げ られ ない限 り、 その割合 に応 じて負担 を負

うのである。」

したが って、Y1は42%、Y2は10%、Y3は12%(Y3はY4と あわせ て24%の 権 利

を有す るが、Y4は 事 前に受益権 を放棄 してい る)、Y5は24%の 割合 で、補償 義務 を

負 う。

本件 にお いて は、利益 の分 配の方法 か ら、各受益者 を確定的 な利益 を有 する者 として扱

うことが で きた。 また、本判決 は、傍論 として、 まった くの裁量信託において も、受益者

が受託者 に対 しその任務 の引受 を依頼 した場合 に は、 黙示の補償 契約 があ るといえる、 と

の構成 も提示 して いる。

4受 託者 たる法人が破産 した ときの特別問題

受託者が破 産に至 って も、債権 者の権利 には基本的 に変更が ない。 しか し、否認権 の成

否、 および、管財人の報酬 をめ ぐって、少 し く特別 な問題が生 じる。

(1)否 認権の成 否 をめ ぐって

直接 に事例 を見てみ よ う。

●OctavoInvestmentsPty.Ltd.v.Knight[1979]144C.L.R.360.

〔事実〕Y会 社(OctavoInvestmentPty.Ltd.)の5人 の取締役 は、1975年4月1

日、1ド ルずつ を出資 して、A会 社(CoastlineDistributorsPty.Ltd.)を 設 立 した。

A会 社 は2週 間後 の4月16日 、Bの 設定 した信託 の受託 者 に任命 され た。 この信託

は、信託財産 が10ド ル であ り、受託者 た るA会 社 は その財産 を用 いて、適 当 と考 え

られ る何 らかの事業 を行 うべ きことが信託証書 に定め られ、 その利益 は受益 者 として

指定 された5つ の会社 に分配すべ きもの とされていた。 そこで、A会 社 は、銀行、Y

会社、お よび、受益 者 たる5つ の会社か ら金銭 の借 り入れ を行 ったうえ、冷凍 食品の

取 引 を始め た。 ところが、2カ 月後 の1975年7月 には、 はや事 業は行 き詰 ま り、 その

後 も負債 は増 え続 け、1977年7月26日 に清算 申立、同年8月25日 にA会 社 の清算 手
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続が開始 し、 あわせてXが 清算人 に選任 された。

ところが、A会 社 の事 業が もはや完全 に行 き詰 まって いる1977年 の1月 か ら清算

手続が開始 され るまでの間に、A会 社 はY会 社 に幾 たび も支 払 をな して お り、 その

総 額 は49,750ド ルに達 してい た。 そこで、Xは 、 これは偏頗 弁 済 であ って無効 であ

る との確 認 を求め て訴 え を提起。1、2審 ともX勝 訴。Yが 上告。A会 社 が保 有す

るすべ て の財産 は信託財産 で あ り、 これは、破産法116条 にいわゆ る 「破産者の債権

者に分配 され る財産」にあた らない、 と論 じた。

〔判 旨〕上告棄却。「受託 者は、信託 の履行 として取 引をな した場合 に、当該 取引の

過程 で生 じたすべての債務 について個 人的 な責任 を負 う、 とい うのは広 く承 認 されて

い ることである。 しか しなが ら、彼は信託財産 か らその責任 の補 償 を受け る金利 を有

す るのであ り、 この補償 を強制 す るために、受託者 は信託財産 上に担保権(acharge

orrightoflien)を 有 す るのであ る。」

「受託者 に対 す る債権 者は、信託財産 につい て限定 され た権 利 しか有 しない。信託

財産 は差 押えの対象 とならない。 しか し、 受託者 の破産の場面 では、債 権者は受託者

が有 す る権利 に代位す ることが できるのであ る。

以上 の原理 か ら、次の結論 が導かれ る。すなわち、事業の遂行か ら生 じた債権 を有

す る債権 者が、破産 した受 託者が保有 す る信託財産 につ いて、代 位に よって有す る権

利は、破産者 の債権者 に分 配 され る破産財産 を構成 す るの である。」

そして、 この権利が清算 人に移転 してい る限 りは、Yが 信 託財産 か ら弁済 を受 け

た こ とは、偏頗譲渡 として無効 に され うるもの とな る。

信 託財 産 自体へ の直接の権 利 を否 定 しなが ら、補償請求権への代 位 を通 じて、債権 者の

間接 の権 利 を認め るこ とによって、不当な結論 を避 け ようとしたの である。 ここにあ るポ

リシー は、本判決 中でマー フィー(Murphy)判 事 が次 の よ うに述べ て い る とお りであ

る。「わ ら人形 を使 って債権者 を害 しよ うとす る試み は、 そのか わ りに形式 的な会社 を使

ったか ら といって認め られ るよ うに なるものでは ない。事業信託 を含む、 いろいろな信託

が、法が債権 者に与 えよ うとして いる保 護 をないが しろにす るため の道具 となることは認

め られ ない。 この事件 で登場 したのは、 まさにそ うい った試み である。」(11)

(2)管 財 人の報酬 請求権 をめ ぐって

ここで も事例 を見てみ よう。
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●ReSucoGoldPty.Ltd.(inliq.)[1982]33S.AS.R.99.

〔事実〕A社(SucoGoldPty.Ltd.)は 、1979年4月3日 に資本金2ド ルで設立 さ

れた会 社 であ る。 同社 は、1979年6月28日 、 「デ イ ジー=ミ ラ ノ ・ゴー ル ド・ユ ニ ッ

ト・トラス ト」 の信託受託者 とな り、 さらに、1980年7月25日 、 「サ ンタ ・クロース ・

ゴール ドフィー ル ド・ユニ ッ ト・トラス ト」 の信託受託者 となった。 いずれの信託 も、

と りわけ金 の採掘 を目的 とす る鉱業 に よって信託財産 を運用 し、受益者に分 配す ると

い う、事業信託 であった。 しか るに、1982年2月15日 、 同社 は清算手続に入 った。

Aの 財産 は、上 記両信託 に対 す る補償 請求権 を除 いて ほ とん どな く、破産 手続 費

用 も出せ ない有 り様 であった。 そこで、A社 の管財 人Xは 、Xが 両信託 の信 託財産

を売却 したこ とに よって得 た金銭 を、手続 費用 お よびA社 の事業 の執行 に よって生

じた債務 の弁済 のため に用 いるこ との許可 を求 めて、訴 え を提起 した。

〔判 旨〕 「受託者 に補償請求権 が あることに よって、受託者会社 の清算人が信託財産

か ら清算費用や清算 人報酬 を取得 できるか、 とい う問題 につ いては、OctavoInvest-

mentsPty.Ltd.v.Knightの 後、 オー ス トラ リア で2件 の判決があ る。1つ は、Re

ByrneAustraliaPty.Ltd.andtheCompaniesAct([1981]1N.S.W.L.R394;

[1981]2N.S.W.L.R.364)で ある。・・…・(この事件 では)信 託財産 は信 託債権 者

の債権 にのみ充 当され うるとされ、……清算 人は信託債権者 ではな く、信託財 産か ら

の支 払 を受 け得 ない、 とされ た。

もう1つ は、ReEnhillPty.Ltd.((1982)7八C.L.R.8)で ある。・…一裁判所 は、

破産会社 の清算 人は、受託者 たる会社 に よ り保有 されていた信託財産 を清 算人が売却

した ことに よって生 じた金銭 を、他 の債権 に優先 して 自己の費用の支 払いに用 い るこ

とがで きる、 とした。」

「Octavo事 件 よ り、受 託者会社 の補償 請求権 は、 清算人 に その権利 が移転 す る財

産権 であ ることは明 らかであ る。」 したがって、破 産債権者 はそ こか ら弁 済 を受 け ら

れ るのであ り、 また、受託者会社 が信託財産 に対 して取得す る担保権 の実行権 限 も清

算人に移転す るか ら、清算人 は信託財産 を売却す ることもで きる。 そして、清算 人は

破産債権者 に優先 して弁済 を受け る権利 を有 してい るのだか ら、ReEnhillPtULtd.

事件 の結論が支持 され るべ きで ある。

判 旨も述べ てい るように、清算人は信 託財産か ら手続 費用 を取得 できない、 とす る判決
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もた しかに存在す る・ しか し・ その判決・す なわ ちReByrneAustraIiaPty .Ltd.(No.

2)自 体 が次 の よ うに述べ ていたので あ り、手続 費用 を取得 で きる、 とい うこ とで＼ ほぼ

判例 は落 ちつ いたのでは ないか と思 われ る。す なわち、 「仮 に清算 人が報酬 を取得 で きな

いか とい う私 の結論 が正 しけれ ば、大変望 ま し くない事 態が生 じる。 た しか に、清 算人

(と りわけ裁判所 でAレ ベ ル とされて い る清 算 人)は 、支 払不能 の会社 を清 算 してみ た

ら、 自らの費用や報酬 を取得 す るに も資産が足 りない、 とい う事態 に慣 れていないわけで

はない。 しか し、 ここでの ように、 清算人の債権 を支払 うに十分 な資産が あ りなが ら、清

算 人が、重要、かつ、 しば しば困難 な義務 を報酬 もな しに執行 しな けれ ばな ちない、 とい

うのは不公正 である。……私 は、判決 の最後 に、事業信託 の存在は立法者が注意 を払 うよ

うに値す るものである、 とい うことを指 摘す る。」

妥 当な結論 は明 らかであ り、 ここで も信託受託者 の有す る補償 請求権 が棋 子 にされて、

清算人 の権利が認め られたのであ る。
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IVむ すびにかえて

事業信託 につ いては、 わが国に もす でに い くつ かの紹介 があ る。 と りわけ、海原教 授の

研 究においては、本稿 の扱 う問題点 を含め、 ア メ リカ法 に関 してかな り包括的 な検 討が行

われてい る。 しか し、 た とえば、 アメ リカ法 で受益者 ・受託者 ・債権者 の利益調整 にっ い

て判例法理 で妥当な解 決 を見 よ うと、 それが信託法理 の必然的 な結論 とは限 らない。広

く、 イングラン ド、 さ らにはオー ス トラ リア ・カナダな どに も目を配 って、信託法理の問

題点 もあわせ て検討 していか ねばな らない。事業信託 に関 して、 ア メ リカ法に比べ て、 決

して先進 的 とは言 えな いオー ス トラ リア法(そ れで もイ ング ラン ド法 よ りも先進 的 で あ

る)を 紹介 したのは、 その第1歩 のつ もりであ る。

〔注〕

(1)そ の一例 として、道垣 内弘 人 「イ ング ラン ド浮動担 保 にお け る個々 の財 産 に対 す る担保 権 者 の権

利」加 藤一 郎 古稀 ・現代 社会 と民法 学 の動 向(下)521頁 以下(1992年)参 照 。

(2)道 垣 内弘人 「海外 金 融法 の動 向:銀 行 と顧客 との 間の 法律 関係 一 イ ング ラン ド法 の展 開一 」金 融

法 研究10号24頁(1994年)参 照 。

(3)デ イ ヴィ ド ・ヘ イ トン(樋 口範雄=真 船秀 郎 訳)「 事 業 信託(TradingTrusts)」 信託177号47頁

(1994年)。

(4)四 宮和 夫 ・信 託 法 〔新 版 〕23-24頁 注(5)(1989年)に 掲 げ られ て い る諸 文献 。 なお、 そこに 掲 げ

ちれ た大 阪谷教 授 の論文 は、 そ の後、大 阪 谷公雄 ・信 託 法 の研究 第1巻(1991)に 、海 原教 授 の論

文 のい くつか は、 海原文 雄 ・英 米信 託法 の諸 問題(下)(1993年)に 収 め られ て い る。 さ らに、最 近

の もの として、 神 作裕 之 「信託 を用 いて行 う事業 一 そ の可能 性 と限 界一」 信託 法研 究18号27頁 以下

(1994年)。

(5)他 の重要 問題 としては事 業信 託 の方 式 を とれ ば会社 法 の規 制 を免 れ うるか(ど こまで免 れ させ て

よいか)と い うこ とが あ る。計 算 書類 閲覧権(受 益 者 の計算 書類 閲覧 権 を信託 文 言で制 限す る こ と

が で きるか)、 資本 充実 義務(受 益 者 に どん どん と利益 、 さ らには 資本 を分 配 して、債 権 者 に 損害

を与 え る こ とを、 い かに して 防 ぐか)な どが具体 的 に論 じ られ る。Cf.H.A.J.FordandI,J.

Hardingharn,TτadingTrusts:RightsandLiabilitiesofBeneficiaries,inEquityandCommer・

cialRelationship48-(P.D,Finned.1987),

(6)道 垣 内弘人 「海 外金 融法 の動 向:銀 行 と顧 客 との 間 の法律 関係 一 イ ン グラン ド法 の 展開一 」 金融

法研 究10号12頁(1994年)。 具体 的 な判例 も含 め、 同論文 、 お よび、 金融 法研 究 ・資料編(9)13頁 以

下(1993年)参 照 。
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(7)CfR.P.Austin,ConstructiveTrusts,inEssaysinEquity(P.D.Finned.1985)229-,H.A.J.

FordandI.J.Hardingham,supranote5,at64-.さ ら に 、 デ イ ヴ ィ ド ・ヘ イ ト ン ・前 出 注(3)55

-56頁 参 照
。

(8)H.AJ.FordandW.A.Lee,PrinciplesoftheLawofTrusts[1401](2nded.1990).

(9)R.P.MeagherandW.M.C.Gummow,Jacobs'LawofTrusts[2102](5thed.1986).

(10)B.H.McPherson,TheInsolventTradingTrust,inEssaysinEquity148(P.D.Finned.1985).

(11)at372.

r

－105一



←

1

(禁無断転載)

平成9年7月20日 印刷

平成9年7月20日 発行

〔非売品〕

コモン・ロー諸国における受託者の

職務 ・権限に関する研究

報 告 書

発 行 ◎ 財 団 法 人 トラ ス ト60

東 京 都 中 央 区 八 重 洲2-3-1

住 友 信 託 銀行 八 重 洲 ビ ル 内

Tel.03-3286-8100(代 表)

印刷(株)デ ィグ


